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《省略用語例等》 

 

１ この情報において使用した省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示す。 

措置法……………租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号） 

措置法令…………租税特別措置法施行令（昭和 32年政令第 43号） 

措置法規則………租税特別措置法施行規則（昭和 32年大蔵省令第 15号） 

措置通……………租税特別措置法（相続税法の特例関係）の取扱いについて（法令解釈通達）

（昭和 50年 11月４日付直資２－224ほか２課共同） 

評価基本通達……財産評価基本通達（昭和 39 年４月 25日付直資 56ほか１課共同） 

 

２ この情報における次の表の左欄の用語の意義は、それぞれ同表の右欄の措置法の規定に規定

するところによる。 

用語 規定 

対象受贈非上場株式等 措置法第 70条の７第１項 

認定贈与承継会社 措置法第 70条の７第２項第１号 

経営承継受贈者 措置法第 70条の７第２項第３号 

経営贈与承継期間 措置法第 70条の７第２項第６号 

対象非上場株式等 措置法第 70条の７の２第１項 

認定承継会社 措置法第 70条の７の２第２項第１号 

経営承継相続人等 措置法第 70条の７の２第２項第３号 

経営承継期間 措置法第 70条の７の２第２項第６号 

対象相続非上場株式等 措置法第 70条の７の４第１項 

認定相続承継会社 措置法第 70条の７の４第２項第１号 

経営相続承継受贈者 措置法第 70条の７の４第２項第３号 

経営相続承継期間 措置法第 70条の７の４第２項第５号 

特例対象受贈非上場株式等 措置法第 70条の７の５第１項 

特例認定贈与承継会社 措置法第 70条の７の５第２項第１号 

特例経営承継受贈者 措置法第 70条の７の５第２項第６号 

特例経営贈与承継期間 措置法第 70条の７の５第２項第７号 

特例対象非上場株式等 措置法第 70条の７の６第１項 

特例認定承継会社 措置法第 70条の７の６第２項第１号 

特例経営承継相続人等 措置法第 70条の７の６第２項第７号 

特例経営承継期間 措置法第 70条の７の６第２項第６号 

特例対象相続非上場株式等 措置法第 70条の７の８第１項 

特例認定相続承継会社 措置法第 70条の７の８第２項第２号 

特例経営相続承継受贈者 措置法第 70条の７の８第２項第１号 

特例経営相続承継期間 措置法第 70条の７の８第２項第５号 
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３ 令和３年度から令和７年度までの税制改正等に伴い、次の問を更新している。 

・（問１－２）一般措置と特例措置との違い 

・（問１－３）納税猶予の適用を受けるための手続 

・（問１－４）特例措置に係る特例承継計画を贈与・相続後に提出する場合 

・（問１－６）納税猶予の適用後に必要となる手続（継続届出書の提出等） 

・（問２－８）受贈者・相続人等の要件の概要 

・（問２－９）受贈者に係る一般措置の役員期間要件の判定    

・（問３－７）一の贈与者から一の会社の株式の贈与を受けた場合の猶予税額 

・（問３－８）一の贈与者から複数の会社の株式の贈与を受けた場合の猶予税額 

・（問３－10）複数の贈与者から贈与を受けた場合の猶予税額（相続時精算課税による場合） 

・（問３－11）複数の贈与者から贈与を受けた場合の猶予税額（暦年課税と相続時精算課税の両

方による場合） 

・（問５－２）相続税の課税価格に算入される（特例）対象受贈非上場株式等の価額等（１）：

贈与者の相続の開始前に譲渡等があった場合 

・（問５－５）非上場株式等の贈与が相続時精算課税の適用に係る贈与である場合において贈

与者が死亡したときの取扱い（１）：確定税額がある場合 

・（問５－６）非上場株式等の贈与が相続時精算課税の適用に係る贈与である場合において贈

与者が死亡したときの取扱い（２）：免除税額がある場合 

・（問 10－１）相続時精算課税の特例の概要 

 

４ 担保の提供に関する質疑応答事例については、国税庁ＨＰ「非上場株式等についての相続税・

贈与税の納税猶予（担保の提供に関する Q&A）」を参照されたい。 
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Ⅰ 制度の概要関係 

《制度の概要》 

 

（問１－１）非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の概要 

（問）非上場株式等に係る贈与税及び相続税については「非上場株式等についての贈与税・相続

税の納税猶予」が設けられているが、どのような制度か。 

 

（答） 

１ 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」は、後継者である受贈者又は相続人若し

くは受遺者（以下「相続人等」という。）が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（以

下「円滑化法」という。）第 12条第１項の認定（以下「円滑化法認定」という。）を受けている非

上場会社の株式又は出資（以下「株式等」という。）を贈与又は相続若しくは遺贈（以下「相続等」

という。）により取得した場合に、 

 ① 一定の要件のもと、その株式等に係る一定の贈与税・相続税の納税を猶予し 

 ② 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除さ

れる 

 という制度である。 

 (注) 贈与税の納税猶予に係る贈与者が死亡した場合には、贈与税は免除されるとともに、納税猶予の適用を受け

ている非上場株式等は贈与時の価額により受贈者が相続等に取得したものとみなされ相続税が課されるが（措

置法 70 の７の３、70 の７の７）、一定の要件を満たしたときは、当該非上場株式等について相続税の納税猶

予の適用を受けることができる。 

 

２ ただし、継続して納税の猶予の適用を受けるには一定の要件が課されており、 

① 原則５年間の事業継続期間において代表権を有しなくなった場合や雇用の確保ができなかっ

た場合（一般措置のみ）など一定の場合に該当した場合には、猶予税額の全部について 

② 当該期間経過後にその適用を受ける株式等を譲渡するなど一定の場合に該当した場合には、

猶予税額のうち譲渡等した株式等に対応する部分など一定の猶予税額について 

それぞれ納税の猶予の期限が確定し、その税額と利子税を納付する必要がある。 

 

３ なお、この制度には、措置法第 70条の７から第 70条の７の４までの規定による措置（以下「一

般措置」という。）と措置法第 70条の７の５から第 70条の７の８までの規定による措置（以下「特

例措置」という。）が設けられている（一般措置と特例措置の相違点については、（問１－２）を参

照。）。 

(注)１ 一般措置に係る措置は以下のとおり。 

    イ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除（措置法 70 の７）（以下「贈与税の納税猶予の一般

措置」という。） 

ロ 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除（措置法 70 の７の２）（以下「相続税の納税猶予の

一般措置」という。） 

ハ 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例（措置法 70 の７の３） 

ニ 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除（措置法 70 の７の４）（以下「贈与

者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」という。） 

２ 特例措置に係る措置は以下のとおり。 

イ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例（措置法 70 の７の５）（以下「贈与税の納税

猶予の特例措置」という。） 

ロ 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例（措置法 70 の７の６）（以下「相続税の納税

猶予の特例措置」という。） 

ハ 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例（措置法 70 の７の７） 

ニ 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例（措置法 70 の７の８）

（以下「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」という。）    



 9 

（問１－２）一般措置と特例措置との違い 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」については、一般措置（措置法第 70

条の７から第 70 条の７の４までの規定による措置）と特例措置（措置法第 70条の７の５か

ら第 70条の７の８までの規定による措置）が設けられているが、制度上どのような違いがあ

るのか。 

 

（答） 

 一般措置と特例措置も納税の猶予という基本的な仕組みは同様であるが、制度上、主として以下

の表のような違いがある。 

  特例措置 一般措置  

事前の 
計画策定等 

特例承継計画の提出 

不要 

 

 

 

適用期限 
（最初の取得） 

10 年以内の贈与・相続等 

なし 

 

 

 

対象株数(注) 全株式(注) 総株式数(注)の最大３分の２まで  

納税猶予割合 100％ 相続： 80％、贈与：100％  

承継パターン 複数の株主から最大３人の後継者 複数の株主から１人の後継者  

雇用確保要件 弾力化 
承継後５年間 

平均８割の雇用維持が必要 

 
 

事業の継続が困
難な事由が生じ
た場合の免除 

譲渡対価の額等に基づき再計算した
猶予税額を納付し、当初の猶予税額と
の差額を免除 

なし 
（猶予税額を納付） 

 

相続時精算課税
の適用 

60歳以上の者から 18歳以上の者への
贈与 

60歳以上の者から 18歳以上の推定相
続人（直系卑属）・孫への贈与 

 

(注) 議決権に制限のない株式等に限る。 

 

（解説） 

１ 概要 

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」については、平成 21年度税制改正によ

り一般措置が創設された後、平成 30年度税制改正において特例措置が創設された。 

一般措置も特例措置も納税猶予という基本的な仕組みは同様であるが、以下のような制度上の

違いがある。 

 

２ 事前の計画策定等 

一般措置も特例措置もその適用の前提として円滑化法認定を受ける必要があるが、特例措置に

関し円滑化法認定を受けるに当たっては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施

行規則（以下「円滑化省令」という。）第 16条第１号に規定する特例承継計画（以下「特例承継計

画」という。）を都道府県知事に提出しその確認（円滑化省令 17①一。以下「特例承継計画の確認」

という。）を受けていることがその要件とされている（円滑化省令６①十一等）。 

なお、この特例承継計画については、平成 30 年４月１日から令和８年３月 31 日までに都道府

平成 30年４月１日から 
令和８年３月 31日まで 

平成 30年１月１日から 
令和９年 12月 31日まで 
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県知事に提出し、その確認を受けなければならないこととされている（円滑化省令 17②）。 

 

３ 適用期限 

特例措置については、最初の贈与又は相続等による非上場株式等の取得については平成 30年１

月１日から令和９年 12 月 31 日までの取得が要件とされているが（措置法 70 の７の５①、70 の

７の６①）、一般措置にはこのような適用期限は設けられていない。 

 (注) 既に特例措置又は一般措置の適用を受けている者が、その適用に係る会社と同一の会社の非上場株式等を

贈与又は相続等により取得する場合には、特例経営承継期間等（経営贈与承継期間、経営承継期間、経営相続

承継期間、特例経営贈与承継期間、特例経営承継期間又は特例経営相続承継期間をいう。以下同じ。）の末日

までに贈与税又は相続税の申告書（相続税法第 27 条第１項又は第 28 条第１項に規定する期限内申告書をい

う。以下同じ。）の提出期限が到来するものが対象となる（（問２－17）参照）。 

 

４ 対象株数 

  一般措置については、適用対象となる株式等の数又は金額について、会社の発行済株式又は出

資（議決権に制限のない株式等に限る。）の総数又は総額の３分の２までという上限が設けられて

いるが（措置法 70の７①、70の７の２①、70の７の４①）、特例措置にはこのような上限はなく、

会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株式等に限る。）の全てが対象となる。 

 

５ 納税猶予割合 

  一般措置については、その対象となる非上場株式等に対応する相続税の 80％（贈与税は 100％）

が猶予されるが、特例措置については、相続税・贈与税ともその 100％が猶予される。 

 

６ 承継パターン 

  一般措置については、後継者は１人に限られるが（措置法 70の７②三、70の７の２②三）、特

例措置については、最大３人の後継者が適用の対象となる（措置法 70の７の５②六、70の７の６

②七）。なお、贈与者及び被相続人については、いずれも１人に限られない。 

 

７ 雇用確保要件 

  一般措置については、承継後５年間平均で贈与時（相続時）の雇用の８割を確保することが納

税猶予の継続の要件（以下「雇用確保要件」という。）とされているが（措置法 70 の７③二、70

の７の２③二、70の７の４③）、特例措置については、このような要件は設けられていない。 

  ただし、円滑化省令では、特例措置について雇用確保要件を満たすことができなかった場合に

は、その理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受けなければならないこ

ととされており（円滑化省令 20）、当該報告書の写し及び当該報告書に係る都道府県知事の確認書

の写しは、特例措置に係る継続届出書に添付することとされている（措置法規則 23 の 12 の２⑰

五等）。 

したがって、これらの書類の提出がない場合には、納税の猶予に係る期限が確定することとな

るが（措置法 70 の７の５⑧等）、その提出があれば雇用の確保ができなかった場合でも納税の猶

予が継続されることとなり、特例措置については雇用確保要件が「弾力化」されている。 

 

８ 事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 

  特例措置については、会社の事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合に特例措置の適用に係
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る非上場株式等を譲渡等したときは、その対価の額（譲渡等の時の価額の２分の１が下限となる。）

を基に猶予税額を再計算し、その再計算した金額と一定の配当等の金額との合計額が当初の猶予税

額を下回る場合には、その差額を免除するなどの措置が設けられているが（措置法 70の７の５⑫～

⑲等。詳細については（問８－８）を参照。）、一般措置には、このような免除措置はない。 

 

９ 相続時精算課税の適用 

  贈与により特例対象受贈非上場株式等を取得した特例措置の適用を受ける特例経営承継受贈者

（その年１月１日において 18 歳以上の者に限る。）については、その贈与をした特例贈与者（同

日において 60 歳以上の者に限る。）の直系卑属である推定相続人又は孫以外の者であっても、相

続時精算課税制度の適用を受けることができることとされている（措置法 70の２の８、70の２の

７①。詳細については（問 10－１）を参照）。一般措置には、このような特例はない。 
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（参考）一般措置と特例措置の比較 
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《手続等》 

 

（問１－３）納税猶予の適用を受けるための手続 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受けようとする者は、贈与

税・相続税の申告書の提出のほか、どのような手続が必要となるのか。 

 

（答） 

次のとおり。 

手続先 手 続 期 限 

都
道
府
県 

「特例承継計画」の提出

【特例措置のみ】 
平成 30年４月１日から令和８年３月 31日まで※１ 

「円滑化法認定」の申請※２ 
贈与税：贈与を受けた年の翌年１月 15日まで 

相続税：相続開始の日の翌日から８月以内 

 ※１ 贈与又は相続後であっても、「円滑化法認定」の申請時（上記の期間内に限る。）までは提出が可能。 

２ 「贈与税の納税猶予」の適用を受けていた者に係る贈与者が死亡した場合において「相続税の納税猶予」の

適用を受けるときは「円滑化法認定」は不要であるが、都道府県知事による「円滑化法の確認」を受けるため

の申請を上記の期限までに行う必要がある（円滑化省令 13②～⑤）。 

   

（解説） 

１ 「特例承継計画」の提出 

  特例措置の適用を受けようとする場合は、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載し

た「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関（税理士、商工会、商工会議所等）の所見

を記載の上、平成 30 年４月１日から令和８年３月 31 日までに、会社の主たる事務所が所在する

都道府県の知事に提出し、その確認を受けることとされている（円滑化省令 17①一）。 

  なお、贈与又は相続後であっても、円滑化法認定の申請時（上記の期間内に限る。）までは「特

例承継計画」を提出することが可能である（（問１－４）参照）。 

 

２ 「円滑化法認定」の申請 

  贈与又は相続後に、都道府県知事の「円滑化法認定」を受ける必要がある（円滑化法 12①、円

滑化省令６①七～十四）。 

  この「円滑化法認定」を受けるためには、贈与の場合にはその贈与を受けた年の翌年１月 15日

までに、相続の場合にはその相続開始の日の翌日から８月以内に、認定を受ける会社の主たる事

務所が所在する都道府県の知事に、申請書を提出することとされている（円滑化省令７②～⑨）。 

  なお、「贈与税の納税猶予」の適用を受けていた者に係る贈与者が死亡した場合において「相続

税の納税猶予」の適用を受けるときは、「円滑化法認定」は不要であるが、都道府県知事による「円

滑化法の確認」を受ける必要があり、上記の期限までに、確認を受ける会社の主たる事務所が所

在する都道府県の知事に、申請書を提出することとされている（円滑化省令 13②～⑤）。 
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（問１－４）特例措置に係る特例承継計画を贈与・相続後に提出する場合 

（問）Ｘ株式会社の代表者である甲は、Ａを後継者にしたいと考え、特例承継計画の策定に取り

組んでいたが、その提出前の令和７年に死亡した。 

   甲の死亡に係る遺産分割により、ＡはＸ株式会社の株式を取得することとなったが、甲の

死亡前に特例承継計画を提出していないため、Ａは「相続税の納税猶予の特例措置」の適用

を受けることはできないのか。 

 

（答） 

 特例承継計画の提出は相続開始後であっても可能であることから、Ａは所要の要件を満たすこと

で、「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができる。 

 

（解説） 

１ 「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるためには、その会社につき円滑化法認定を受

ける必要があるが（措置法 70の７の６②一）、円滑化省令では、その円滑化法認定の前提として、

特例承継計画を都道府県知事に提出し、その確認を受けることを要件としている。 

 

２ この特例承継計画については、円滑化省令において平成 30 年４月１日から令和８年３月 31 日

までの間に提出することが必要とされているが（円滑化省令 17②）、相続開始前に提出することま

では、要件とされていない。 

 

３ したがって、特例承継計画の提出は相続開始後であっても可能であり、当該特例承継計画につ

き都道府県知事の確認を受けるとともに、円滑化法認定を受けた上で、相続税の申告書をその提

出期限までに提出するなど所要の要件を満たしたときは、Ａは甲から取得したＸ株式会社の株式

につき「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができることとなる。 

 (注)１ 円滑化法認定を受けるためには、相続開始の日の翌日から８月以内に申請を行うことが必要とされている

（円滑化省令７⑦）。 

   ２ 特例承継計画を令和８年３月 31 日までに都道府県知事に提出する必要があることは、相続開始後に提出

する場合であっても同様である。 

 

４ なお、株式等を取得した後に特例承継計画の提出が可能な点は、贈与の場合も同様である。 
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（問１－５）修正申告等による納税猶予の適用 

（問）子Ａは、贈与税の期限内申告書を提出し、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けて

いたが、その申告書の提出期限後に、特例認定贈与承継会社である甲株式会社の株式の評価

について簡易な誤りが判明したことから修正申告書を提出した。この場合、 

① 当該修正申告書の提出に伴い増加する贈与税の額について「贈与税の納税猶予の特例措

置」の適用を受けることができるか。また、 

② 子Ａは、納税猶予の適用を受けることとして期限内申告において選択した株式の数につ

いても併せて変更（増減）することができるか。 

 

（答） 

 事例①は可能であるが、事例②の期限内申告において選択した株式の数の変更（増減）をするこ

とはできない。 

 

（解説） 

１ 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」は期限内申告が要件とされているため

（措置法 70の７①、70 の７の２①、70の７の４①、70の７の５①、70の７の６①、70の７の８

①）、期限後申告、修正申告又は更正の請求に係る税額については、その適用がないのが原則であ

る。 

ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において納税

猶予の適用を受けた（特例）対象（受贈）非上場株式等（対象受贈非上場株式等、対象非上場株式

等、対象相続非上場株式等、特例対象受贈非上場株式等、特例対象非上場株式等又は特例対象相

続非上場株式等をいう。以下同じ。）の評価又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおけ

る当該修正申告又は更正により納付すべき贈与税額又は相続税額（附帯税を除く。）については、

当初から納税猶予の適用があることとして取り扱うこととされている（措置通 70の７－６、70の

７の２－９、70の７の４－３、70の７の５－42、70の７の６－４、70の７の８－２）。 

 

２ 問の事例①は、納税猶予の適用対象となる特例対象受贈非上場株式等の評価について簡易な誤

りがあったことに伴い修正申告書を提出したものであることから、これにより増加する贈与税額

については、納税猶予の適用を受けることができる。 

  他方、納税猶予の適用を受けることとして期限内申告において選択した株式の数の変更（問の

事例②）は上記１には該当しないことから、子Ａは、修正申告によりその変更を行うことはでき

ない。 
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（問１－６）納税猶予の適用後に必要となる手続（継続届出書の提出等） 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受けた後に、引き続きこの

制度の適用を受けるには、どのような手続が必要となるのか。 

 

（答） 

 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受けた場合には、納税猶予期間中は、 

① 特例経営承継期間等においては毎年 

② その期間経過後は３年ごとに 

一定の書類を添付した「継続届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

なお、特例経営承継期間等においては、円滑化法認定を受けた会社も、毎年、都道府県知事に対し

円滑化省令の規定に基づく報告書（年次報告書）を提出し、その確認を受ける必要がある。 

 

（解説） 

１ 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受ける者は、その申告書の提出

期限の翌日から贈与税又は相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、 

① 特例経営承継期間等においては、毎年、報告基準日の翌日から５月を経過する日までに 

② その期間経過後は、３年ごと、報告基準日の翌日から３月を経過する日までに 

引き続いて納税猶予の適用を受けたい旨及び特例認定承継会社等の経営に関する事項を記載した

届出書（以下「継続届出書」という。）に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出し

なければならないこととされている（措置法 70の７⑨、70の７の２⑩、70の７の４⑧、70の７

の５⑥、70の７の６⑦、70の７の８⑥）。 

(注) 「特例認定承継会社等」とは、認定贈与承継会社、認定承継会社、認定相続承継会社、特例認定贈与承継会

社、特例認定承継会社又は特例認定相続承継会社をいう。以下同じ。 

２ なお、特例経営承継期間等においては、円滑化法認定を受けた会社も、毎年、第１種報告基準日

の翌日から３月を経過する日までに都道府県知事に対し円滑化省令の規定に基づく報告書（以下

「年次報告書」という。）を提出し（円滑化省令 12②④⑭⑮⑲⑳㉒～㉗）、その確認を受ける必要

がある（円滑化省令 12㊲）。 

 (注) 上記の年次報告書の写し及びその確認書の写しは、継続届出書の添付書類とされている。 

 

３ 上記１の「特例経営承継期間等」とは、次の表の各措置に応じ、それぞれに定めるものをいい、

具体的には、納税猶予の適用に係る贈与税又は相続税の申告書の提出期限の翌日から原則として

同日（その適用前にその会社の非上場株式等についてこれらの措置の適用を受けている場合には

最初の贈与税又は相続税の申告書の提出期限の翌日）以後５年を経過する日までの期間が該当す

る。 

措 置 特例経営承継期間等 

贈与税の納税猶予の一般措置 経営贈与承継期間 

相続税の納税猶予の一般措置 経営承継期間 

贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置 経営相続承継期間 

贈与税の納税猶予の特例措置 特例経営贈与承継期間 

相続税の納税猶予の特例措置 特例経営承継期間 

贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置 特例経営相続承継期間 
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４ また、上記①の「報告基準日」とは、「第１種報告基準日」及び「第２種報告基準日」をいい、

それぞれ次の表の各措置に応じ、それぞれに定めるものをいう（以下同じ。）。 

措 置 第１種報告基準日 第２種報告基準日 

贈与税の納税猶予の一般措置 第１種贈与基準日 第２種贈与基準日 

相続税の納税猶予の一般措置 第１種基準日 第２種基準日 

贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置 第１種相続基準日 第２種相続基準日 

贈与税の納税猶予の特例措置 第１種贈与基準日 第２種贈与基準日 

相続税の納税猶予の特例措置 第１種基準日 第２種基準日 

贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置 第１種相続基準日 第２種相続基準日 

なお、「第１種報告基準日」とは、特例経営承継期間等内の日でその会社の非上場株式等につい

てこれらの措置の適用を受ける最初の贈与税又は相続税の申告書の提出期限の翌日から１年を経

過するごとの日が、「第２種報告基準日」とは、特例経営承継期間等の末日の翌日から３年を経過

するごとの日が該当する。 

    

 

（参考１）継続届出書の提出等の手続の流れ（令和２年に「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に

係る贈与を受けた場合） 
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（参考２）継続届出書の添付書類 

 

⑴ 【特例措置】の場合          《○：提出、△：該当する場合に提出、―：不要》 

 
添付書類 

特例経営承継

期間等 

特例経営承継

期間等経過後 

① 
「特例認定（贈与・相続）承継会社に関する明細書

（特例措置）」及び「（同）別紙」 

〇 

（別紙は該当す

る場合のみ） 

〇 

（別紙は該当す

る場合のみ） 

② 

報告基準日までに納税猶予の期限が到来した税額や

免除された税額がある場合には、「納税の猶予に係る

期限が到来した猶予中贈与税・相続税額、差額免除・

追加免除により免除された猶予中贈与税・相続税額又

は再計算免除贈与税・相続税額の明細書（特例措置）」 

△ △ 

③ 報告基準日における会社の定款の写し ○ ○ 

④ 

報告基準日における会社の株主名簿の写し等で次の

事項が確認できる書類（会社が証明したものに限る。） 

イ 会社の株主等の氏名又は名称及び住所又は所在

地  

ロ イの者が有する会社の株式等に係る議決権の数 

○ ○ 

⑤ 
年次報告書の写し及び年次報告書に係る都道府県知

事の確認書の写し 
○ ― 

⑥ 

特例経営承継期間等の末日において円滑化省令に規

定する雇用確保要件を満たさない場合には、その旨の

報告書の写し及びその報告書に係る都道府県知事の

確認書の写し 

△ ― 

⑦ 

報告基準日までに会社分割又は組織変更があった場

合には、吸収分割契約書若しくは新設分割計画書又は

組織変更計画書の写し 

△ △ 

⑧ 

報告基準日までに合併又は株式交換若しくは株式移

転があった場合には、次の書類 

イ 合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移

転計画書の写し 

ロ 合併承継会社又は交換等承継会社に係る④の書

類（合併承継会社又は交換等承継会社が証明したも

のに限る。） 

ハ 合併又は株式交換等に係る円滑化省令に規定す

る報告書の写し及びその報告書に係る都道府県知

事の確認書の写し 

△ 

（イは不要） 

△ 

（ハは不要） 
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⑵ 【一般措置】の場合           《○：提出、△：該当する場合に提出、―：不要》 

 
添付書類 

経営承継期間

等 

経営承継期間

等経過後 

① 
「認定（贈与・相続）承継会社に関する明細書（一

般措置）」及び「（同）別紙」 

〇 

（別紙は該当す

る場合のみ） 

〇 

（別紙は該当す

る場合のみ） 

② 

報告基準日までに納税猶予の期限が到来した税額や

免除された税額がある場合には、「納税の猶予に係る

期限が到来した猶予中贈与税・相続税額又は再計算免

除贈与税・相続税額の明細書（一般措置）」 

△ △ 

③ 報告基準日における会社の定款の写し ○ ○ 

④ 

報告基準日における会社の株主名簿の写し等で次の

事項が確認できる書類（会社が証明したものに限る。） 

イ 会社の株主等の氏名又は名称及び住所又は所在 

地  

ロ イの者が有する会社の株式等に係る議決権の数 

○ ○ 

⑤ 
年次報告書の写し及び年次報告書に係る都道府県知

事の確認書の写し 
○ ― 

⑥ 

報告基準日までに会社分割又は組織変更があった場

合には、吸収分割契約書若しくは新設分割計画書又は

組織変更計画書の写し 

△ △ 

⑦ 

報告基準日までに合併又は株式交換若しくは株式移

転があった場合には、次の書類 

イ 合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移

転計画書の写し 

ロ 合併承継会社又は交換等承継会社に係る④の書

類（合併承継会社又は交換等承継会社が証明したも

のに限る。） 

ハ 合併又は株式交換等に係る円滑化省令に規定す

る報告書の写し及びその報告書に係る都道府県知

事の確認書の写し 

△ 

（イは不要） 

△ 

（ハは不要） 
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（問１－７）同一の会社の非上場株式等を複数の者から承継をした場合の継続届出書の提出時期 

（問）次のとおりⅩ株式会社の株式を甲・乙から取得し、それぞれ特例措置の適用を受けた場合、

継続届出書の提出の基準となる報告基準日はどのようになるのか。 

  ① ×１年７月 10日 甲から贈与 ⇒ 贈与税の申告書の提出期限は×２年３月 15日 

② ×３年６月 20日 乙から相続 ⇒ 相続税の申告書の提出期限は×４年４月 20日 

 

（答） 

 次のとおり。 

 甲からの贈与 乙からの相続 

第１種報告基準日 

特例経営贈与承継期間（×２年３月

16 日～×７年３月 15 日）内の各年

３月 15日 

特例経営承継期間（×４年４月 21日

～×７年３月 15 日）内の各年３月

15日 

第２種報告基準日 ×７年３月 16日から３年を経過するごとの日 

 

（解説） 

１ （問１－６）のとおり、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受けた

者が引き続きその適用を受けるためには、特例経営承継期間等においては毎年、その期間経過後

は３年ごとに継続届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある（措置法 70の７⑨、70の

７の２⑩、70の７の４⑧、70の７の５⑥、70の７の６⑦、70の７の８⑥）。 

 

２ この継続届出書の提出の基準となる「報告基準日」には、特例経営承継期間等に係る「第１種報

告基準日」と当該期間経過後の期間に係る「第２種報告基準日」があり、「第１種報告基準日」と

は、特例経営承継期間等内の日でその会社の非上場株式等について納税猶予の適用を受ける最初

の贈与税又は相続税の申告書の提出期限の翌日から１年を経過するごとの日をいう（措置法 70の

７②七イ、70 の７の２②七イ、70 の７の４②六イ、70 の７の５②九イ、70 の７の６②九イ、70

の７の８②六イ）。 

また、「第２種報告基準日」とは、特例経営承継期間等の末日の翌日から３年を経過するごとの

日をいうが（措置法 70の７②七ロ、70の７の２②七ロ、70の７の４②六ロ、70の７の５②九ロ、

70の７の６②九ロ、70の７の８②六ロ）、「特例経営承継期間等の末日」は、原則としてその会社

の非上場株式等について納税猶予の適用を受ける最初の贈与税又は相続税の申告書の提出期限の

翌日から５年を経過する日が該当する。 

 

３ したがって、同一の会社の非上場株式等を複数の者から贈与又は相続により取得し、それぞれ

につき納税猶予の適用を受ける場合には、その適用を受ける最初の贈与税又は相続税の申告書の

提出期限を基準として、第１種報告基準日及び第２種報告基準日が定まることとなる。 

 

４ 問の事例の贈与及び相続はいずれもⅩ株式会社の株式に係るものであることから、当該株式に

つき納税猶予の適用を受ける最初の贈与税の申告書の提出期限（×２年３月 15日）を基準として

報告基準日が定まることとなり、具体的には、第１種報告基準日は甲からの贈与については特例

経営贈与承継期間（×２年３月 16日～×７年３月 15日）内の各年３月 15日が、乙からの相続に

ついては特例経営承継期間（×４年４月 21 日～×７年３月 15 日）内の各年３月 15 日が該当す

る。 
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また、第２種報告基準日は、いずれもこれらの期間の末日の翌日（×７年３月 16日）から３年を経

過するごとの日となる。 

 

 

（参考）継続届出書の提出に係る報告基準日 
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報
告
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②
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報
告
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③
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種
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告
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準
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⑤

・・・・・・

×１年

最
初
の
申
告
期
限

×４年
３/15

×５年
３/15

×７年
３/15

申
告
期
限

申
告
期
限

・・・
×10年
３/15

×13年
３/15

乙
か
ら
相
続

特例経営承継期間
（×４.４.21～×７.３.15）

特例経営贈与承継期間（×２.３.16～×７.３.15）
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Ⅱ 適用要件関係 

《贈与者・被相続人の要件》 

 

（問２－１）贈与者・被相続人の要件の概要 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受けるに当たり、贈与者又

は被相続人について、どのような要件があるのか。 

 

（答） 

 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の対象となる贈与者・被相続人の要件は、

次のとおりである（措置法令 40の８①、40の８の２①、40の８の５①、40 の８の６①）。 

なお、贈与の時又は相続開始の直前においてその会社の非上場株式等について「非上場株式等に

ついての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受けている者等がある場合には、⑴及び⑵の要件は

不要となる。 

 贈与者（注１） 被相続人 

⑴ 贈与の時前においてその会社の代表権（制限

が加えられた代表権を除く。以下同じ。）を有

していたこと 

相続開始前においてその会社の代表権を有し

ていたこと 

⑵ 贈与の直前（その者が当該贈与の直前におい

てその会社の代表権を有しない場合には、当

該代表権を有していた期間内のいずれかの時

及び当該贈与の直前）において、同族過半要

件（注２）及び同族筆頭要件（注３）を満たすこと 

相続開始の直前（その者が当該相続開始の直

前においてその会社の代表権を有しない場合

には、当該代表権を有していた期間内のいず

れかの時及び当該相続開始の直前）において、

同族過半要件（注２）及び同族筆頭要件（注３）を

満たすこと 

⑶ 贈与の時においてその会社の代表権を有しな

いこと 
－ 

(注)１ その会社の非上場株式等について既に納税猶予の適用に係る贈与をしている者は除かれる（措置法 70 の７

①、70 の７の５①）。 

２ 「同族過半要件」とは、その者及びその者と措置法令第 40 条の８第 11 項に定める特別の関係がある者（以

下「特別関係者」という。）の有するその会社の議決権数の合計が、その会社に係る総株主等議決権数の 50％

を超える数であることをいう。以下同じ。 

３ 「同族筆頭要件」とは、その者が有するその会社の議決権数が、その者の特別関係者（その会社の特例経営

承継受贈者等（経営承継受贈者、経営承継相続人等、経営相続承継受贈者、特例経営承継受贈者、特例経営承

継相続人等又は特例経営相続承継受贈者をいう。以下同じ。）となる者を除く。）のうちいずれの者が有する

議決権数をも下回らないことをいう。以下同じ。 
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（問２－２）複数の者から１人の後継者へ承継する場合 

（問）Ｘ株式会社の株式（発行済株式総数は 100株であり、全て議決権に制限のない株式に該当

する。）を甲（父）が 60株、乙（母）が 30株、その他（非同族）が 10株保有している場合

において、甲及び乙が子Ａに保有株式の全てを次のとおり贈与した。 

この場合、甲及び乙は、特例贈与者に該当するか。 

  ① 甲が贈与を行った後に、乙が贈与を行う場合 

② 乙が贈与を行った後に、甲が贈与を行う場合 

(注)１ 甲・乙とも贈与の直前においてＸ株式会社の代表権を有していたが、贈与の時には退任している。 

  ２ いずれの贈与も令和９年 12月 31 日までに行われている。 

 

（答） 

 事例②の乙以外は特例贈与者に該当する。 

 

（解説） 

１ （問２－１）のとおり、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用に係る贈

与者又は被相続人については、その贈与又は相続開始の直前においてその適用を受けている者等

がいるかどうかでその要件が異なっており、「贈与税の納税猶予の特例措置」に係る特例贈与者の

要件については次のとおりとされている（措置法令40の８の５①）。 

⑴ ⑵に掲げる場合以外の場合  

贈与の時前において、特例認定贈与承継会社の代表権を有していた個人で、次に掲げる要件

の全てを満たすもの 

イ 贈与の直前（当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合

には、当該個人が代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前）において、

同族過半要件及び同族筆頭要件を満たすこと。 

ロ 贈与の時において、当該個人が当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。 

⑵ 贈与の直前において、特例措置の適用を受けている者等がある場合 

 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、当該贈与の時において当該特例

認定贈与承継会社の代表権を有していないもの 

(注) 「特例措置の適用を受けている者等」とは次に掲げる者をいう（措置法令40の８の５①二）。 

１ 当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、特例措置の適用を受けている者  

２ ⑴に定める者から「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る贈与により当該特例認定贈与承継会

社の非上場株式等の取得をしている者（１に掲げる者を除く。） 

３ 措置法令第40条の８の６第１項第１号に定める者から「相続税の納税猶予の特例措置」の適用に係る

相続等により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者（１に掲げる者を除く。） 

 

２ 上記１の要件を、問の事例に当てはめると以下のとおりとなる。 

⑴ 事例①の場合 

イ 甲の贈与について 

甲の贈与の直前において、Ｘ株式会社の株式につき他に特例措置の適用を受けている者等

がないことから上記１の要件については同⑴の場合に該当するところ、甲は上記１⑴の要件

の全てを満たす。したがって、甲は特例贈与者に該当する。 

  ロ 乙の贈与について 

乙の贈与の直前において、Ａは甲から特例措置の適用に係る贈与によりＸ株式会社の株式
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を取得していることから、上記１の要件については同⑵の「特例措置の適用を受けている者

等がある場合」（（注）１又は２の場合）に該当するところ、贈与の時において代表権を有し

ない乙は、上記１⑵の要件を満たす。したがって、乙は特例贈与者に該当する。 

なお、この場合に特例措置の対象となる贈与は、特例経営贈与承継期間の末日（甲からの

贈与に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から５年を経過する日）までに贈与税の申告書

の提出期限が到来するものに限られる。 

 

（参考）上記の判定の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 事例②の場合 

イ 乙の贈与について 

乙の贈与の直前においてＸ株式会社の株式につき他に特例措置の適用を受けている者等が

ないことから、上記１の要件については同⑴の場合に該当するところ、乙の贈与の直前にお

ける議決権数は30であり、甲の議決権数の60を下回ることから、乙は同族筆頭要件を満たさ

ず、上記１⑴イの要件を満たさない。したがって、乙は特例贈与者に該当しない。 

  ロ 甲の贈与について 

    上記イのとおり、乙は特例贈与者に該当しないことから、Ａは乙の贈与について特例措置

の適用を受けることはできない。したがって、甲の贈与についての要件の判定は、上記⑴イ

と同様となり、甲は特例贈与者に該当することとなる。 

 

（参考）上記の判定の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 乙からの贈与 申告 ② 甲からの贈与 申告

４/１ １０/１
適用
なし

適用
あり

Ｘ１年
１/１

Ｘ２年
１/１

Ｘ３年
１/１

Ｘ社の株式につき
措70の７の５①の
適用を受けている
者等は無い

贈与者の要件は１⑴により
判定
⇒ 乙は１⑴イを満たさず、
特例贈与者に非該当

Ｘ社の株式につき
措70の７の５①の
適用を受けている
者等は無い

贈与者の要件は１⑴
により判定
⇒ 甲は、特例贈与
者に該当

Ｘ１年
１/１

Ｘ２年
１/１

Ｘ３年
１/１① 甲からの贈与 申告 ② 乙からの贈与 申告

４/１ １０/１
適用
あり

適用
あり

Ｘ社の株式につき
措70の７の５①の
適用を受けている
者等は無い

贈与者の要件は１⑴
により判定
⇒ 甲は、特例贈与者
に該当

Ｘ社の株式につき
措70の７の５①の
適用を受けている
者がある

贈与者の要件は１⑵
により判定
⇒ 乙は、特例贈与
者に該当
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（問２－３）特例措置において複数の贈与者から複数の後継者へ承継する場合 

（問）Ｘ株式会社の株式（発行済株式総数は 100株であり、全て議決権に制限のない株式に該当

する。）を甲（父）が 60株、乙（母）が 30 株、その他（非同族）が 10株保有している場合

において、甲が子Ａに、乙が子Ｂに、それぞれ保有株式の全てを次のとおり贈与した。 

この場合、甲及び乙は、特例贈与者に該当するか。 

  ① 甲が贈与を行った後に、乙が贈与を行う場合 

② 乙が贈与を行った後に、甲が贈与を行う場合 

(注)１ 甲・乙とも贈与の直前においてＸ株式会社の代表権を有していたが、贈与の時には退任している。 

  ２ いずれの贈与も令和９年 12月 31 日までに行われている。 

 

（答） 

 事例②の乙以外は特例贈与者に該当する。 

 

（解説） 

１ 特例措置は、後継者が１人に限られる一般措置と異なり、複数の後継者が認められることから、

問の事例のように、複数の者から複数の後継者へ同一の会社の株式等を承継する場合が生じるが、

この場合における贈与者及び被相続人の要件の判定は（問２－２）と同様であることから、甲及

び乙が特例贈与者に該当するかどうかも、（問２－２）の事例と同様となる。 

 

２ なお、同一の者が同一の会社の株式について贈与を受ける場合には、後の贈与については特例

経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書の提出期限が到来するものに限られるが（（問２－

２）の解説２⑴ロ参照）、事例①は受贈者が異なることから、甲の後に行う乙の贈与には、この制

限はないこととなる。 

 

（参考）判定の具体例 

  ① 甲の贈与が先の場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ② 乙の贈与が先の場合 
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（問２－４）特例措置における「既に贈与をしているもの」の意義 

（問）「贈与税の納税猶予の特例措置」に係る特例贈与者からは、既に措置法第 70条の７の５第

１項の規定の適用に係る贈与をしている者が除かれている。 

×１年に甲がＡにＸ株式会社の株式につき特例措置の適用に係る贈与（第一贈与）をした

後に、次に掲げる贈与（第二贈与）が行われた場合、各事例の第二贈与に係る贈与者（甲又

は乙）は、「既に贈与をしているもの」に該当するか。 

  ① 甲が、Ｘ株式会社の株式を、追加でＡに贈与する場合 

  ② 甲が、×２年に、Ｘ株式会社の株式をＢに贈与する場合 

  ③ 甲が、×１年に、Ｘ株式会社の株式をＢに贈与する場合 

  ④ 甲が、Ｙ株式会社の株式をＡに贈与する場合 

  ⑤ 乙が、Ｘ株式会社の株式をＡに贈与する場合 

  ⑥ 乙が、Ｙ株式会社の株式をＡに贈与する場合 

 

（答） 

事例①及び②の甲のみ、「既に贈与をしているもの」に該当する。 

 

（解説） 

１ 措置法第 70条の７第１項及び第 70条の７の５第１項は、（特例）贈与者について「当該（特例）

認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを

除く」と規定していることから、「贈与税の納税猶予の一般措置」及び「贈与税の納税猶予の特例

措置」の適用に当たっては、贈与者は非上場株式等を一括して贈与する必要があるのが原則であ

る。 

 

２ ただし、「贈与税の納税猶予の特例措置」については後継者が１人に限られる「贈与税の納税猶

予の一般措置」と異なり、後継者が複数ある場合もその適用があるところ、特例経営承継受贈者

が２人又は３人以上ある場合において、同一年中に、これらの特例経営承継受贈者に特例認定贈

与承継会社の非上場株式等の贈与を行うものは「既に同条第１項の規定の適用に係る贈与をして

いるもの」に含まれないこととされている（措置通 70の７の５－２）。 

 

３ つまり、同一の者が、同一の会社の株式について特例措置の適用に係る贈与を複数回行うこと

は、特例経営承継受贈者が複数ある場合に各受贈者に同一年中に贈与を行うときを除き、できな

いこととなる。 

 

４ したがって、「同一の会社の株式を同一の者に贈与する事例①の甲」及び「同一の会社の株式を

異なる者に異なる年中に贈与する事例②の甲」については、「既に贈与をしているもの」に該当す

ることとなる。 

 

５ 他方、 

③については、同一の会社の株式を異なる者に贈与しているが、同一年中の贈与であるため、 

④については、異なる会社の株式の贈与であるため、 

⑤については、同一の会社の株式の贈与であるが、贈与者が異なるため、 

⑥については、異なる会社の株式の贈与であり、また、贈与者も異なるため、 

それぞれ、「既に贈与をしているもの」には該当しないこととなる。 
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（参考）「既に贈与をしているもの」の判定 

 

×１年に、甲がＡにＸ社株式の贈与（①）をした後に、以下の贈与（②）が行われた場合の、

②の贈与に係る判定 

 

１ 「既に贈与をしているもの」に該当するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「既に贈与をしているもの」に該当しないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲

Ｘ社

Ａ

【事例①】 同じ会社の株式を、同じ者に贈与した場合

① ②

甲

Ｘ社

Ａ Ｂ

①
（×１年）

②
（×２年）

【事例②】 同じ会社の株式を、別の者に、異なる年中に
贈与した場合

「既に贈与を
しているもの」
に該当

「既に贈与を
しているもの」
に該当

甲

Ｘ社

Ａ Ｂ

【事例③】 同じ会社の株式を、別の者に、同一年中に
贈与した場合

①
（×１年）

②
（×１年）

甲

Ｘ社

Ａ

Ｙ社

① ②

【事例④】 別の会社の株式を、贈与した場合

「既に贈与を
しているもの」
に該当しない

「既に贈与を
しているもの」
に該当しない

甲

Ｘ社

Ａ

乙

【事例⑥】 別の贈与者が、別の会社の株式を贈与した
場合

Ｙ社

① ②

甲

Ｘ社 Ｘ社

Ａ

乙

① ②

【事例⑤】 別の贈与者が、同じ会社の株式を贈与した
場合

「既に贈与を
しているもの」
に該当しない

「既に贈与を
しているもの」
に該当しない
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（問２－５）会社が組織変更している場合における贈与者等の代表権 

（問）Ａは、Ⅹから甲株式会社の株式を贈与により取得した。 

   この甲株式会社は２年前に持分会社から株式会社に組織変更しており、贈与者であるⅩが

会社の代表権を有していた時期は組織変更前の会社の時だけであり、株式会社になってから

は代表権を有したことがない。 

Ａは「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けたいと考えているが、Ⅹは「代表権を

有していた個人」に該当するか。 

 

（答） 

贈与者であるⅩが代表権を有していた時が組織変更前の会社の時であったとしても、会社は組織

変更の前後を通じて同一人格を有するものと解されていることから、Ⅹは「代表権を有していた個

人」に該当する。 

 

（解説） 

１ 組織変更があった場合、会社法第 920 条の規定により、会社は、組織変更前の会社について解

散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならないとされているが、

これは、登記の技術上の問題に過ぎず、会社自身は、組織変更の前後を通じて同一人格を有する

ものと解されている（最判昭 46.6.29）。 

(注) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の商法のもとでは、組織変更は、株式会社

と有限会社間、又は合名会社と合資会社間でのみ認められていたが、会社法の制定により、株式会社と持分会

社（合名会社、合資会社、合同会社）間の組織変更が可能になった。  

また、従来は組織変更とされていた持分会社間の組織の変更については、会社法の制定により、「組織変更」

ではなく、定款の変更による持分会社の「種類の変更」と位置づけられることとなった。 

 

２ また、持分会社が他の種類の持分会社となったときは、会社法第 919条の規定により、会社は、

種類の変更前の持分会社について解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登

記をしなければならないとされているが、会社の種類の変更は定款の変更に過ぎず、会社の同一

性は継続することとなる。 

 

３ したがって、代表権を有していた時が組織変更前のみである問の事例のⅩについても、「代表権

を有していた個人」に該当することとなる。 

 

４ なお、問の事例における同族過半要件及び同族筆頭要件の判定については、贈与の直前及び組

織変更前の会社において代表権を有していた期間内のいずれかの時において行うこととなる（措

置法令 40の８の５①一ロ）。 
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（問２－６）同族過半要件等の判定の対象となる株式の種類 

（問）甲株式会社は、「議決権に制限のない株式」、「議決権を行使できる事項の一部について制限

がある株式（一部制限株式）」及び「議決権を行使できる事項の全部について制限がある株式

（無議決権株式）」の３種類の株式を発行している。 

この場合、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」に係る贈与者・被相続人

の同族過半要件を判定するに当たり、その対象に含まれる株式等は「議決権に制限のない株

式」に限られるのか。 

 

（答） 

 「議決権に制限のない株式」だけでなく、「一部制限株式」も同族過半要件の判定の対象に含まれ

る。 

 

（解説） 

１ （問２－１）のとおり、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」に係る贈与者又

は被相続人は、原則として贈与又は相続開始の直前において同族過半要件を満たすことがその要

件の１つとされている（措置法令 40の８①、40の８の２①、40の８の５①、40の８の６①）。 

 

２ この同族過半要件は「議決権の数」を基に判定することとされているところ、株主総会等にお

いて議決権を行使できる事項の一部について制限がある株式等や、株主総会等において議決権を

行使できる事項の一部について制限がある株主等が有する株式等に係る議決権については、制限

があるものの議決権としては存在していることから、これらの株式等も同族過半要件の判定の対

象に含まれることとなる（措置通 70の７－12、70の７の２－15、70の７の５－10、70の７の６

－11）。 

 

３ したがって、問の事例では、「議決権に制限のない株式」だけでなく「一部制限株式」も同族過

半要件の判定の対象に含まれる。 

 

４ なお、「議決権の数」を基に判定を行うものには、贈与者・被相続人の同族過半要件の他、例え

ば次に掲げるものがあり、これらの要件の判定についても上記と同様となる。 

⑴ 贈与者・被相続人に係る同族筆頭要件の判定（措置法令 40 の８①一ロ、40の８の２①一ロ、

40 の８の５①一ロ、40の８の６①一ロ） 

⑵ 受贈者・相続人等の同族過半要件の判定（措置法 70 の７②三ハ、70 の７の２②三ロ、70 の

７の５②六ハ、70 の７の６②七ロ）及び同族筆頭要件等の判定（措置法 70 の７②三ニ、70 の

７の２②三ハ、70の７の５②六ニ⑴、⑵、70 の７の６②七ハ⑴、⑵） 

 ⑶ 特別関係者の判定（措置法令 40の８⑪、40 の８の２⑪）。 
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（問２－７）同族筆頭要件の判定の具体例 

（問）株式の贈与直前における会社の株主構成が次に掲げる場合において、贈与者である父は、

それぞれ「同族筆頭要件」を満たしているか。 

① 甲株式会社の株主構成 

株     主 保有株数（順位） 

父 （贈 与 者） ４００株（１位） 

子 （受 贈 者） １５０株（３位） 

父   の   弟 ３００株（２位） 

父 の 知 人 ５０株（４位） 

合      計 ９００株 

  ② 乙株式会社の株主構成 

株     主  保有株数（順位） 

父 （贈 与 者） ３００株（２位） 

子 （受 贈 者） ４００株（１位） 

父   の   弟 １５０株（３位） 

父 の 知 人 ５０株（４位） 

合      計 ９００株 

  ③ 丙株式会社の株主構成 

株     主 保有株数（順位） 

父 （贈 与 者） ２５０株（２位） 

子 （受 贈 者） １５０株（３位） 

父   の   弟 １００株（４位） 

父 の 知 人 ４００株（１位） 

合      計 ９００株 

(注)１ いずれの会社においても「父の知人」は、父又は子の特別関係者に該当しない。 

また、上記の株式は全て議決権に制限のない株式である。 

２ 贈与者である父は、いずれの会社についても贈与の直前において会社の代表権を有していた。 

３ いずれの会社においても「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受けてい

る者又は受けようとする者はいない。 

 

（答） 

 事例①から③のいずれについても、「同族筆頭要件」を満たしている。 

 

（解説） 

１ （問２－１）のとおり、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」に係る贈与者又

は被相続人については、その会社の非上場株式等について納税猶予の適用を受けている者又は受

けようとする者がない場合には、同族筆頭要件を満たすことが要件の１つとされている。 

２ 問の事例①については、父は、父及びその特別関係者（子・父の弟）の中で筆頭株主であること

から同族筆頭要件を満たしている。 

３ 問の事例②については、父は、父及びその特別関係者（子・父の弟）の中で受贈者である子に次

ぐ株主であるが、子はその会社の特例経営承継受贈者等となる者であるため、これを除いて同族

筆頭要件の判定を行うこととなり、子に次ぐ株主である父は、同族筆頭要件を満たすこととなる。 

４ 問の事例③については、丙社内全体の中での筆頭株主は父の知人であるが、父は、父及び特別

関係者（子・父の弟）の中では最も多くの議決権数を有していることから、同族筆頭要件を満たし

ている。  
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《受贈者・相続人等の要件》 

 

（問２－８）受贈者・相続人等の要件の概要 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受けるに当たり、受贈者又

は相続人等について、どのような要件があるのか。 

 

（答） 

 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の対象となる受贈者・相続人等の主な要件は、

次のとおりである（措置法 70の７②三、70の７の２②三、70の７の５②六、70の７の６②七）。  

 受贈者 相続人等 

⑴ 贈与の日において 18歳以上であること － 

⑵ 贈与の時においてその会社の代表権を有して

いること 

相続開始の日の翌日から５月を経過する日に

おいてその会社の代表権を有していること 

⑶ 贈与の時において同族過半要件を満たすこと 相続開始の時において同族過半要件を満たす

こと 

⑷ 贈与の時において、次の要件を満たすこと 

 

【特例措置の場合】 

イ 後継者が１人の場合 

  同族筆頭要件を満たすこと 

ロ 後継者が２人又は３人の場合 

  その会社の総株主等議決権数の 10％以

上の議決権数を保有し、かつ、その者の特

別関係者（他の後継者を除く。)の中で最も

多くの議決権数を保有すること 

【一般措置の場合】 

同族筆頭要件を満たすこと 

相続開始の時において、次の要件を満たすこ

と 

【特例措置の場合】 

イ 後継者が１人の場合 

  同族筆頭要件を満たすこと 

ロ 後継者が２人又は３人の場合 

  その会社の総株主等議決権数の 10％以

上の議決権数を保有し、かつ、その者の特

別関係者（他の後継者を除く。)の中で最も

多くの議決権数を保有すること 

【一般措置の場合】 

同族筆頭要件を満たすこと 

⑸ 申告書の提出期限まで取得した非上場株式等の全てを有していること 

⑹ 【特例措置の場合】 

贈与の直前において、その会社の役員である

こと 

 

 

 

【一般措置の場合】 

贈与の日まで引き続き３年以上にわたりその

会社の役員であること 

【特例措置の場合】 

相続開始の直前において、その会社の役員で

あること（被相続人が 70歳未満で死亡した場

合及び後継者が都道府県知事の確認を受けた

特例承継計画に記載されている者である場合

を除く。） 

【一般措置の場合】 

相続開始の直前において、その会社の役員で

あること（被相続人が 70歳未満で死亡した場

合を除く。） 

⑺ その会社の非上場株式等について、一般措置の適用を受ける場合には当該会社の非上場株式

等について特例措置の適用を、特例措置の適用を受ける場合には当該会社の非上場株式等に

ついて一般措置の適用を、それぞれ受けていないこと 
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⑻ 【特例措置の場合】都道府県知事の確認を受けた特例承継計画に係る後継者であること 

(注)１ 被相続人からの一定の贈与により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において

当該被相続人の相続が開始し、かつ、相続税法第 19 条又は第 21 条の 15 若しくは第 21 条の 16 の規定により

当該非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算又は算入されることとなる場合には、「非上場株式等につ

いての相続税の納税猶予」の適用を受けることができることとされている。この場合における措置法第 70 条

の７の２の規定の適用等については、当該非上場株式等は、当該個人が当該被相続人から相続等により取得し

たものとみなされ、認定承継会社、被相続人及び経営承継相続人等の要件等について「相続開始」を「贈与」

に読み替えるなど所要の整備がされている（措置法令 40 の８の２②、40 の８の６②）。 

  ２ 贈与税の納税猶予に係る贈与者が死亡したことにより「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予」（措置

法 70 の７の４、70 の７の８）の適用を受ける場合における相続人等の要件は、次のとおり（措置法 70 の７の

４②三、70 の７の８②一）。 

    相続開始の時においてその会社の代表権を有していること 

    相続開始の時において同族過半要件及び同族筆頭要件（他の後継者を除く。）を満たすこと 
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（問２－９）受贈者に係る一般措置の役員期間要件の判定 

（問）Ａは、Ⅹから甲株式会社の株式の贈与を受けた。 

Ａは、贈与を受けた日の７年前に甲株式会社の役員に就任した以後、次のとおり、合計４

年間以上、同社の役員に就いている。この場合、Ａは「贈与税の納税猶予の一般措置」の適

用を受けることができるか。 

  （Ａが役員であった期間等の状況） 

  令和元年７月 甲株式会社の取締役に就任 

  令和５年７月 乙株式会社（甲株式会社の子会社）の代表取締役社長に就任 

    〃       甲株式会社の取締役を退任 

  令和６年７月 再び、甲株式会社の取締役に就任 

  令和７年８月 Ⅹから甲株式会社の株式の贈与を受ける。 

なお、贈与の日現在、甲株式会社の代表取締役社長である。 

 

（答） 

 Ａについては、贈与の日からさかのぼって３年目の応当日から当該贈与の日までの間（以下「贈

与の日の直近３年間」という。）において認定贈与承継会社の役員でない期間があるため、「贈与税

の納税猶予の一般措置」の適用を受けることはできない。 

 

（解説） 

１ （問２－８）のとおり、「贈与税の納税猶予の一般措置」については、受贈者の要件の一つとし

て「贈与の日まで引き続き３年以上にわたり」認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務

省令で定めるものを有していることが必要とされている（措置法 70の７②三ヘ）。 

※ 令和６年 12 月 31 日以前に贈与により取得をした非上場株式等に係る「贈与税の納税猶予の特例措置」につ

いても同様（所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 13 号）附則 55②）。 

 

２ したがって、「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けるには、当該個人は、贈与の日の直

近３年間、継続して、当該地位を有しなければならないこととなる。 

 

３ 問の事例では、Ａは、過去に通算して４年間以上、甲株式会社の役員に就いているが、贈与の日

の直近３年間継続して甲株式会社の役員に就いていないことから、上記１の要件を満たしておら

ず、「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることはできない。 

 

４ なお、「役員その他の地位として財務省令で定めるもの」とは、その会社が株式会社である場合

には会社法第 329 条第１項に規定する役員（取締役、会計参与又は監査役）をいい（措置法規則

23の９⑨）、持分会社である場合には業務を執行する社員をいう（同⑩）ことから、例えば、贈与

の日の直近３年間のうち１年は監査役、残りの２年は取締役であっても当該要件を充足すること

となる。 
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（問２－10）特例措置に係る「受贈者の数」の判定  

（問）同一年中に次のとおり「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る贈与が行われた場合、

その適用に当たっては、受贈者が「１人である場合」と「２人又は３人である場合」のいず

れに該当するのか。 

  ① 甲が、Ｘ株式会社の株式をＡ及びＢに、それぞれ贈与した場合 

  ② 甲が、Ｘ株式会社の株式をＡに、Ｙ株式会社の株式をＢに、それぞれ贈与した場合 

③ 甲が、Ｘ株式会社の株式をＡに、乙が、Ｘ株式会社の株式をＢに、それぞれ贈与した場

合 

  ④ 甲が、Ｘ株式会社の株式をＡに、乙が、Ｙ株式会社の株式をＢに、それぞれ贈与した場

合 

 

（答） 

 事例①の場合は、受贈者が「２人又は３人である場合」に該当し、事例②から④の場合は、受贈者

が「１人である場合」に該当する。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の特例措置」では、受贈者が「１人である場合」と「２人又は３人である場

合」とで、特例贈与者が贈与すべき非上場株式等の数等の要件（措置法 70 の７の５①。（問３－

２）参照）及び特例経営承継受贈者の要件（同②六ニ。（問２－８）参照）が異なっているが、い

ずれの場合に該当するかは、同一年中に同一の特例贈与者から同一の特例認定贈与承継会社の非

上場株式等を措置法第 70 条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与により取得した特例経営承

継受贈者の数によることとなる（措置通 70の７の５－３(注)２）。 

 

２ したがって、上記の各事例のうち事例①のみ、特例経営承継受贈者が「２人又は３人である場

合」に該当することとなる。 

 

３ なお、上記は「相続税の納税猶予の特例措置」（措置法 70 の７の６）における特例経営承継相

続人等の要件（同②七ハ）についても同様である。 

 

（参考）「特例経営承継受贈者」の数の判定 
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（問２－11）非上場株式等を取得した者のうちに、特例措置の適用を受けない者がある場合の後継

者の数 

（問）Ｘ株式会社の株式（発行済株式は 100株であり、全て議決権に制限のない株式に該当する。）

は、甲がその全てを有していたところ、甲の死亡により、Ａが 95株、Ｂが５株をそれぞれ取

得した。 

   「相続税の納税猶予の特例措置」に係る特例経営承継相続人等については一定の議決権数を

保有することが要件の一つとされているが、この要件は、その者が１人の場合と２人又は３人

の場合とで異なっている。 

Ａは「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けたいと考えているが、Ｂはその適用を受

けないこととしている。この場合、議決権数に係る要件の判定はいずれによるのか。 

 

（答） 

 １人の場合による。 

 

（解説） 

１ （問２－８）の解説のとおり、特例経営承継受贈者又は特例経営承継相続人等に係る要件は、そ

の者が１人の場合と２人又は３人の場合とで、その有すべき特例認定贈与承継会社又は特例認定

承継会社に係る議決権の数が次のとおり異なっている（措置法70の７の５②六、70の７の６②七）。 

 ⑴ １人の場合 当該贈与又は相続の開始の時において同族筆頭要件を満たすこと。 

⑵ ２人又は３人の場合 当該贈与又は相続の開始の時において、当該個人が有する議決権の数

が、その会社の総株主等議決権数の10％以上であること及びその者の特別関係者のうちいずれ

の者（注）が有するその会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 

(注) その者以外の措置法第70条の７の５第１項、第70条の７の６第１項又は第70条の７の８第１項の規定の適

用を受ける者を除く。 

 

２ 問の事例のように、同一の贈与者又は被相続人からその会社の非上場株式等を贈与又は相続等

により取得した者が複数ある場合において、納税猶予の特例措置の適用を受けようとする者がそ

のうちの１人のみであるときに、上記１のいずれの要件によるのか疑問も生じる。 

 

３ この点、上記１の「特例経営承継受贈者」とは「贈与者から措置法第70条の７の５第１項の規定

の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人」をいい（措置

法70の７の５②六）、また「特例経営承継相続人等」とは「被相続人から措置法第70条の７の６第

１項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人」

をいうことから（措置法70の７の６②七）、その「個人」が１人の場合であるか、２人又は３人の

場合であるかは、同一の贈与者又は被相続人等から贈与又は相続等により株式等を取得した者の

うち納税猶予の特例措置の適用を受ける者の数によることとなる。 

 

４ 問の事例においては、Ａのみが「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることから、上記

１⑴の「１人の場合」の基準により、議決権数に係る要件の判定を行うこととなる。 
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《会社の要件》 

 

（問２－12）会社に係る要件の概要 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受けるに当たり、非上場株

式等に係る会社について、どのような要件があるのか。 

 

（答） 

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の対象となる会社の主な要件は、贈与又

は相続開始の時において次の要件を満たすことである（措置法 70の７②一、70の７の２②一、70の

７の５②一、70の７の６②一）。  

⑴ 円滑化法に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社であること 

⑵ 常時使用従業員の数が１人以上（その会社の特別関係会社（注１）が外国会社に該当する場合に

は、５人以上）であること 

⑶ 資産保有型会社（注２）又は資産運用型会社（注３）で一定のものに該当しないこと 

⑷ その会社及びその会社の特定特別関係会社（注４）の株式等が非上場株式等に該当すること 

⑸ その会社及びその会社の特定特別関係会社（注４）が風俗営業会社（注５）に該当しないこと 

⑹ 贈与又は相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度（当該贈与又は相続開始の日がこ

れらの日の属する事業年度の末日である場合には当該事業年度及びその直前の事業年度）に

おける総収入金額が零を超えること 

⑺ 会社法第 108 条第１項第８号に掲げる事項についての定めがある種類の株式（黄金株）を後

継者以外の者が有していないこと 

⑻ その会社の特定特別関係会社（注４）が円滑化法に規定する中小企業者に該当すること 

（注）１ 「特別関係会社」とは、その会社と措置法令第 40条の８第７項に定める特別の関係がある会社をいう。以

下同じ。 

２ 「資産保有型会社」とは、措置法第 70 条の７第２項第８号に定める会社をいい、総資産の帳簿価額の総額

等に対する特定資産（現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第 23 条の９第 15項に定める資産をい

う。以下同じ。）の帳簿価額の合計額等の割合が 70％以上の会社が該当する。以下同じ。 

３ 「資産運用型会社」とは、措置法第 70 条の７第２項第９号に定める会社をいい、総収入金額に占める特定

資産の運用収入の合計額の割合が 75％以上の会社が該当する。以下同じ。 

４ 「特定特別関係会社」とは、特別関係会社のうちその会社と密接な関係を有する会社として措置法令第 40

条の８第８項に定める会社をいう。以下同じ。 

５ 「風俗営業会社」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。以下同じ。 

６  贈与税の納税猶予に係る贈与者が死亡したことにより「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予」（措

置法 70の７の４、70の７の８）の適用を受ける場合における会社の要件も原則として上記と同様であるが、

次の相違がある（措置法 70 の７の４②一、70 の７の８②二）。 

     ① ⑴の要件は「円滑化法の確認」を受けた会社であることとなる。 

② （特例）経営贈与承継期間（経営贈与承継期間又は特例経営贈与承継期間をいう。以下同じ。）経過後

に贈与者が死亡した場合には、上記⑷の要件は不要である。 

     ③ 上記⑻の要件は不要である。 
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（問２－13）建物に自己使用の部分とそれ以外の部分がある場合の資産保有型会社の判定 

（問）会社が所有する建物で、自己使用の部分とそれ以外の部分がある場合に、資産保有型会社

に該当するか否かの判定において、それぞれの部分の建物の価額はどのように計算すればよ

いのか。 

 

（答） 

一棟の建物の価額を床面積割合その他合理的と認められる割合によりあん分した価額により、そ

れぞれの部分の価額を計算する。 

 

（解説） 

１ 「資産保有型会社」の判定において用いられる「特定資産」には、円滑化省令第１条第 17項第

２号ロに規定する「当該会社が現に自ら使用していない不動産」が含まれており、また、同号ロで

は、不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限ることとされている。 

 

２ ここにいう「現に自ら使用していない不動産」とは、遊休地が典型例であるが、例えば、第三者

に賃貸している家屋や貸駐車場もこれに該当する。すなわち、会社が自らの事務所、工場などに

使用している不動産以外のものは全て「自ら使用していない不動産」に該当することとなる。 

(注) 不動産賃貸業を主たる事業とする会社など形式的には資産保有型会社に該当する会社であっても、事業実

態がある会社として一定の要件を満たすときには、納税猶予の適用を受けることができる（措置法 70 の７②

一ロ、70 の７の２②一ロ、70の７の４②一ロ、70 の７の５②一ロ、70 の７の６②一ロ、70 の７の８②二ロ、

措置法令 40 の８⑥、40 の８の２⑦、40 の８の４③、40 の８の５⑤、40 の８の６⑥、40の８の８④）。 

 

３ 問の事例のように、資産保有型会社であるかどうかを判定する上で、一棟の建物について自ら

使用している部分とそれ以外の部分がある場合に、それぞれの部分の建物の価額をどのように算

出するのかということが問題となるが、円滑化省令の中で、特にそのあん分方法等は定められて

いないことから、その価額の算出方法については、床面積の割合その他合理的と認められる方法

によりその一棟の建物の価額をあん分することが適当であると考えられる。 
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（問２－14）医療法人の出資への適用の有無 

（問）医療法人の出資について「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を

受けることはできるのか。 

 

（答） 

医療法人の出資について「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受ける

ことはできない。 

 

（解説） 

１ 医療法人は、医療法により認可、設立された法人であり「会社」ではないところ、「非上場株式

等についての贈与税・相続税の納税猶予」の対象となる特例認定承継会社等は、円滑化法認定を

受けた「会社」とされている（措置法 70の７②一、70の７の２②一、70の７の４②一、70の７

の５②一、70の７の６②一、70の７の８②二）。 

 

２ また、そもそも医療法人は円滑化法第２条に規定する「中小企業者」にも該当しないことから、

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用の前提となる円滑化法認定を受け

ることができない。 

 

３ したがって、医療法人の出資について「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の

適用を受けることはできない。 

 

 

 

  



 39 

（問２－15）会社が黄金株を発行している場合 

（問）甲は、Ｘ株式会社の株式の全てを有していたが、×１年にＡ、Ｂ、Ｃに３分の１ずつ贈与

した。なお、そのうち１株は、会社法第 108 条第１項第８号に掲げる事項についての定めが

ある種類の株式（黄金株）に該当するところ、当該株式についてはＡが取得した。 

   Ａ、Ｂ及びＣは「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができるか。 

 

（答） 

 Ａが「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける場合には、Ｂ及びＣも、その適用を受けるこ

とができる。 

 

（解説） 

１ 一般措置では、会社が会社法第 108 条第１項第８号に掲げる事項についての定めがある種類の

株式（黄金株）を発行している場合において、その黄金株を贈与又は相続開始の時において経営

承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者以外の者が所有しているときは、その会

社は一般措置の適用対象となる会社に該当せず、受贈者等はその適用を受けることができないこ

ととされている（措置法 70の７②一ヘ、70の７の２②一ヘ、70の７の４②一ヘ、措置法令 40の

８⑩二、40の８の２⑩二、40の８の４⑥）。 

 

２ 特例措置でも上記の措置法令の規定を準用しているが、措置法令第 40条の８の５第９項は措置

法令第 40条の８第 10 項第２号の準用に当たり、同号の「経営承継受贈者」を「第 40条の８の５

第１項第２号イからハまでに掲げる者」と読み替えている。 

  これにより、特例措置では、黄金株を有する者が特例措置の適用を受けている者（特例措置の

適用に係る贈与又は相続等によりその会社の非上場株式等の取得をした者を含む。）であれば、こ

れを有しない者であっても特例措置の適用を受けることができることとなる。 

 (注) 「措置法令第 40 条の８の５第１項第２号イからハまでに掲げる者」とは、次の者をいう。 

⑴ 当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、特例措置の適用を受けている者 

⑵ 措置法令第 40 条の８の５第１項第１号に定める者から「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る贈

与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者（⑴に掲げる者を除く。） 

⑶ 措置法令第 40 条の８の６第１項第１号に定める者から「相続税の納税猶予の特例措置」の適用に係る相

続等により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者（⑴に掲げる者を除く。） 

 

３ 問の事例では、Ａ、Ｂ、Ｃが甲から贈与を受け、そのうちＡが黄金株を取得していることから、

Ａが「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける場合には、ＢとＣも、その適用を受けること

ができることとなる。 

(注) 上記の事例においてＡ、Ｂ、Ｃへの贈与が異なる時期に行われた場合には、（問３－４）と同様、特例贈与

者については最後に行われた贈与直後における黄金株の所有の有無により、「措置法令第 40 条の８の５第１

項第２号イからハまでに掲げる者」以外の者が黄金株を所有しているかどうかの判定を行う。 

 

４ なお、上記は、特例経営贈与承継期間、特例経営承継期間又は特例経営相続承継期間内に会社

が黄金株を発行した場合における納税猶予の期限の確定事由についても同様である（措置法 70の

７の５③、70の７の６③、70の７の８③、措置法令 40の８の５⑱、40の８の６㉕、40の８の８

⑬）。 
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《その他》 

 

（問２－16）納税猶予の対象となる株式等の種類 

（問）Ａは甲株式会社の株式を 1,000株所有しているが、そのうち 200株は議決権を行使できる

事項の一部について制限がある株式（一部制限株式）であり、100 株は議決権を行使できる

事項の全部について制限がある株式（無議決権株式）である。 

   これらの株式は、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用対象となる

非上場株式等に該当するか。 

 

（答） 

「一部制限株式」及び「無議決権株式」は、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」

の適用対象となる非上場株式等に該当しない。 

 

（解説） 

１ 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用対象となる非上場株式等につい

ては、措置法第 70 条の７第１項、第 70 条の７の２第１項、第 70 条の７の５第１項、第 70 条の

７の６第１項において「議決権に制限のないものに限る」旨、規定されている。 

(注) 「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予」（措置法 70 の７の４、70 の７の８）は、その対象が（特例）

対象受贈非上場株式等（対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等をいう。以下同じ。）とされて

いる（措置法 70 の７の４①、70 の７の８①）。 

 

２ したがって、「議決権に制限のある株式」については「非上場株式等についての贈与税・相続税

の納税猶予」の適用対象とならないのであるが、この「議決権に制限のある株式」には、次のよう

な株式がある。 

 ① 会社が有する自己の株式 

② 会社法第 109 条第２項((株主の平等))の規定に基づき、定款により議決権を行使することが

できる事項について制限がされた株主が有する株式 

③ 会社法第 115条((議決権制限株式の発行数))に規定する議決権制限株式 

 ④ 会社法第 189条第１項((単元未満株式についての権利の制限等))に規定する単元未満株式 

 ⑤ 株式会社がその総株主の議決権の４分の１以上を有することその他の事由を通じて株式会社

がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして会社法施行規則第67条((実

質的に支配することが可能となる関係))で定める株主（会社法 308①）が有する株式 

 

３ 問の事例における「一部制限株式」及び「無議決権株式」は、いずれも上記２③の株式に該当す

ることから、これらの株式については「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適

用対象となる非上場株式等に該当しないこととなる。 

 

４ なお、会社法第 466条の規定に基づき定款を変更し、「一部制限株式」及び「無議決権株式」を

「議決権に制限のない株式」とした後において、これらの株式を贈与等した場合には、当該株式

は「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の対象となる。 
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（問２－17）複数の者から承継する場合の期間（１）：概要 

（問）同一の会社の株式等を複数の者から承継する場合、追加で取得するものについてはその取

得に一定の期限が設けられていると聞いたが、どのようなものか。 

 

（答） 

１ 同一の会社の非上場株式等について「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の

適用を受ける場合、追加で取得する非上場株式等については特例経営承継期間等の末日までに贈

与税又は相続税の申告書の提出期限（措置法第 69条の８第１項から第３項までの規定又は国税通

則法第 10 条若しくは第 11 条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提

出期限）が到来する贈与又は相続等により取得したものに限られている（措置法 70の７①、70の

７の２①、70の７の５①、70の７の６①）。 

(注) 特例経営承継期間等の末日は、その非上場株式等に係る最初の「非上場株式等についての贈与税・相続税の

納税猶予」の適用に係る贈与税又は相続税の申告書の提出期限の翌日から原則として５年を経過する日が該

当する。 

 

２ なお、特例措置については「平成 30年１月１日から令和９年 12月 31日まで」という期間が設

けられているが、この期間は特例措置の適用に係る「最初の贈与又は相続等による取得」に係る

期間であり、追加で取得するものについては上記１の期間制限によることとなる（下記（参考）参

照）（措置法 70の７の５①、70の７の６①）。 

 

（参考）取得期限の具体例 

 ・ 最初の取得が贈与の場合 

事 例 ① ② 

最初の取得年月日 平成 30 年 12月１日 令和５年７月１日 

申告書の提出期限 平成 31 年３月 15日 令和６年３月 15日 

特例経営承継期間等の末日 令和６年３月 15日 令和 11年３月 15日 

追加の取得

に係る期限 

贈与による場合 

（申告期限） 

令和５年 12月 31日 

（令和６年３月 15日） 

令和 10年 12月 31日 

（令和 11年３月 15日） 

相続による場合 

（申告期限） 

令和５年５月 15日 

（令和６年３月 15日） 

令和 10年５月 15日 

（令和 11年３月 15日） 

 

・ 最初の取得が相続の場合 

事 例 ③ ④ 

最初の取得年月日 令和２年４月１日 令和９年 10月１日 

申告書の提出期限 令和３年２月１日 令和 10年８月１日 

特例経営承継期間等の末日 令和８年２月１日 令和 15年８月１日 

追加の取得

に係る期限 

贈与による場合 

（申告期限） 

令和６年 12月 31日 

（令和７年３月 15日） 

令和 14年 12月 31日 

（令和 15年３月 15日） 

相続による場合 

（申告期限） 

令和７年４月１日 

（令和８年２月１日） 

令和 14年 10月１日 

（令和 15年８月１日） 
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（問２－18）複数の者から承継する場合の期間（２）：申告書の提出期限の意義 

（問）Ａは令和２年に甲からＸ株式会社の株式の贈与を受け「贈与税の納税猶予の特例措置」の

適用を受けた（特例経営贈与承継期間は令和３年３月 16日から令和８年３月 15日まで）。 

その後、Ａが令和７年中に乙からＸ株式会社の株式の贈与を受けるとした場合、贈与税の

申告書の提出期限は令和８年３月 15日が日曜日であるため同年３月 16日となり（国税通則

法 10②）、特例経営贈与承継期間の末日を超えることとなる。 

この場合、Ａは、令和７年中に贈与により取得したＸ株式会社の株式について「贈与税の

納税猶予の特例措置」の適用を受けることができるのか。 

 

（答） 

Ａは令和７年中に贈与により取得したＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」

の適用を受けることができる。 

 

（解説） 

１ （問２－17）のとおり、同一の会社の非上場株式等について「非上場株式等についての贈与税・

相続税の納税猶予」の適用を受ける場合、追加で取得する非上場株式等については、特例経営承

継期間等の末日までに贈与税又は相続税の申告書の提出期限が到来する贈与又は相続等により取

得したものに限られている（措置法 70の７①、70の７の２①、70の７の５①、70の７の６①）。 

 

２ ただし、この場合の申告書の提出期限は、措置法第 69条の８第１項から第３項までの規定又は

国税通則法第 10 条若しくは第 11 条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長

前の提出期限とされている（措置法 70の７①、70の７の２①、70の７の５①、70の７の６①）。 

 

３ 贈与税の申告書の提出期限は贈与により財産を取得した年の翌年３月 15日であるところ（相法

28①）、問の事例のように令和７年中に贈与を受けた場合には、令和８年３月 15 日が日曜日であ

るため、国税通則法第 10 条第２項の規定によりその提出期限は令和８年３月 16 日となるが、上

記２のとおり、追加で取得する株式等に係る納税猶予の適用の可否の判定に当たっては、その延

長前の提出期限（令和８年３月 15日）によることとなる。 

 

４ したがって、令和７年中の贈与による取得も「特例経営贈与承継期間の末日までに申告書の提

出期限が到来する贈与による取得」に該当し、Ａは「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受け

ることができる。 

 

５ なお、「延長前の申告書の提出期限」によるのは追加で取得する株式等に係る納税猶予の適用判

定のみであって、特例経営承継期間等の起算日となる申告書の提出期限は、その延長があった場

合には延長後の提出期限によることとなる。 

 (例) 令和元年（平成 31 年）分の贈与税の申告書の提出期限は令和２年４月 16 日に延長されたことから、令和元

年（平成 31 年）中に株式等の贈与を受け、その贈与が当該株式等に係る会社の株式等についての最初の納税

猶予の適用に係るものである場合には、その（特例）経営贈与承継期間は令和２年４月 17 日から令和７年４

月 16 日となる（個別申請により上記の提出期限が更に延長された者については、その延長後の提出期限に基

づく期間となる。）。 
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（参考１）国税通則法（抄） 

 

（期間の計算及び期限の特例） 

第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもって定める期間の計算は、次に定めるところによ

る。 

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律

に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

二 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。 

三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年

においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないとき

は、その月の末日に満了する。 

２ 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する

期限（時をもって定める期限その他の政令で定める期限を除く。）が日曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たると

きは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。 

 

（災害等による期限の延長） 

第十一条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない

理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関

する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その

理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。 

 

 

（参考２）租税特別措置法（抄） 

 

（相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例） 

第六十九条の八 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条

の六第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により

財産を取得した者又はその者の相続人（包括受遺者を含む。次項及び第四項において同じ。）が相続税

法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日（第六十九条の六

第一項の特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された申告に関する期限と特定非

常災害発生日の翌日から十月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。）の

前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。 

２ 同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第二項の規定の適

用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続

人が相続税法第二十九条第一項の規定若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の

規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である

ときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。 

３ 特定非常災害発生日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得し

た個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定によ

り提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、当該申告書の提出期限は、特定日

とする。 

４ 省 略 
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Ⅲ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予関係 

《納税猶予の対象となる贈与の態様》 

 

（問３－１）一般措置に係る贈与株数等要件の判定 

（問）Ｘ株式会社の現在の株主構成は次のとおりであるところ、甲及び乙は丙にその有する株式

の贈与をしたいと考えている。この場合に、 

① 甲は何株以上贈与すれば、丙は「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることが

できるか。 

② ①の贈与後に乙が贈与するとした場合、乙は何株以上贈与すれば、丙は「贈与税の納税

猶予の一般措置」の適用を受けることができるか。 

    甲 ： 500 株 

    乙 ： 400 株 

    丙 ： 100 株     

       合計：1,000 株 

  (注) Ｘ株式会社の発行する株式は、全て議決権に制限のないものである。 

 

（答） 

１ 事例①について 

甲は 500株全ての贈与が必要となる。 

２ 事例②について 

乙は 67株以上の贈与が必要となる。 

なお、67 株を超えて贈与をした場合には、その超える株式については「贈与税の納税猶予の一

般措置」の適用を受けることができない。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けるためには、次に掲げる場合に応じ、それぞれに

定める数又は金額（以下「数等」という。）以上の株式等の贈与をすることが要件とされている（措

置法 70の７①）。 

 ⑴ Ａ＋Ｂ≧Ｃ×
２

３
の場合 Ｃ×

２

３
－Ｂ以上の贈与 

⑵ Ａ＋Ｂ＜Ｃ×
２

３
の場合 Ａの全部の贈与 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ： 贈与者が一般措置の適用に係る贈与の直前に有していた認定贈与承継会社の非上場株式等の数等 

Ｂ： 経営承継受贈者が当該贈与の直前に有していた認定贈与承継会社の非上場株式等の数等 

Ｃ： 当該贈与の時における認定贈与承継会社の発行済株式等の総数又は総額 

２ 上記の「非上場株式等」又は「発行済株式等」は議決権に制限のないものに限る。 

 

２ 事例①について 

甲からの贈与の直前に甲及び丙が有するＸ社株式の合計（500 株（甲所有）＋100 株（丙所有）

＝600株）が、発行済株式等の総数の３分の２（1,000株×２/３＝666.6…株）を下回り、上記１

⑵の場合に該当することから、甲はその有する株式500株の全ての贈与をすることが要件となる。 
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３ 事例②について 

 ⑴ 乙からの贈与の直前において乙及び丙が有するＸ社株式の合計（400株（乙所有）＋600株（丙

所有分と甲贈与分の合計）＝1,000 株）が、発行済株式等の総数の３分の２（1,000 株×２/３

＝666.6…株）以上であり、上記１⑴の場合に該当することから、乙は「1,000 株×２/３－600

株＝66.6株以上」、すなわち 67株以上の数の贈与をすることが要件となる。 

 

⑵ なお、「贈与税の納税猶予の一般措置」の対象となる株式は発行済株式等（議決権に制限のな

いものに限る。）の総数又は総額の３分の２に達する部分に限られており、上記１⑴の場合は「Ｃ

×２/３－Ｂ」の数等が、上記１⑵の場合は「Ａ」の数等が、その限度となる（措置法 70 の７

①、措置法令 40の８②）。 

したがって、甲が 67株を超える株数の贈与を行った場合、その超える部分についてはその適

用を受けることができないこととなる。  
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（問３－２）特例措置に係る贈与株数等要件の判定（１）：受贈者が１人の場合 

（問）Ｘ株式会社の現在の株主構成は次のとおりであるところ、甲及び乙は丙にその有する株式

の贈与をしたいと考えている。この場合に、 

① 甲は何株以上贈与すれば、丙は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることが

できるか。また、 

② ①の贈与後に乙が贈与するとした場合、乙は何株以上贈与すれば、丙は「贈与税の納税

猶予の特例措置」の適用を受けることができるか。 

    甲 ： 500 株 

    乙 ： 400 株 

    丙 ： 100 株     

       合計：1,000 株 

  (注) Ｘ株式会社の発行する株式は、全て議決権に制限のないものである。 

 

（答） 

１ 事例①について 

甲は 500株全ての贈与が必要となる。 

２ 事例②について 

乙は 67株以上の贈与が必要となる。 

なお、67 株を超えて贈与をした株式も「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることが

できる。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるためには、次に掲げる場合に応じ、それぞれに

定める数等以上の株式等の贈与をすることが要件とされている（措置法 70の７の５①）。 

 ⑴ 特例経営承継受贈者が１人である場合 次に掲げる贈与 

イ Ａ＋Ｂ≧Ｃ×
２

３
の場合には、Ｃ×

２

３
－Ｂ以上の贈与 

ロ Ａ＋Ｂ＜Ｃ×
２

３
の場合には、Ａの全部の贈与 

 ⑵ 特例経営承継受贈者が２人又は３人である場合 次のイ及びロを満たす贈与 

  イ Ｄ≧Ｃ×
１

10
 

  ロ Ｄ＞Ｅ 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ： 特例贈与者が特例措置の適用に係る贈与の直前に有していた特例認定贈与承継会社の非上場株式等

の数等 

Ｂ： 特例経営承継受贈者が当該贈与の直前に有していた特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数等 

Ｃ： 当該贈与の時における特例認定贈与承継会社の発行済株式等の総数又は総額 

Ｄ： 当該贈与直後におけるそれぞれの特例経営承継受贈者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式

等の数等 

Ｅ： 当該贈与直後における特例贈与者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数等 

２ 上記の「非上場株式等」又は「発行済株式等」は議決権に制限のないものに限る。 
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２ 事例①について 

問の事例は、甲から贈与を受ける者が丙１人であることから上記１⑴の場合に該当するところ、

贈与の直前に甲及び丙が有するＸ社株式の合計（500 株＋100 株＝600株）が、発行済株式等の総

数の３分の２（1,000 株×２/３＝666.6…株）を下回り、上記１⑴ロの場合に該当することから、

甲はその有する株式 500株の全ての贈与をすることが要件となる。 

 

３ 事例②について 

 ⑴ 問の事例は、乙から贈与を受ける者が丙１人であることから上記１⑴の場合に該当するとこ

ろ、贈与の直前に乙及び丙が有するＸ社株式の合計（400株（乙所有）＋600株（丙所有分と甲

贈与分の合計）＝1,000株）が、発行済株式等の総数の３分の２（1,000株×２/３＝666.6…株）

以上であり、上記１⑴イの場合に該当することから、乙は「1,000株×２/３－600株＝66.6株

以上」、すなわち 67株以上の数の贈与をすることが要件となる。 

 

⑵ なお、「贈与税の納税猶予の特例措置」の対象となる株式は、発行済株式等（議決権に制限の

ないものに限る。）の全てであり、一般措置のような上限（（問３－１）参照）は設けられていな

いことから、乙が 67株を超える株数の贈与を行った場合でも、その全てについて納税猶予の適

用を受けることができる。 

(注)  受贈者が有する株式等の数等が発行済株式等の総数又は総額の３分の２以上である場合には、上記１⑴イ

の「Ｃ×
２

３
－Ｂ」の値はマイナスとなるが、この場合にはマイナスの値以上の贈与、すなわち１株以上

の贈与をすることが、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける要件となる。 
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（問３－３）特例措置に係る贈与株数等要件の判定（２）：複数の受贈者のうちに特例措置の適用を

受けない者がいる場合 

（問）Ｘ株式会社の現在の株主構成は次のとおりであるところ、甲は、その有する株式について、

乙、丙及び丁に 10株ずつ贈与をした。 

この場合、乙及び丙は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができるか。

なお、丁はその適用を受けないこととしている。      

 甲 乙 丙 丁 その他 合計 

贈与前 50株 20株 15株 5株 10株 100株 

贈与後 20株 30株 25株 15株 10株 100株 

  (注) Ｘ株式会社の発行する株式は、全て議決権に制限のないものである。   

 

（答） 

乙及び丙は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができる。 

 

（解説） 

１ 「特例経営承継受贈者が２人又は３人である場合」における贈与株数等の要件は、次のとおり

であるが、この要件を規定している措置法第 70条の７の５第１項第２号は同項の規定の適用対象

となる贈与について、「…いずれの特例経営承継受贈者の有する…非上場株式等の数又は金額が…

10 分の１以上となる贈与であって、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する…非上場株式等

の数又は金額が…上回る贈与」と規定している。 

したがって、特例経営承継受贈者のうちにこの要件を満たさない者がある場合には、他の特例

経営承継受贈者に行った贈与も含め、同項の適用対象外となることとなる。 

 ⑴ Ｄ≧Ｃ×
１

10
 

 ⑵ Ｄ＞Ｅ 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ｃ： 当該贈与の時における特例認定贈与承継会社の発行済株式等の総数又は総額 

Ｄ： 当該贈与直後におけるそれぞれの特例経営承継受贈者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式

等の数等 

Ｅ： 当該贈与直後における特例贈与者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数等 

   ２ 上記の「非上場株式等」又は「発行済株式等」は議決権に制限のないものに限る。 

 

２ 問の事例の丁のように同一の贈与者から同一の会社の非上場株式等の贈与を受けた者のうちに

「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けない者がいる場合に、その者も含めて上記１の要

件の判定をするのか疑問も生じる。 

(注) 仮に、丁も含めて上記１の判定を行うこととした場合、贈与直後に丁が所有する株式数（15 株）は贈与者

甲が所有する株式数（20 株）を下回るため、上記１⑵の要件を満たさず、乙及び丙は「贈与税の納税猶予の

特例措置」の適用を受けることができないこととなる。 

 

３ この点、上記１の要件の判定対象となる「特例経営承継受贈者」とは「措置法第 70条の７の５

第１項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人」

をいうことから（措置法 70の７の５②六）、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けない者

は、上記１の要件の判定に含める必要はないこととなる。 

 

４ したがって、問の事例の乙及び丙は、いずれも上記１の要件を満たすこととなり、「贈与税の納

税猶予の特例措置」の適用を受けることができることとなる。 
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（問３－４）特例措置に係る贈与株数等要件の判定（３）：贈与の時期が異なる場合における特例贈

与者の有する株式等の数 

（問）甲はＸ株式会社の発行済株式 100株のうち、90株を有していたが、次のとおり、乙・丙・

丁の３人に贈与をした。 

「特例経営承継受贈者が２人又は３人である場合」には、「贈与直後における特例経営承継

受贈者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数等が特例贈与者の有する当該特

例認定贈与承継会社の非上場株式等の数等を上回る」ことが要件となるところ、丁がこの要

件を満たすことは明らかであるが、乙及び丙は、この要件を満たすか。 

  ① ×１年３月１日 ：乙に 35株贈与（甲の残株数は 55株） 

② ×１年６月１日 ：丙に 25株贈与（甲の残株数は 30株） 

③ ×１年 10月１日：丁に 20株贈与（甲の残株数は 10株） 

 (注)１  上記以外に非同族株主である戊が 10 株所有している。 

２ Ｘ株式会社の発行する株式は、全て議決権に制限のないものである。   

 

（答） 

乙及び丙は、この要件を満たす。 

 

（解説） 

１ （問３－２）の解説のとおり、「特例経営承継受贈者が２人又は３人である場合」の贈与株数等

の要件は、次の算式のとおりであるが、問の事例では、乙及び丙がそれぞれ贈与を受けた直後に

おいては、その有するＸ株式会社の株式数は、特例贈与者である甲が有するＸ株式会社の株式数

以下となっている。 

 ⑴ Ｄ≧Ｃ×
１

10
 

 ⑵ Ｄ＞Ｅ 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ｃ： 当該贈与の時における特例認定贈与承継会社の発行済株式等の総数又は総額 

Ｄ： 当該贈与直後におけるそれぞれの特例経営承継受贈者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式

等の数等 

Ｅ： 当該贈与直後における特例贈与者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数等 

   ２ 上記の「非上場株式等」又は「発行済株式等」は議決権に制限のないものに限る。 

 

２ このため、乙及び丙は、問の要件（上記１⑵の要件）を満たさないのではないか、との疑問も生

じるが、問の事例のように、同一年中に同一の特例贈与者が同一の特例認定贈与承継会社の非上

場株式等を２人又は３人の特例経営承継受贈者に贈与をした場合において、その贈与が異なる時

期に行われたときは、「特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数等」（上

記１の算式のＥ）については、その贈与のうち、最後に行われた贈与直後の数等によることとさ

れている（措置通 70 の７の５－３(注)３）。 

 (注) 最後の贈与直後における株式等の数等によるのは特例贈与者の有する株式等についてのみであり、各特例

経営承継受贈者の有する株式等の数等は、それぞれが贈与を受けた直後の株式等の数等によることとなる。 

     また、上記１⑴の要件の判定も、それぞれが贈与を受けた時点における株式等の数等により行うこととな

る。 
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３ 問の事例では、丁への贈与が最後の贈与となり、その贈与直後において甲が有するＸ株式会社

の株式数は 10株となる。そして、乙及び丙がそれぞれ贈与を受けた直後に有する株式数（乙：35

株、丙：25株）は、これを上回ることから、乙及び丙は、問の要件を満たすこととなる。 

 

４ なお、上記は、措置法第 70条の７の５第２項第６号に規定する特例経営承継受贈者に係る要件

のうち同号ニ⑵の「当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者

が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと」を判

定する場合における特例贈与者の有する議決権の数についても同様である。 

 

 

（参考）所有株式数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

甲

乙

丙

丁

９０株

【贈与①】３/１

乙に３５株贈与

５５株

３５株

丙に２５株贈与

３０株

２５株

丁に２０株贈与

１０株

３５株

２５株

２０株

（特例贈与者）

【贈与②】６/１ 【贈与③】１０/１

同
族

戊非同族 １０株 １０株 １０株 １０株

３５株

×１年
１/１

×２年
１/１
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（問３－５）議決権に制限のない株式以外の株式がある場合の贈与株数等要件の判定 

（問）Ｘ株式会社の現在の株主構成は次のとおりであるところ、甲は丙にその有する株式の贈与

をしたいと考えている。 

この場合に丙が「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるためには、甲は何株以上、

贈与する必要があるのか。 

    甲 ： 700 株（うち議決権に制限のない株式：500株） 

    乙 ： 300 株（うち議決権に制限のない株式：300株） 

       合計：1,000 株（うち議決権に制限のない株式：800株） 

 

（答） 

甲は、その有するＸ株式会社の株式のうち、議決権に制限のない株式 500 株の全てを贈与する必

要がある。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」及び「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるための贈

与株数等の要件は、（問３－１）及び（問３－２）の解説のとおりであるが、この要件の判定を行

う場合の「非上場株式等」及び「発行済株式等」は、議決権に制限のないものに限られている（措

置法 70の７①、70の７の５①）。 

 

２ したがって、（特例）認定贈与承継会社（認定贈与承継会社又は特例認定贈与承継会社をいう。

以下同じ。）が議決権に制限のない株式以外の株式を発行している場合には、これらの株式の数を

除いたところで贈与株数等要件の判定を行う必要がある。 

 

３ 問の事例では、甲から贈与を受ける者が丙１人であることから「特例経営承継受贈者が１人で

ある場合」に該当するところ、贈与の直前に甲及び丙が有するＸ株式会社の株式のうち議決権に

制限のないものの合計（500株＋０株＝500株）が、発行済株式のうち議決権に制限のないものの

総数の３分の２（800 株×２/３＝533.3…株）を下回ることから、甲はその有するＸ株式会社の株

式のうち議決権に制限のないもの 500株の全てを贈与する必要がある。 

 

４ なお、「贈与税の納税猶予の一般措置」及び「贈与税の納税猶予の特例措置」の対象となる株式

等は議決権に制限のない株式等に限られているため、甲がその有するＸ株式会社の株式のうち、

議決権に制限のない株式以外の株式を贈与したとしても、丙は当該株式につき「贈与税の納税猶

予の特例措置」の適用を受けることはできない。 
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（問３－６）会社が自己株式を有する場合の贈与株数等要件の判定 

（問）Ｘ株式会社の現在の株主構成は次のとおりであるところ、甲は丁にその有する株式を贈与

したいと考えている。 

この場合、丁が「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるためには、何株以上の贈

与が必要か。 

   なお、Ｘ株式会社が発行している株式は、全て議決権に制限のないものである。 

    甲 ： 600 株 

    乙 ： 150 株 

    丙 ：  50 株 

    Ｘ社： 200 株 

       合計：1,000 株 

 

（答） 

534株以上の贈与が必要となる。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」及び「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるための贈

与株数等の要件は、（問３－１）及び（問３－２）の解説のとおりであるが、この要件の判定を行

う場合の「非上場株式等」及び「発行済株式等」は、議決権に制限のないものに限られている（措

置法 70の７①、70の７の５①）。 

 

２ そして、会社法第 308 条第２項((議決権の数))では、株式会社は自己株式（株式会社が有する

自己の株式をいう。以下同じ。）について議決権を有しないこととされていることから、贈与株数

等要件の判定を行う場合には、発行済株式等の総数又は総額からは自己株式の数等は除かれるこ

ととなる。 

 

３ したがって、問の事例では、Ｘ株式会社は1,000株の株式を発行しているが贈与株数の判定は

Ｘ株式会社が有する自己株式200株を除いた800株に基づき行うこととなる。 

そして、甲から贈与を受ける者は丁１人であるため、（問３－２）の解説１の「特例経営承継受

贈者が１人である場合」に該当するところ、贈与の直前に甲及び丁が有するＸ社株式の合計（600

株＋０株＝600株）が発行済株式等の総数の３分の２（800株×２/３＝533.3…株）以上となる

ことから、丁は534株以上の株式の贈与を受けることが必要となる。 

 (注) 「贈与税の納税猶予の一般措置」の場合、上記の株数を超えて贈与を受けた株式についてはその適用

を受けることができない。 

   

４ なお、「議決権に制限のある株式」には、自己株式のほか、例えば、次の株式がある。 

 ① 会社法第 109 条第２項((株主の平等))の規定に基づき、定款により議決権を行使することが

できる事項について制限がされた株主が有する株式 

② 会社法第 115条((議決権制限株式の発行数))に規定する議決権制限株式 

 ③ 会社法第 189条第１項((単元未満株式についての権利の制限等))に規定する単元未満株式 

 ④ 株式会社がその総株主の議決権の４分の１以上を有することその他の事由を通じて株式会社

がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして会社法施行規則第67条((実

質的に支配することが可能となる関係))で定める株主（会社法 308①）が有する株式 
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《猶予税額の計算》 

 

（問３－７）一の贈与者から一の会社の株式の贈与を受けた場合の猶予税額 

（問）子Ａは、令和７年中に父から現金：500万円及びＸ株式会社の株式：3,000万円の贈与を受

けた。 

Ａは当該株式につき「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることとしているが、次

のそれぞれの場合における納税猶予分の贈与税額（猶予税額）等はどのようになるか。 

  ① 暦年課税による場合（税額計算は特例税率（措置法 70の２の５）による。） 

  ② 相続時精算課税による場合（過去の年分の申告において控除した相続時精算課税特別控

除額の合計額は 1,500万円である。） 

 

（答） 

１ 事例①の場合 

猶予税額：1,035.5万円 

申告期限までに納付すべき税額：244.5万円 

２ 事例②の場合 

猶予税額：378万円 

申告期限までに納付すべき税額：100万円 

 

（解説） 

１ 事例①の場合（暦年課税による場合） 

⑴ 「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る非上場株

式等が暦年課税の適用に係るものである場合には、その年中にその者が贈与により取得した全

ての財産に係る贈与税額のうち、当該非上場株式等の価額をその年分の贈与税の課税価格とみ

なして計算した金額が納税猶予分の贈与税額となり、その納税が猶予されることとなる（措置

法 70の７②五イ、70の７の５②八イ）。 

  (注) 上記により計算した納税猶予分の贈与税額が０となる場合には、これらの措置の適用はない。以下同じ。 

 

⑵ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

  ① その年中に取得した全ての財産に係る贈与税の額 

       現金      Ｘ株式    基礎控除額 

   {（500万円＋3,000 万円）－ 110万円 }× 50％ － 415万円 ＝ 1,280万円 

  ② Ｘ株式に係る納税猶予分の贈与税額 

       Ｘ株式     基礎控除額 

   （3,000万円 － 110万円）× 45％ － 265万円 ＝ 1,035.5万円 

  ③ 申告期限までに納付すべき税額 

    ① － ② ＝ 244.5 万円 

 

２ 事例②の場合（相続時精算課税による場合） 

 ⑴ 「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る非上場株

式等が相続時精算課税の適用を受けるものである場合には、その年中に相続税法第 21条の９第
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５項に規定する特定贈与者から贈与により取得した全ての財産に係る贈与税額のうち、当該非

上場株式等の価額をその年分の贈与税の課税価格とみなして計算した金額が納税猶予分の贈与

税額となり、その納税が猶予されることとなる（措置法 70の７②五ロ、70の７の５②八ロ）。 

(注) 上記により計算した納税猶予分の贈与税額が０となる場合には、これらの措置の適用はない。以下同じ。 

 

⑵ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

  ① 父（特定贈与者）から取得した全ての財産に係る贈与税の額 

        現金       Ⅹ株式    基礎控除額       特別控除額 

    {（500万円＋3,000 万円）－110万円－（2,500万円－1,500万円）}×20％ ＝ 478万円 

  ② Ｘ株式に係る納税猶予分の贈与税額 

        Ｘ株式  基礎控除額      特別控除額 

    {3,000万円－110 万円－（2,500万円－1,500 万円）}× 20％ ＝ 378万円 

  ③ 申告期限までに納付すべき税額 

① － ② ＝ 100 万円 

 

（参考）納税が猶予される贈与税などの計算方法（暦年課税の場合のイメージ） 

 

  

贈与を受けた全ての財産の価額の合計額に基づき贈与税を計算します。

Ａ １年間（１月１日～12月31日）に贈与を受けた
全ての財産の価額の合計額

Ｂ この制度の適用を受ける
非上場株式等の額

贈与税
の計算

Ａに対応する
贈与税

Ｂに対応
する贈与税

贈与税の計算

贈与を受けた財産がこの制度の適用を受ける非上場株式等のみであると仮定して贈与税を計算します。

ステップ１

ステップ２

猶予税額
納付
税額

①

②

③

不動産 預貯金
非上場
株式等 など

非上場
株式等

「②の金額」が「納税が猶予される贈与税」となります。
なお、「①の金額」から「納税が猶予される贈与税（②の金額）」を控除した

「③の金額（納付税額）」は、贈与税の申告期限までに納付する必要があります。

ステップ３
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（問３－８）一の贈与者から複数の会社の株式の贈与を受けた場合の猶予税額 

（問）子Ａは、令和７年中に父から現金：500万円、Ｘ株式会社の株式：3,000万円及びＹ株式会

社の株式：1,000万円の贈与を受けた。 

Ａはこれらの株式につき「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることとしている

が、次のそれぞれの場合における納税猶予分の贈与税額（猶予税額）等はどのようになるか。 

  ① 暦年課税による場合（税額計算は特例税率（措置法 70の２の５）による。） 

  ② 相続時精算課税による場合（過去の年分の申告において控除した相続時精算課税特別控

除額の合計額は 1,500万円である。） 

 

（答） 

１ 事例①の場合 

猶予税額：1,530万円（Ｘ株式会社の株式：1,147.5 万円、Ｙ株式会社の株式：382.5万円） 

申告期限までに納付すべき税額：250万円 

２ 事例②の場合 

猶予税額：578万円（Ｘ株式会社の株式：433.5万円、Ｙ株式会社の株式：144.5万円） 

申告期限までに納付すべき税額：100万円 

 

（解説） 

１ 事例①の場合（暦年課税による場合） 

⑴ 一の贈与者から複数の（特例）認定贈与承継会社の株式の贈与を受けた場合において、「贈与

税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」のいずれかの措置の適用を受

けるときにおける暦年課税による納税猶予分の贈与税額の計算については、次のとおりとされ

ている。 

 イ 受贈者がその年中にこれらの措置の適用に係る贈与により取得した全ての（特例）認定贈

与承継会社の（特例）対象受贈非上場株式等の価額の合計額を、その受贈者に係るその年分

の贈与税の課税価格とみなし（措置法令 40の８⑭一、40の８の５⑮）、措置法第 70条の７第

２項第５号イ又は第 70条の７の５第２項第８号イの規定に基づき贈与税額の計算を行う。 

ロ イにより計算された金額を（特例）認定贈与承継会社の異なるものごとの（特例）対象受贈

非上場株式等の価額によりあん分したものがその異なるものごとの納税猶予分の贈与税額

（100円未満の端数切捨て）となり、それぞれの納税猶予分の贈与税額の合計額がその受贈者

の納税猶予分の贈与税額となる（措置法令 40の８⑮一、40の８の５⑮）。 

 

⑵ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

  ① その年中に取得した全ての財産に係る贈与税の額 

          現金      Ｘ株式   Ｙ株式     基礎控除額 

     {（500万円＋3,000万円＋1,000万円）－ 110万円 }× 50％ － 415万円 ＝ 1,780万円 

  ② 納税猶予分の贈与税額 

   イ Ｘ株式及びＹ株式のみ取得したものとして計算した贈与税の額 

            Ｘ株式     Ｙ株式     基礎控除額 

    ｛ （3,000万円 ＋ 1,000万円）－ 110万円 ｝× 50％ － 415万円 ＝ 1,530万円 

    

ロ イのうち、Ｘ株式に係るもの 
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             Ｘ株式          Ｘ株式         Ｙ株式 

      イ × 3,000万円 /（ 3,000万円 ＋ 1,000万円 ）＝ 1,147.5万円 

   ハ イのうち、Ｙ株式に係るもの 

         Ｙ株式           Ｘ株式      Ｙ株式 

     イ × 1,000万円 /（ 3,000万円 ＋ 1,000万円 ）＝ 382.5万円 

   ニ 納税猶予分の贈与税額 

     ロ ＋ ハ ＝ 1,530万円 

③ 申告期限までに納付すべき税額 

    ① － ② ＝ 250 万円 

 

２ 事例②の場合（相続時精算課税による場合） 

 ⑴ 一の贈与者から複数の（特例）認定贈与承継会社の株式の贈与を受けた場合において「贈与

税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」のいずれかの措置の適用を受

けるときにおける相続時精算課税による納税猶予分の贈与税額の計算についても、（問３－７）

の解説２及び上記１に準じて行うこととされている（措置法令 40の８⑭二、⑮二、40の８の５

⑮）。 

 

⑵ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

  ① その年中に取得した全ての財産に係る贈与税の額 

         現金      Ｘ株式    Ｙ株式     基礎控除額      特別控除額 

    {（500万円＋3,000 万円＋1,000万円）－110万円－（2,500万円－1,500万円）}×20％＝

678万円 

  ② 納税猶予分の贈与税額 

   イ Ｘ株式及びＹ株式のみ取得したものとして計算した贈与税の額 

          Ｘ株式     Ｙ株式    基礎控除額      特別控除額 

     {（3,000万円＋1,000万円）－110万円－（2,500万円－1,500万円） }× 20％ ＝ 578

万円 

ロ イのうち、Ｘ株式に係るもの 

             Ｘ株式          Ｘ株式         Ｙ株式 

      イ × 3,000万円 /（ 3,000万円 ＋ 1,000万円 ）＝ 433.5万円 

   ハ イのうち、Ｙ株式に係るもの 

        Ｙ株式           Ｘ株式      Ｙ株式 

     イ × 1,000万円 /（ 3,000万円 ＋ 1,000万円 ）＝ 144.5万円 

   ニ 納税猶予分の贈与税額 

     ロ ＋ ハ ＝ 578万円 

③ 申告期限までに納付すべき税額 

    ① － ② ＝ 100 万円 
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（問３－９）複数の贈与者から贈与を受けた場合（暦年課税による場合） 

（問）子Ａは、次のとおり、父及び母からＸ株式会社の株式等を贈与により取得した。 

Ａが当該株式につき「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける場合、納税猶予分の贈

与税額（猶予税額）等はどのようになるか（税額計算は特例税率（措置法 70の２の５）によ

る。）。 

  【取得をした資産の内訳等】 

  ① ×１年３月１日 ：父から株式：3,000 万円、現金：500万円を取得 

  ② ×１年６月１日 ：母から株式：1,000 万円を取得 

 

（答） 

猶予税額：1,530万円（父からの贈与：1,147.5万円、母からの贈与：382.5 万円） 

申告期限までに納付すべき税額：250万円 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」に係る贈与者が２以上あ

る場合において、これらの措置のうちいずれかの措置の適用を受けるときにおける暦年課税によ

る納税猶予分の贈与税額の計算については、次のとおりとされている。 

 ⑴ 受贈者がその年中にこれらの措置の適用に係る贈与により取得した全ての（特例）認定贈与

承継会社の（特例）対象受贈非上場株式等の価額の合計額を、その受贈者に係るその年分の贈

与税の課税価格とみなし（措置法令40の８⑭一、40の８の５⑮）、措置法第70条の７第２項第５

号イ又は第70条の７の５第２項第８号イの規定に基づき贈与税額の計算を行う。 

⑵ ⑴により計算された金額を、贈与者の異なるものごとの（特例）対象受贈非上場株式等の価

額によりあん分したものがその異なるものごとの納税猶予分の贈与税額（100円未満の端数切捨

て）となり、それぞれの納税猶予分の贈与税額の合計額がその受贈者の納税猶予分の贈与税額

となる（措置法令40の８⑮一、40の８の５⑮）。 

 

２ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

 ⑴ その年中に取得した全ての財産に係る贈与税の額 

      Ｘ株式（父）  現金（父）  Ｘ株式（母）   基礎控除額 

   {（3,000万円 ＋ 500万円 ＋ 1,000万円 ）－ 110万円 }×50％－415万円＝1,780万円 

 ⑵ Ｘ株式に係る納税猶予分の贈与税額 

  ① Ｘ株式のみ取得したものとして計算した贈与税の額 

       Ｘ株式（父）   Ｘ株式（母）   基礎控除額 

   {（3,000万円 ＋ 1,000万円 ）－ 110万円 }× 50％ － 415万円 ＝ 1,530万円 

  ② ①のうち、父からの贈与に係るもの 

        Ｘ株式（父）    Ｘ株式（父）   Ｘ株式（母）  

   ① × 3,000万円 /（ 3,000万円 ＋ 1,000万円 ）＝ 1,147.5万円 

  ③ ①のうち、母からの贈与に係るもの 

     Ｘ株式（母）    Ｘ株式（父）   Ｘ株式（母）  

   ① × 1,000万円 /（ 3,000万円 ＋ 1,000万円 ）＝ 382.5万円 
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  ④ 納税猶予分の贈与税額 

   ② ＋ ③ ＝ 1,530 万円 
 

⑶ 申告期限までに納付すべき税額 

   ⑴ － ⑵ ＝ 250万円 

 

３ なお、問の事例は、「同一年中に異なる者から同じ会社（Ｘ株式会社）の株式の贈与を受けた場

合」であるが、「同一年中に異なる者から異なる会社の株式の贈与を受けた場合」にも、上記と同

様に納税猶予分の贈与税額等の計算を行うこととなる。 

(注)  同一年中に受けた贈与について「贈与税の納税猶予の一般措置」と「贈与税の納税猶予の特例措置」の

適用を受ける非上場株式等がそれぞれある場合の猶予税額の計算については、（問３－12）参照。 
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（問３－10）複数の贈与者から贈与を受けた場合の猶予税額（相続時精算課税による場合） 

（問）子Ａは、次のとおり、父及び母からＸ株式会社の株式等を贈与により取得した。 

Ａが当該株式につき「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける場合、納税猶予分の贈

与税額（猶予税額）等はどのようになるか。 

なお、Ａは、いずれの贈与についても相続時精算課税の適用を受けることとする（過去の年

分においてその適用を受けたことはない。）。 

  【取得をした資産の内訳等】 

  ① 令和７年３月１日 ：父から株式：4,000万円、現金：500万円を取得 

  ② 令和７年６月１日 ：母から株式：3,000万円を取得 

 

（答） 

猶予税額：378万円（父からの贈与：286.8万円、母からの贈与：91.2万円） 

申告期限までに納付すべき税額：100万円 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」に係る贈与者が２以上あ

る場合において、これらの措置のうちいずれかの措置の適用を受けるときにおける相続時精算課

税による納税猶予分の贈与税額の計算は、受贈者がその年中にこれらの措置の適用に係る贈与に

より取得した全ての（特例）認定贈与承継会社の（特例）対象受贈非上場株式等の価額を特定贈

与者ごとに合計した額のそれぞれの額を、その受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみな

し（措置法令40の８⑭二、40の８の５⑮）、措置法第70条の７第２項第５号ロ又は第70条の７の５

第２項第８号ロの規定に基づき贈与税額の計算をしたものが、その贈与者の異なるものごとの納

税猶予分の贈与税額（100円未満の端数切捨て）となり、それぞれの納税猶予分の贈与税額の合計

額がその受贈者の納税猶予分の贈与税額となる（措置法令40の８⑮二、40の８の５⑮）。 

 

２ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

 ⑴ その年中に取得した全ての財産に係る贈与税の額 

① 父から取得した全ての財産に係る贈与税の額 
         Ｘ株式      現金    基礎控除額  特別控除額 

    {（ 4,000万円 ＋ 500万円 ）－66万円－ 2,500万円 }× 20％ ＝ 386.8万円 

   ② 母から取得した全ての財産に係る贈与税の額 
        Ｘ株式   基礎控除額  特別控除額 

    （ 3,000万円 －44万円－ 2,500万円 ）× 20％ ＝ 91.2万円 

  ③ ① ＋ ② ＝ 478 万円 

 

⑵ Ｘ株式に係る納税猶予分の贈与税額 

  ① 父からの贈与に係るもの 
        Ｘ株式   基礎控除額(※) 特別控除額 

    （ 4,000万円 －66万円－ 2,500万円 ）× 20％ ＝ 286.8万円 

   ② 母からの贈与に係るもの 
        Ｘ株式  基礎控除額(※) 特別控除額 

    （ 3,000万円 －44万円－ 2,500万円 ）× 20％ ＝ 91.2万円 
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  ③ ① ＋ ② ＝ 378 万円 

  

※ 猶予税額の計算において用いられる「相続時精算課税に係る基礎控除の額」は、特定贈与者ごとの贈与税

の課税価格の合計額（この事例では、その年中においてＡが全ての特定贈与者（父及び母）から贈与を受けた

財産の価額の合計額であり、特例対象受贈非上場株式等の価額（贈与税の課税価格とみなされる金額）の合

計額ではない。）のうち特定贈与者ごとの贈与税の課税価格（この事例では、Ａが特定贈与者（父又は母）か

ら贈与を受けた財産の価額の合計額）の占める割合で、110 万円をあん分した金額となる（措置通 70 の７－

14 の２ ロ(注)２、70 の７の５－13）。 

 

 ⑶ 申告期限までに納付すべき税額 

   ⑴ － ⑵ ＝ 100万円 

 

３ なお、問の事例は「同一年中に異なる特定贈与者から同じ会社（Ｘ株式会社）の株式の贈与を受

けた場合」であるが、「同一年中に異なる特定贈与者から異なる会社の株式の贈与を受けた場合」

も、上記と同様に納税猶予分の贈与税額等の計算を行うこととなる。 

(注)  同一年中に受けた贈与について「贈与税の納税猶予の一般措置」と「贈与税の納税猶予の特例措置」の

適用を受ける非上場株式等がそれぞれある場合の猶予税額の計算については、（問３－12）参照。 
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（問３－11）複数の贈与者から贈与を受けた場合の猶予税額（暦年課税と相続時精算課税の両方に

よる場合） 

（問）子Ａは、次のとおり、父及び母からＸ株式会社の株式等を贈与により取得した。 

Ａが当該株式につき「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける場合、納税猶予分の贈

与税額（猶予税額）等はどのようになるか。 

なお、父からの贈与については相続時精算課税の適用を（過去の年分においてその適用を受

けたことはない。）、また、母からの贈与については暦年課税の適用を（税額計算は特例税率（措

置法 70の２の５）による。）、それぞれ受けることとする。 

  【取得をした資産の内訳等】 

  ① 令和７年３月１日 ：父から株式：3,000万円、現金：500万円を取得 

  ② 令和７年６月１日 ：母から株式：1,000万円を取得 

 

（答） 

猶予税額：255万円（父からの贈与：78万円、母からの贈与：177万円） 

申告期限までに納付すべき税額：100万円 

 

（解説） 

１ 同一年中に異なる者から（特例）対象受贈非上場株式等の贈与を受けた場合において、当該（特

例）対象受贈非上場株式等のうちに暦年課税の適用に係るものと相続時精算課税の適用に係るも

のとがある場合には、それぞれの適用に係る贈与により取得した株式の価額を、それぞれその年

分の贈与税の課税価格とみなし（措置法令40の８⑭、40の８の５⑮）、措置法第70条の７第２項第

５号イ及びロ又は第70条の７の５第２項第８号イ及びロの規定に基づき、納税猶予分の贈与税額

の計算を行う。 

 

２ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

 ⑴ その年中に取得した全ての財産に係る贈与税の額 

  ① 父（特定贈与者）から取得した全ての財産に係る贈与税の額（相続時精算課税） 

         Ｘ株式          現金      基礎控除額  特別控除額 

   {（ 3,000万円 ＋ 500万円 ）－110万円－ 2,500万円 } × 20％ ＝ 178万円 

   ② 母から取得した全ての財産に係る贈与税の額 （暦年課税） 

         Ｘ株式     基礎控除額 

   （ 1,000万円 － 110万円 ）× 30％ － 90万円 ＝ 177万円 

  ③ ① ＋ ② ＝ 355 万円 

  

⑵ Ｘ株式に係る納税猶予分の贈与税額 

  ① 父（特定贈与者）からの贈与に係るもの（相続時精算課税） 

         Ｘ株式   基礎控除額   特別控除額 

   （ 3,000万円 －110 万円－ 2,500万円 ）× 20％ ＝ 78万円 
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   ② 母からの贈与に係るもの （暦年課税） 
        Ｘ株式     基礎控除額 

   （ 1,000万円 － 110万円 ）× 30％ － 90万円 ＝ 177万円 

  ③ ① ＋ ② ＝ 255 万円 

  

 ⑶ 申告期限までに納付すべき税額 

   ⑴ － ⑵ ＝ 100万円 

 



 63 

（問３－12）特例措置と一般措置の適用を受ける株式がある場合の猶予税額 

（問）子Ａは、次のとおり、父からＸ株式会社の株式及び現金を、母からＹ株式会社の株式を、そ

れぞれ贈与により取得した。 

Ａが、Ｘ株式会社の株式については「贈与税の納税猶予の特例措置」を、Ｙ株式会社の株式

については「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受ける場合、納税猶予分の贈与税額（猶

予税額）等はどのようになるか。 

なお、いずれも暦年課税（税額計算は特例税率（措置法 70の２の５）による。）の適用を受

けることとする。 

  【取得をした資産の内訳等】 

  ① ×１年３月１日 ：父からＸ株式：3,000万円、現金：500万円を取得 

  ② ×１年６月１日 ：母からＹ株式：1,000万円を取得 

 

（答） 

猶予税額：1,212.5万円（Ｘ株式：1,035.5万円、Ｙ株式：177万円） 

申告期限までに納付すべき税額：567.5万円 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の特例措置」に係る納税猶予分の贈与税額は、その適用に係る特例対象受

贈非上場株式等が暦年課税の適用に係るものである場合には、措置法第 70条の７の５第２項第８

号イの規定に基づき当該特例対象受贈非上場株式等の価額をその年分の課税価格とみなして計算

した金額となる。 

また、「贈与税の納税猶予の一般措置」に係る納税猶予分の贈与税額は、その適用に係る対象受

贈非上場株式等が暦年課税の適用に係るものである場合には、措置法第 70条の７第２項第５号イ

の規定に基づき当該対象受贈非上場株式等の価額をその年分の課税価格とみなして計算した金額

となる。 

 

２ つまり、同一年中に贈与を受けた財産のうちに特例措置の適用を受ける株式と一般措置の適用

を受ける株式がある場合には、（問３－９）のように合算することなく、それぞれの措置ごとに納

税猶予分の贈与税額を計算することとなる。 

 

３ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

 ⑴ その年中に取得した全ての財産に係る贈与税の額 

      Ｘ株式（父）  現金（父）  Ｙ株式（母）   基礎控除額 

   {（3,000万円 ＋ 500万円 ＋ 1,000万円 ）－ 110万円 }×50％－415万円＝1,780万円 

 ⑵ 納税猶予分の贈与税額 

  ① Ｘ株式に係る納税猶予分の贈与税額（特例措置） 
         Ｘ株式     基礎控除額 

   （ 3,000万円 － 110万円 ）× 45％ － 265万円 ＝ 1,035.5万円 

  ② Ｙ株式に係る納税猶予分の贈与税額（一般措置） 
        Ｙ株式     基礎控除額 

   （ 1,000万円 － 110万円 ）× 30％ － 90万円 ＝ 177万円 
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 ③ ① ＋ ② ＝ 1,212.5 万円 

⑶ 申告期限までに納付すべき税額 

   ⑴ － ⑵ ＝ 567.5 万円 

 

４ なお、問の事例は暦年課税によるものであるが、同一年中に同一の特定贈与者から相続時精算

課税の適用に係る贈与により特例措置と一般措置の適用を受ける株式をそれぞれ取得した場合に

も、それぞれの措置ごとに納税猶予分の贈与税額を計算する（措置法 70 の７②五ロ、70の７の５

②八ロ）。 
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Ⅳ 非上場株式等についての相続税の納税猶予関係 

《納税猶予の適用対象となる相続の態様等》 

 

（問４－１）相続税の納税猶予の適用を受けることができる相続の態様 

（問）甲の死亡により、子Ａ及び子Ｂは、それぞれ次に掲げる株式を相続により取得した。 

これらの事例におけるＡ及びＢ（事例②はＡ）は、「相続税の納税猶予の一般措置」の適用

を受けることができるか。また、「相続税の納税猶予の特例措置」についてはどうか。 

① Ｘ株式会社の株式をＡが、Ｙ株式会社の株式をＢが取得した場合 

② Ｘ株式会社及びＹ株式会社の株式をＡが取得した場合 

③ Ｘ株式会社の株式をＡ及びＢが取得した場合 

(注) いずれの事例においてもＡ及びＢは（特例）経営承継相続人等としての要件を満たしており、また、Ｘ

株式会社及びＹ株式会社について、一般措置及び特例措置の適用を受けている者はいない。 

 

（答） 

 次のとおり。 

事例 一般措置 特例措置 

① Ａ及びＢとも適用可能 Ａ及びＢとも適用可能 

② 適用可能 適用可能 

③ Ａ又はＢのいずれか一人のみ適用可能 Ａ及びＢとも適用可能 

 

（解説） 

１ 被相続人に係る認定承継会社又は特例認定承継会社が複数ある場合の「相続税の納税猶予の一

般措置」又は「相続税の納税猶予の特例措置」の適用要件の判定は会社ごとに行うため、異なる会

社の株式をそれぞれ別の者が相続する場合（事例①）や、異なる会社の株式を同一の者が相続す

る場合（事例②）は、「相続税の納税猶予の一般措置」又は「相続税の納税猶予の特例措置」の適

用が可能な相続の態様に該当し、Ａ及びＢはこれらの措置の適用を受けることができる。 

 

２ ただし、「相続税の納税猶予の一般措置」では、認定承継会社の非上場株式等を相続等により取

得した個人のうちに経営承継相続人等としての要件を満たす者が２人以上ある場合に、その適用

を受けることができる者は、当該認定相続承継会社が定めた一の者に限られている（措置法70の

７の２②三）。 

  このため、事例③について「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けようとする場合には、

Ａ又はＢのいずれか１人しかその適用を受けることはできない。 

 

３ 他方、「相続税の納税猶予の特例措置」については、特例認定承継会社の非上場株式等を相続等

により取得した個人のうちに特例経営承継相続人等としての要件を満たす者が２人又は３人以上

ある場合には、当該特例認定承継会社が定めた２人又は３人までの者については、その適用を受

けることができることとされている（措置法70の７の６②七）。 

  したがって、同一の会社の株式を２人の者が相続する場合（事例③）も、その適用が可能な相続

の態様に該当し、Ａ及びＢはその適用を受けることができることとなる。 
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《猶予税額の計算》 

 

（問４－２）「相続税の納税猶予の特例措置」の猶予税額の計算（１）：通常の場合 

（問）甲の死亡により、その相続人である子Ａ及び子Ｂは、次のとおり財産を取得した。 

   ＡがＸ株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるとした場

合、猶予税額等はどのようになるか。 

 Ａ Ｂ 合計 

Ｘ株式 ３億円 － ３億円 

その他 ２億円 ５億円 ７億円 

合計 ５億円 ５億円 10億円 

 (注) 法定相続人はＡ及びＢの２人である。 

 

（答） 

次のとおり。 

 Ａ Ｂ 

各人の算出税額 １億 9,750万円     １億 9,750万円 

猶予税額 １億 1,062.5万円   ― 

申告期限までに納付すべき税額 8,687.5万円   １億 9,750万円 

 

（解説） 

１ 「相続税の納税猶予の特例措置」では、特例経営承継相続人等が取得した財産は特例対象非上

場株式等のみであるとして、その価額を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみ

なして（他の相続人等については、その者が取得した全ての財産の価額による。）計算した当該特

例経営承継相続人等に係る相続税額が、納税猶予分の相続税額となり（措置法 70の７の６②八）、

これと、通常の計算方法（相続人等が取得した全ての財産の価額による。）による当該特例経営承

継相続人等に係る相続税の額との差額が、当該特例経営承継相続人等が申告期限までに納付すべ

き税額となる。 

 また、特例経営承継相続人等以外の者については、相続人等が取得した全ての財産に基づき計

算した金額が、その者の相続税額となる。 

(注) 上記により計算した納税猶予分の相続税額が０となる場合には、特例措置の適用はない。以下同じ。 

 

２ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

 ⑴ Ａ及びＢが取得した全ての財産に基づくＡ及びＢの算出税額の計算  

① 課税価格の合計額 

（３億円（Ｘ株式）＋２億円（その他））【Ａの取得財産】＋５億円【Ｂの取得財産】＝10億円 

  ② 課税遺産総額 

① － 4,200万円（基礎控除※）＝ ９億 5,800万円 

※ 「3,000 万円＋法定相続人の数×600 万円」による。なお、問の事例では、法定相続人の数はＡ及びＢ

の２人であるため、基礎控除は 4,200 万円となる（以下、（問４－６）までにおいて同じ。）。 

  ③ ②の金額に基づく相続税の総額 

３億 9,500万円 

④ 各人の算出税額 

Ａ： ③ × ５億円/10億円 ＝ １億 9,750 万円 

Ｂ： ③ × ５億円/10億円 ＝ １億 9,750 万円  
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 ⑵ Ａに係る納税猶予分の相続税額（Ａが取得した財産はＸ株式のみとして計算） 

① 課税価格の合計額 

３億円【Ａの取得財産：Ｘ株式】 ＋ ５億円【Ｂの取得財産】＝ ８億円 

  ② 課税遺産総額 

① － 4,200万円（基礎控除）＝ ７億 5,800 万円 

③ ②の金額に基づく相続税の総額 

２億 9,500万円 

④ Ａに係る納税猶予分の相続税額 

③ × ３億円/８億円 ＝ １億 1,062.5万円 

 

 ⑶ 申告期限までに納付すべき税額 

   Ａ：1 億 9,750万円 － １億 1,062.5万円 ＝ 8,687.5万円 

   Ｂ：1 億 9,750万円  

 

 

（参考）特例措置において納税が猶予される相続税などの計算方法（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税価格の合計額に基づいて計算した相続税の総額のうち、特例経営承継相続人等の課税価格に対応
する相続税を計算します。

不動産 預貯金
非上場
株式等 など
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株式等

ステップ１

特例経営承継相続人等以
外の相続人等が取得した
財産の価額の合計額

特例経営承継相続人等が取得した
全ての財産の価額の合計額
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の相続税

相続税
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特例措置の適用を受け
る非上場株式等の額

相続税の計算

猶予
税額
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③

ステップ３

特例経営承継相続人等が取得した財産が特例対象非上場株式等のみであると仮定した相続税の総額のう
ち、Aに対応する特例経営承継相続人等の相続税を計算します（債務や葬式費用がある場合は、非上場株式
等以外の財産から先に控除します。） 。

ステップ２

「②の金額」が「納税が猶予される相続税」となります。
なお、「①の金額」から「納税が猶予される相続税（②の金額）」を控除

した「③の金額（納付税額）」は、相続税の申告期限までに納付する必要が
あります。

課税価格の合計額

②

①
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特例経営承継
相続人等の相
続税

Ａ特例経営承継相続人等以
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財産の価額の合計額
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（問４－３）「相続税の納税猶予の特例措置」の猶予税額の計算（２）：複数の特例認定承継会社の非

上場株式等について適用を受ける場合 

（問）甲の死亡により、その相続人である子Ａ及び子Ｂは、次のとおり財産を取得した。 

   ＡがＸ株式会社の株式及びＹ株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例措置」の適

用を受けるとした場合、猶予税額等はどのようになるか。 

 Ａ Ｂ 合計 

Ｘ株式 ２億円 ― ２億円 

Ｙ株式 １億円 ― １億円 

その他 ２億円 ５億円 ７億円 

合計 ５億円 ５億円 10億円 

 (注) 法定相続人はＡ及びＢの２人である。 

 

（答） 

次のとおり。 

 Ａ Ｂ 

各人の算出税額 １億 9,750万円 １億 9,750万円 

猶予税額 

１億 1,062.5万円  

 

 

― 

申告期限までに納付すべき税額 8,687.5万円  １億 9,750万円 

 

（解説） 

１ 「相続税の納税猶予の特例措置」に係る猶予税額等の計算については（問４－２）のとおりであ

るが、この場合に一の特例経営承継相続人等がその適用を受ける特例対象非上場株式等に係る特

例認定承継会社が２以上あるときの納税猶予分の相続税額の計算については、措置法令第 40条の

８の６第 19項及び第 20項に規定が設けられている。 

 

２ 具体的には、特例経営承継相続人等が被相続人から取得した全ての特例認定承継会社の特例対

象非上場株式等の価額の合計額を、当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなし

（他の相続人等については、その者が取得した全ての財産の価額による。）、措置法第 70条の７の

６第２項第８号の規定に基づき相続税額の計算を行う（措置法令 40の８の６⑲）。 

そして、これにより計算された金額を、特例認定承継会社の異なるものごとの特例対象非上場

株式等の価額によりあん分したものが、その異なるものごとの納税猶予分の相続税額（100円未満

の端数切捨て）となり、それぞれの納税猶予分の相続税額の合計額がその相続人等の納税猶予分

の相続税額となる（措置法令 40の８の６⑳）。 

 

３ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

 ⑴ Ａ及びＢが取得した全ての財産に基づくＡ及びＢの算出税額の計算  

① 課税価格の合計額  

Ｘ株式：  7,375 万円 
Ｙ株式：3,687.5 万円 
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（２億円（Ｘ株式）＋１億円（Ｙ株式）＋２億円（その他））【Ａの取得財産】 

＋ ５億円【Ｂの取得財産】＝ 10億円 

  ② 課税遺産総額 

① － 4,200万円（基礎控除）＝ ９億 5,800 万円 

  ③ ②の金額に基づく相続税の総額 

３億 9,500万円 

④ 各人の算出税額 

Ａ： ③ × ５億円/10億円 ＝ １億 9,750 万円 

Ｂ： ③ × ５億円/10億円 ＝ １億 9,750 万円 

  

 ⑵ Ａに係る納税猶予分の相続税額（Ａが取得した財産はＸ株式及びＹ株式のみとして計算） 

① 課税価格の合計額 

（２億円（Ｘ株式）＋１億円（Ｙ株式））【Ａの取得財産：Ｘ株式及びＹ株式】  

＋  ５億円【Ｂの取得財産】＝ ８億円 

  ② 課税遺産総額 

① － 4,200万円（基礎控除）＝ ７億 5,800 万円 

③ ②の金額に基づく相続税の総額 

２億 9,500万円 

④ Ａに係る納税猶予分の相続税額 

イ Ａに係る相続税額 

③ × ３億円/８億円 ＝ １億 1,062.5 万円 

ロ イのうち、Ｘ株式に係るもの 

  イ × ２億円/３億円 ＝ 7,375万円 

ハ イのうち、Ｙ株式に係るもの 

  イ × １億円/３億円 ＝ 3,687.5万円 

ニ 納税猶予分の贈与税額 

  ロ ＋ ハ ＝ １億 1,062.5万円 

 

 ⑶ 申告期限までに納付すべき税額 

   Ａ：１億 9,750万円 － １億 1,062.5万円 ＝ 8,687.5万円 

   Ｂ：１億 9,750万円  
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（問４－４）「相続税の納税猶予の特例措置」の猶予税額の計算（３）：特例経営承継相続人等が複数

ある場合 

（問）甲の死亡により、その相続人である子Ａ及び子Ｂは、次のとおり財産を取得した。 

   Ａ及びＢがＸ株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるとし

た場合、猶予税額等はどのようになるか。 

 Ａ Ｂ 合計 

Ｘ株式 ３億円 ２億円 ５億円 

その他 ２億円 ３億円 ５億円 

合計 ５億円 ５億円 10億円 

 (注) 法定相続人はＡ及びＢの２人である。 

 

（答） 

次のとおり。 

 Ａ Ｂ 

各人の算出税額 １億 9,750万円 １億 9,750万円 

猶予税額 １億 1,062.5万円     7,000万円 

申告期限までに納付すべき税額 8,687.5万円 １億 2,750万円 

 

（解説） 

１ 「相続税の納税猶予の特例措置」に係る猶予税額等の計算については（問４－２）のとおりであ

るが、被相続人に係る特例経営承継相続人等が２以上ある場合におけるその計算は、それぞれの

特例経営承継相続人等ごとに行うこととされている（措置通 70 の７の６－13、70 の７の２－16

の２）。 

 

２ つまり、ある特例経営承継相続人等に係る納税猶予分の相続税額の計算を行う場合には、その

者については特例対象非上場株式等の価額が相続税の課税価格とみなされるが、他の特例経営承

継相続人等に係る課税価格は、その者が取得した全ての財産の価額に基づくものとなる。 

問の事例においてＡに係る納税猶予分の相続税額の計算を行う場合には、ＡについてはＸ株式

会社の株式の価額がその相続税の課税価格とみされるが、Ｂについては、取得した全ての財産の

価額によることとなり、他方で、Ｂに係る納税猶予分の相続税額の計算を行う場合には、Ｂにつ

いてはＸ株式会社の株式の価額がその相続税の課税価格とみなされるが、Ａについては、取得し

た全ての財産の価額によることとなる。 

 

３ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

 ⑴ Ａ及びＢが取得した全ての財産に基づくＡ及びＢの算出税額の計算 

① 課税価格の合計額  

（３億円（Ｘ株式）＋２億円（その他））【Ａの取得財産】 

＋（２億円（Ｘ株式）＋３億円（その他））【Ｂの取得財産】＝ 10億円 

  ② 課税遺産総額 

① － 4,200万円（基礎控除）＝ ９億 5,800 万円 

  ③ ②の金額に基づく相続税の総額 

３億 9,500万円 



 71 

④ 各人の算出税額 

Ａ： ③ × ５億円/10億円 ＝ １億 9,750 万円 

Ｂ： ③ × ５億円/10億円 ＝ １億 9,750 万円 

  

 ⑵ 各人の納税猶予分の相続税額 

  ① Ａに係る納税猶予分の相続税額（Ａが取得した財産はＸ株式のみとして計算） 

イ 課税価格の合計額 

３億円【Ａの取得財産：Ｘ株式】 ＋ ５億円【Ｂの取得財産】＝ ８億円 

   ロ 課税遺産総額 

イ － 4,200 万円（基礎控除）＝ ７億 5,800万円 

ハ ロの金額に基づく相続税の総額 

２億 9,500万円 

ニ Ａに係る納税猶予分の相続税額 

ハ × ３億円/８億円 ＝ １億 1,062.5 万円 

  

② Ｂに係る納税猶予分の相続税額（Ｂが取得した財産はＸ株式のみとして計算） 

イ 課税価格の合計額 

５億円【Ａの取得財産】 ＋ ２億円【Ｂの取得財産：Ｘ株式】＝ ７億円 

   ロ 課税遺産総額 

イ － 4,200 万円（基礎控除）＝ ６億 5,800万円 

ハ ロの金額に基づく相続税の総額 

２億 4,500万円 

ニ Ｂに係る納税猶予分の相続税額 

ハ × ２億円/７億円 ＝ 7,000万円 

 

 ⑶ 申告期限までに納付すべき税額 

   Ａ：１億 9,750万円 － １億 1,062.5万円 ＝   8,687.5万円 

   Ｂ：１億 9,750万円 －      7,000万円 ＝ １億 2,750万円 

 

４ なお、問の事例はＡ及びＢが同じ特例認定承継会社（Ｘ株式会社）の株式を取得する場合であ

るが、相続人等が異なる特例認定承継会社の株式を取得し、それぞれの株式につき「相続税の納

税猶予の特例措置」の適用を受ける場合も、上記と同様に、特例経営承継相続人等ごとに納税猶

予分の相続税額の計算を行う。 
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（問４－５）「相続税の納税猶予の一般措置」の猶予税額の計算 

（問）甲の死亡により、その相続人である子Ａ及び子Ｂは、次のとおり財産を取得した。 

   ＡがＸ株式会社の株式について「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けるとした場

合、猶予税額等はどのようになるか。 

 Ａ Ｂ 合計 

Ｘ株式 ３億円 － ３億円 

その他 ２億円 ５億円 ７億円 

合計 ５億円 ５億円 10億円 

 (注) 法定相続人はＡ及びＢの２人である。 

 

（答） 

次のとおり。 

 Ａ Ｂ 

各人の算出税額 １億 9,750万円   １億 9,750万円 

猶予税額 91,435,700円   ― 

申告期限までに納付すべき税額 106,064,300 円   １億 9,750万円 

 

（解説） 

１ 「相続税の納税猶予の一般措置」では、経営承継相続人等が取得した財産は対象非上場株式等

のみであるとして、その価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして（他の

相続人等については、その者が取得した全ての財産の価額による。）計算した相続税額から、その

価額の 20％相当額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして（他の相続人等に

ついては、その者が取得した全ての財産の価額による。）計算した相続税額を控除した残額が、納

税猶予分の相続税額となり（措置法 70 の７の２②五）、これと、通常の計算方法（相続人等が取

得した全ての財産の価額による。）による当該経営承継相続人等に係る相続税の額との差額が、当

該経営承継相続人等が申告期限までに納付すべき税額となる。 

 また、経営承継相続人等以外の者については、相続人等が取得した全ての財産に基づき計算し

た金額が、その者の相続税額となる。 

(注) 上記により計算した納税猶予分の相続税額が０となる場合には、一般措置の適用はない。以下同じ。 

 

２ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

⑴ Ａ及びＢが取得した全ての財産に基づくＡ及びＢの算出税額の計算  

① 課税価格の合計額 

（３億円（Ｘ株式）＋２億円（その他））【Ａの取得財産】＋５億円【Ｂの取得財産】＝10億円 

  ② 課税遺産総額 

① － 4,200万円（基礎控除）＝ ９億 5,800 万円 

  ③ ②の金額に基づく相続税の総額 

３億 9,500万円 

④ 各人の算出税額 

Ａ： ③ × ５億円/10億円 ＝ １億 9,750 万円 

Ｂ： ③ × ５億円/10億円 ＝ １億 9,750 万円  
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 ⑵ Ａに係る納税猶予分の相続税額 

  ① Ａが取得した財産はＸ株式（３億円）のみとして計算 

イ 課税価格の合計額 

３億円【Ａの取得財産：Ｘ株式】 ＋  ５億円【Ｂの取得財産】＝ ８億円 

   ロ 課税遺産総額 

イ － 4,200 万円（基礎控除）＝ ７億 5,800万円 

ハ イの金額に基づく相続税の総額 

２億 9,500万円 

ニ 算出税額  

ハ  × ３億円/８億円 ＝ １億 1,062.5万円 

② Ａが取得した財産はＸ株式の 20％相当額（6,000万円）のみとして計算 

イ 課税価格の合計額 

6,000万円【Ａの取得財産：Ｘ株式の 20％】＋５億円【Ｂの取得財産】＝５億 6,000万円 

   ロ 課税遺産総額  

イ － 4,200 万円（基礎控除）＝ ５億 1,800万円 

ハ ロの金額に基づく相続税の総額 

１億 7,910万円 

ニ 算出税額 

ハ  × 6,000万円/５億 6,000万円 ＝ 19,189,285円 

  ③ Ａに係る納税猶予分の相続税額 

  ① － ② ＝ 91,435,700円（100円未満切捨て） 

 

 ⑶ 申告期限までに納付すべき税額 

   Ａ：１億 9,750万円 － 91,435,700円 ＝ 106,064,300円 

   Ｂ：１億 9,750万円  

 

３ なお、一の相続人等が複数の認定承継会社の非上場株式等について「相続税の納税猶予の一般

措置」の適用を受ける場合や複数の相続人等が異なる認定承継会社の非上場株式等についてそれ

ぞれ「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受ける場合の猶予税額の計算は、措置法令第 40条

の８の２第 17 項及び第 18 項に規定が設けられており、上記１並びに（問４－３）及び（問４－

４）に準じて計算を行うこととなる。 
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（問４－６）「相続税の納税猶予の一般措置」と「特例措置」の適用がある場合の猶予税額の計算 

（問）甲の死亡により、その相続人である子Ａ及び子Ｂは、次のとおり財産を取得した。 

   ＡがＸ株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例措置」を、また、Ｙ株式会社の株

式について「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けるとした場合、猶予税額等はどのよ

うになるのか。 

 Ａ Ｂ 合計 

Ｘ株式 ２億円 ― ２億円 

Ｙ株式 １億円 ― １億円 

その他 ２億円 ５億円 ７億円 

合計 ５億円 ５億円 10億円 

 (注) 法定相続人はＡ及びＢの２人である。 

 

（答） 

次のとおり。 

 Ａ Ｂ 

各人の算出税額 １億 9,750万円 １億 9,750万円 

猶予税額 

96,653,800 円  

 

 

― 

申告期限までに納付すべき税額 100,846,200 円  １億 9,750万円 

 

（解説） 

１ 同一の者が相続等により取得した財産のうちに、「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受け

る非上場株式等と「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受ける非上場株式等とがある場合に

は、それぞれの非上場株式等ごとに、（問４－２）及び（問４－５）に準じて納税猶予分の相続税

額を計算することとなる（措置法 70の７の２②五、70の７の６②八）。 

 

２ したがって、問の事例では、次のとおりとなる。 

 ⑴ Ａ及びＢが取得した全ての財産に基づくＡ及びＢの算出税額の計算  

① 課税価格の合計額  

（２億円（Ｘ株式）＋１億円（Ｙ株式）＋２億円（その他））【Ａの取得財産】 

＋ ５億円【Ｂの取得財産】＝ 10億円   

② 課税遺産総額 

① － 4,200万円（基礎控除）＝ ９億 5,800 万円 

  ③ ②の金額に基づく相続税の総額 

３億 9,500万円 

④ 各人の算出税額 

Ａ： ③ × ５億円/10億円 ＝ １億 9,750 万円 

Ｂ： ③ × ５億円/10億円 ＝ １億 9,750 万円 

  

Ｘ株式：7,000 万円 
Ｙ株式：26,653,800 円 
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⑵ Ａに係る納税猶予分の相続税額 

  ① Ｘ株式（特例措置）に係る納税猶予分の相続税額（Ａが取得した財産はＸ株式のみとして

計算） 

イ 課税価格の合計額 

２億円【Ａの取得財産：Ｘ株式】 ＋ ５億円【Ｂの取得財産】＝ ７億円 

   ロ 課税遺産総額 

イ － 4,200 万円（基礎控除）＝ ６億 5,800万円 

ハ ロの金額に基づく相続税の総額 

２億 4,500万円 

ニ Ｘ株式に係る納税猶予分の相続税額 

ハ × ２億円/７億円 ＝ 7,000万円 

  

② Ｙ株式（一般措置）に係る納税猶予分の相続税額 

イ Ａが取得した財産はＹ株式（１億円）のみとして計算 

(ｲ) 課税価格の合計額 

1 億円【Ａの取得財産：Ｙ株式】 ＋ ５億円【Ｂの取得財産】＝ ６億円 

    (ﾛ) 課税遺産総額 

(ｲ) － 4,200万円（基礎控除）＝ ５億 5,800万円 

(ﾊ) (ﾛ)の金額に基づく相続税の総額 

１億 9,710万円 

(ﾆ) 算出税額  

(ﾊ)  × １億円/６億円 ＝ 3,285万円 

ロ Ａが取得した財産はＹ株式の 20％相当額（2,000万円）のみとして計算 

(ｲ) 課税価格の合計額 

2,000万円【Ａの取得財産：Ｙ株式の 20％】＋５億円【Ｂの取得財産】＝５億 2,000万円 

    (ﾛ) 課税遺産総額 

(ｲ) － 4,200万円（基礎控除）＝ ４億 7,800万円 

(ﾊ) (ﾛ)の金額に基づく相続税の総額 

１億 6,110万円 

(ﾆ) 算出税額 

(ﾊ)  × 2,000万円/５億 2,000万円 ＝ 6,196,153円 

   ハ Ｙ株式に係る納税猶予分の相続税額 

     イ － ロ ＝ 26,653,800円（100円未満切捨て） 

  

③ Ａに係る納税猶予分の相続税額の合計 

  ① ＋ ② ＝ 96,653,800 円 

 

 ⑶ 申告期限までに納付すべき税額 

   Ａ：１億 9,750万円 － 96,653,800円 ＝ 100,846,200円 

   Ｂ：１億 9,750万円  
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《その他》 

 

（問４－７）代償分割があった場合 

（問）子Ａは、被相続人の全財産である土地（相続税評価額：2,000万円）とＸ株式会社の株式（相

続税評価額：１億 2,000万円）を相続し、Ｘ株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特

例措置」の適用を受けることとしている。 

   遺産分割協議の結果、Ａは、もう一人の相続人である子Ｂに対し代償財産として 7,000万円

を現金で支払っているが、この場合の相続税の課税価格の計算において、代償財産として支払

った 7,000万円はいずれの財産の価額から控除すればよいか。 

  (注) 各財産の代償分割の時における価額は上記の相続税評価額と同額である。 

 

（答） 

代償財産の価額を代償財産の交付をした者が相続等により取得したそれぞれの相続財産の価額の

割合によりあん分し、それぞれの相続財産の価額から当該あん分後の代償財産の価額を控除する方

法によることが合理的な計算方法と考えられる。 

ただし、代償財産の価額（7,000 万円）を納税猶予の適用を受けない財産（土地）の価額（2,000

万円）から優先的に控除し、その残額（5,000万円）をＸ株式会社の株式の価額（１億 2,000 万円）

から控除して差し支えない。 

 

（解説） 

１ 「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち１人又は数人が相続又は包括遺贈により

取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して

債務を負担する分割の方法をいうのであるが、代償分割の方法により遺産分割が行われ、代償財

産の交付をしている場合の当該代償財産の交付をした者に係る相続税の課税価格の計算について

は、相続税法基本通達 11 の２－９((代償分割が行われた場合の課税価格の計算))により、「相続

又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額」とし

ている。 

（参考）相続税法基本通達（抄） 

（代償分割が行われた場合の課税価格の計算） 

11 の２―９ 代償分割の方法により相続財産の全部又は一部の分割が行われた場合における法第 11 条の２第

１項又は第２項の規定による相続税の課税価格の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる

ところによるものとする。 

⑴ 代償財産の交付を受けた者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の

価額との合計額 

⑵ 代償財産の交付をした者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価

額を控除した金額 

 

２ 問の事例について、「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける者が代償財産の交付をした

者である場合も上記１と取扱いを異にする理由はないことから、同通達によることとなる。 

 

３ しかしながら、「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける者が代償財産の交付をした者で

ある場合において、相続等により取得をした財産の中に納税猶予の適用を受ける株式等とそれ以

外の財産とがあるときにおけるその適用を受ける者に係る相続税の課税価格の計算方法について
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は、代償財産として交付をした財産の価額を 

① 納税猶予の適用を受ける財産の価額から優先的に控除する方法 

② 納税猶予の適用を受ける財産以外の財産の価額から優先的に控除する方法 

③ 交付をした代償財産の価額を代償財産の交付をした者が相続等により取得をしたそれぞれの

財産の価額によりあん分し、それぞれの相続財産の価額から当該あん分後の代償財産の価額を

控除する方法 

のいずれかが考えられるが、特定の現物財産と代償財産とがひも付きになっておらず、相続財産

全体に対して代償分割が行われた場合には、それぞれの相続財産に対し代償財産の価額が均等に

混入していると考えられることから、③の方法によることが合理的であると考えられる。 

 

４ ただし、納税猶予の適用を受ける株式等とそれ以外の財産とがある場合の代償財産の価額の控

除方法について法令において定められていない以上、必ずしも③の方法でなければならないわけ

ではなく、また、納税猶予税額の計算上、納税猶予の適用を受ける財産の価額が大きい方が猶予

前の税額に対する猶予税額の割合が高くなり、申告期限までに納付すべき税額が少なくなること

からすれば、納税猶予の適用を受ける株式等以外の財産の価額から優先的に代償財産の価額を控

除（②の方法）して申告がなされてきたとしても、これを認めて差し支えない。 

 

５ 問の事例では、Ａは、被相続人の全財産である土地（相続税評価額：2,000万円）とＸ株式会社

の株式（相続税評価額：１億 2,000 万円）を相続し、もう一人の相続人であるＢに対し 7,000 万

円を代償財産として現金で支払っている。 

したがって、Ａに係る相続税の課税価格の計算に当たっては、相続により取得をした土地の価

額（2,000万円）から、代償財産として交付をした現金の額 7,000万円を優先して控除し、なお控

除しきれない 5,000万円については納税猶予の適用を受けるＸ株式会社の株式の価額（１億 2,000

万円）から控除して差し支えないこととなり、この場合には、その控除後の価額（7,000万円）を

特例対象非上場株式等の価額として、相続税額及び猶予税額の計算を行うこととなる。 
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（問４－８）納税猶予の適用を受ける非上場株式等に係る遺贈が遺留分を侵害するものとして遺留

分侵害額の支払いの請求があった場合 

（問）「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける非上場株式等に係る遺贈が遺留分を侵害す

るものとして遺留分侵害額の支払いの請求が行われた場合においてその金額が確定したとき

は、納税猶予の対象となる非上場株式等の数に異動は生じるのか。 

また、猶予税額の計算はどのように行うのか。 

 

（答） 

１ 納税猶予の対象となる非上場株式等の数について 

納税猶予の対象となる非上場株式等の遺贈が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害

額の支払いの請求についてその金額が確定した場合でも、遺贈が無効となることはないため、納

税猶予の適用を受ける非上場株式等の数に異動が生じることはない。 

 (参考) 民法における遺留分制度の見直しについて 

民法では、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、被相続人の意思にかかわ

らず、被相続人の財産から最低限の取り分を確保するものとして遺留分制度が設けられているが、この遺留分

制度について、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 72 号）第１条の規定による

民法(明治 29 年法律第 89 号)の改正により、遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずること

とされていた改正前の民法の規律が見直され、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生

ずることとされた。 

なお、改正前の民法による遺留分減殺請求が行われた場合には、物権的効力が生じ遺贈や過去の贈与が無効

となり、遺贈又は贈与されていた財産に関する権利は請求をした者に移転することとされていた。 

 

２ 猶予税額の計算について 

⑴ （問４－２）のとおり、「相続税の納税猶予の特例措置」では、納税猶予の適用に係る非上場

株式等の価額を特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして（他の相続人等につ

いては、その者が取得した全ての財産の価額による。）計算した当該特例経営承継相続人等の相

続税の額が猶予税額となる（措置法 70の７の６②八）。 

(注) 上記により計算した猶予税額と通常の計算方法（相続人等が取得した全ての財産の価額による。）により

算出された当該特例経営承継相続人等に係る相続税の額との差額が、当該特例経営承継相続人等が申告期

限までに納付すべき税額となる。 

⑵ 問の事例の猶予税額の計算については、遺留分侵害額の支払いの請求の基因となった遺贈に

係る財産が納税猶予の適用を受ける非上場株式等であることから、上記⑴の計算の基礎となる

「非上場株式等の価額」は、当該非上場株式等の相続税評価額から「遺留分侵害額に相当する

価額」を控除した価額に基づき計算することとなる（遺留分権利者である相続人に係る課税価

格は相続等により取得した現物の財産の価額と遺留分侵害額に相当する価額との合計額によ

る。）。 

また、この場合における「遺留分侵害額に相当する価額」は、相続開始の時における時価で

あることを要するが（相法 22）、その金額については、代償分割が行われた場合（相続税法基

本通達 11 の２－10）に準じて計算することとして差し支えなく、この際、遺留分侵害額の支

払いの請求の基因となった遺贈に係る財産が特定され、かつ、その財産の相続開始の時におけ

る通常の取引価額を基として当該遺留分侵害額が決定されている場合の「遺留分侵害額に相当

する価額」は、次の算式により計算した金額となる。 
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（算式） 

遺留分侵害額 × 

遺留分侵害額の支払いの請求の基因となった遺贈に係る非上場株式等の

相続開始の時における価額（相続税評価額） 

遺留分侵害額の支払いの請求の基因となった遺贈に係る非上場株式等の

遺留分侵害額の決定の基となった相続開始の時における価額（時価） 

 

（参考）計算例 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

⑴ 全ての財産の価額に基づく相続税額を計算する場合の課税価格 

① Ａ（遺留分義務者）の課税価格 

    Ｘ社株式の価額     その他の財産     遺留分侵害額に相当する価額 

２億円  ＋ 1,000万円  －    3,000万円※   ＝ １億 8,000万円 

② Ｂ（遺留分権利者）の課税価格 

       その他の財産   遺留分侵害額に相当する価額 

4,000万円 ＋  3,000万円※   ＝ 7,000万円 

  ③ 課税価格の合計額 

① ＋ ② ＝ ２億 5,000万円 

   

⑵ 猶予税額を計算する場合の課税価格 

① Ａ（遺留分義務者）の課税価格 

      Ｘ社株式の価額       遺留分侵害額に相当する価額 

２億円    －    3,000万円※   ＝ １億 7,000万円 

② Ｂ（遺留分権利者）の課税価格 

        その他の財産   遺留分侵害額に相当する価額 

4,000万円 ＋   3,000万円※    ＝ 7,000万円 

 ③ 課税価格の合計額 

① ＋ ② ＝ ２億 4,000万円 

※ 遺留分侵害額に相当する価額 ＝ 3,000万円 × 
２億円

２億円
 ＝ 3,000万円 

  

【前提】 

○ Ｘ株式会社の株式を遺贈により取得したＡに対し、その遺贈が遺留分を侵害するものとし

てＢから遺留分侵害額の支払いの請求があり、ＡはＸ株式会社の株式に係る遺留分侵害額と

して 3,000万円を支払うことが確定した。 

  なお、Ｘ株式会社の株式の相続時の相続税評価額及び遺留分侵害額の決定の基となった相

続時の価額は２億円である。 

○ 上記のほかの相続財産は 5,000万円であり、Ａが 1,000万円、Ｂが 4,000万円を取得した。 

○ ＡはＸ株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けている。 
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（問４－９）特定受贈同族会社株式等がある場合（その１）：特定受贈同族会社株式等に係る納税猶

予の適用 

（問）子Ａは、Ｘから平成 18年に甲株式会社の株式の贈与を受け、当該株式（以下「受贈株式」

という。）について平成 21 年改正前措置法第 69 条の５第 10 項の書類を提出していたが、平

成 21年度税制改正において「相続税の納税猶予の一般措置」が創設されたことから、Ｘが死

亡した際にはその適用を受けたいと考え、平成 22年１月に平成 21年改正法附則第 64条第２

項第１号に規定する書類（特定受贈同族会社株式等事前届出書）を提出した。 

このたびＸが死亡したが、ＡはＸの死亡に係る相続税において「相続税の納税猶予の一般措

置」ではなく、「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができるか。 

 

（答） 

Ａは「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることはできない。 

なお、所要の要件を満たした場合には、受贈株式について「相続税の納税猶予の一般措置」の適用

を受けることができる。 

 

（解説） 

１ 平成 21年度税制改正により創設された「相続税の納税猶予の一般措置」は、平成 20年 10月１

日以後に相続等により取得をする非上場株式等に係る相続税について適用されるのが原則である

（平成 21年改正法附則 63②）。 

ただし、平成 21年改正法（所得税法等の一部を改正する法律（平成 21年法律第 13号）をいう。

以下同じ。）附則第 64 条第１項に規定する特定事業用資産相続人等（以下「特定事業用資産相続

人等」という。）が平成 21年３月 31日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得をした同項に

規定する特定受贈同族会社株式等（以下「特定受贈同族会社株式等」という。）について平成 21年

改正前措置法（平成 21 年改正法による改正前の措置法をいう。以下同じ。）第 69 条の５第 10 項

の書類を提出し、かつ、当該特定受贈同族会社株式等に係る特定贈与者（平成 21年改正法附則第

64 条第２項に規定する特定贈与者をいう。）が平成 20 年 10 月１日以後に死亡している場合にお

いて、平成 22 年３月 31 日までに「特定受贈同族会社株式等事前届出書」を提出していることな

ど所要の要件を満たすときは、当該特定受贈同族会社株式等（平成 21年改正令（租税特別措置法

施行令等の一部を改正する政令（平成 21年政令第 108号）をいう。以下同じ。）附則第 43条第１

項の規定により選択したものに限る。以下「選択特定受贈同族会社株式等」という。）については、

措置法第 70条の７の２（相続税の納税猶予の一般措置）の規定の適用を受けることができること

とされている（平成 21年改正法附則 64②）。 

 (注)  「特定受贈同族会社株式等事前届出書」の提出については宥恕規定が設けられていないため、平成 22 年３

月 31 日までにその提出がない場合には、上記の規定の適用はない。 

 

２ したがって、「特定受贈同族会社株式等事前届出書」を提出期限までに提出したＡは、所要の要

件を満たすことで受贈株式について「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることができ

るが、平成 21年改正法附則第 64条第２項は「租税特別措置法第 70条の７の２の規定の適用を受

けることができる」と規定していることから、Ａは受贈株式について「相続税の納税猶予の特例

措置」（措置法第 70条の７の６）の適用を受けることはできない。 

 

３ なお、上記１及び２は、平成 21 年改正法附則第 64 条第６項に規定する特定受贈者（以下「特
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定受贈者」という。）が平成 20 年 12 月 31 日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得をした

同項に規定する特定同族株式等（以下「特定同族株式等」という。）について平成 21 年改正前措

置法第 70 条の３の３第１項又は第 70 条の３の４第１項の規定の適用を受ける贈与税の申告書を

提出し、かつ、当該特定同族株式等に係る特定同族株式等贈与者（平成 21 年改正法附則第 64 条

第７項に規定する特定同族株式等贈与者をいう。以下同じ。）が平成 20年 10月１日以後に死亡し

ている場合において、平成 22 年３月 31 日までに「特定同族株式等事前届出書」を提出している

ことなど所要の要件を満たすときについても同様であり、当該特定受贈者は、当該特定同族株式

等については「相続税の納税猶予の一般措置」のみ適用を受けることができる（平成 21年改正法

附則 64⑦）。 

 (注) 「特定同族株式等事前届出書」の提出については宥恕規定が設けられていないため、平成 22 年３月 31 日ま

でにその提出がない場合には、上記の規定の適用はない。 
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（問４－10）特定受贈同族会社株式等がある場合（その２）：平成 21年改正前措置法第 69条の５の

適用を受ける場合 

（問）子Ａは、Ｘから過去に甲株式会社の株式の贈与を受け、当該株式（以下「受贈株式」という。）

については、平成 21年改正前措置法第 69条の５第 10項の書類を所轄税務署長に提出してい

る。 

   このたびＸが死亡したところ、Ａは、Ｘが贈与をせずに所有していた甲株式会社の株式の残

り（以下「相続株式」という。）を相続することとなった。 

Ａは、Ｘに係る相続税の申告に当たり、当該受贈株式については平成 21年改正前措置法第

69 条の５第１項の規定の適用を受けることとしているが、この場合に、Ａは、相続株式につ

いて「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることができるか。また、「相続税の納税

猶予の特例措置」についてはどうか。 

 

（答） 

Ａは相続株式について「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることはできない。 

なお、所要の要件を満たした場合には、相続株式について「相続税の納税猶予の特例措置」の適用

を受けることができる。 

 

（解説） 

１ 平成 21年改正法附則第 64条第４項においては、「特定事業用資産相続人等が、当該特定事業用

資産相続人等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資（選択特定受贈

同族会社株式等に係る法人のものに限る。）については、当該選択特定受贈同族会社株式等につき

第２項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第 70 条の７の２の規定は適用しな

い。」と規定されている。 

 

２ したがって、特定贈与者が平成 20 年 10 月１日以後に死亡した場合で、当該特定贈与者から相

続等により取得をした非上場株式等及び平成 21 年３月 31 日以前に相続時精算課税に係る贈与に

より取得をした特定受贈同族会社株式等があるときにおいて、当該特定受贈同族会社株式等の全

部について平成 21 年改正令附則第 43 条第１項の規定による選択をしないときには、当該選択を

しない者の当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の株式等の全てについて措置法第 70 条の７

の２の規定（相続税の納税猶予の一般措置）の適用はないこととなる。 

 

３ 問の事例では、Ａは受贈株式について平成 21 年改正前措置法第 69 条の５第１項の規定の適用

を受けることとしていることから、相続株式について「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を

受けることができないこととなる。 

 他方、上記１のとおり、平成 21年改正法附則第 64条第４項は「新租税特別措置法第 70条の７

の２の規定は、適用しない」と規定していることから、Ａが所要の要件を満たした場合には、相続

株式について「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができる。 

 

４ なお、上記２及び３は、平成 21年改正法附則第 64条第６項に規定する特定受贈者が平成 20年

12 月 31 日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得をした同項に規定する特定同族株式等に

ついて平成 21年改正前措置法第 70条の３の３第１項又は第 70条の３の４第１項の規定の適用を
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受ける贈与税の申告書を提出した場合において、当該特定同族株式等に係る特定同族株式等贈与

者から相続等により取得をした当該特定同族株式等に係る会社と同一の会社の株式等についても

同様である（平成 21 年改正法附則 64⑧）。 

  すなわち、「相続税の納税猶予の一般措置」については、平成 21年改正法附則第 64条第７項の

規定に基づき当該特定同族株式等の全てについてその適用を受ける場合を除き、相続株式につい

て「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることはできないが、「相続税の納税猶予の特例

措置」については、その要件を満たすことでその適用を受けることができる。 
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Ⅴ 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例関係 

 

（問５－１）概要 

（問）子Ａは、Ｘから甲株式会社の株式の贈与を受け、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を

受けていたが、このたびⅩが死亡した。 

   この場合、Ｘの死亡に係る相続税について、どのような取扱いがされるのか。 

  (注) Ｘの死亡の時までに確定した税額はない。 

 

（答） 

Ｘの死亡により、「贈与税の納税猶予」の適用を受ける特例対象受贈非上場株式等については、Ａ

がＸから相続により取得したものとみなされ、贈与時の価額により相続税の課税対象となるが、所

要の要件を満たすことにより、当該特例対象受贈非上場株式等について「贈与者が死亡した場合の

相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができる。 

なお、Ｘの死亡により、納税が猶予されていた贈与税は免除される。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける（特例）

経営承継受贈者（経営承継受贈者又は特例経営承継受贈者をいう。以下同じ。）に係る贈与者（前

の贈与者を含む。）が死亡した場合には、当該贈与者の死亡に係る相続税については、（特例）経営

承継受贈者が（特例）対象受贈非上場株式等を当該贈与者から相続（（特例）経営承継受贈者が贈

与者の相続人以外の者である場合には、遺贈）により取得したものとみなされ、贈与（前の贈与者

の死亡の場合は前の贈与）の時（措置法第70条の７第21項（措置法第70条の７の５第20項におい

て準用する場合を含む。）の規定による免除を受けた場合には、措置法第70条の７第21項に規定す

る認可決定日）の価額により相続税の課税対象となる（措置法70の７の３、70の７の７）。 

 （注）１ 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者に（特例）対象受贈非上場株

式等の贈与をした者をいう（措置法70の７の３②、70の７の７②、措置法令40の８の３、40の８の７②）。 

イ 贈与者に対する措置法第70条の７第１項又は第70条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与が、措置

法第70条の７第15項第３号（措置法第70条の７の５第11項において準用する場合を含む。）の贈与（免

除対象贈与）である場合 免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第70条の７第１項又は第70条の７

の５第１項の規定の適用を受けた者 

ロ  イに掲げる場合以外の場合 贈与者 

    ２ 「前の贈与」とは、(注)１のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者に対する当該（特

例）対象受贈非上場株式等の贈与をいう。 

 

２ この際、（特例）認定贈与承継会社について都道府県知事の「円滑化法の確認」（円滑化省令13①

～⑤）を受けるなど所要の要件を満たしたときは、 

⑴ 「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けていた経営承継受贈者は、当該対象受贈非上

場株式等（相続開始の時における発行済株式又は出資（議決権に制限のないものに限る。）の総

数又は総額の３分に２に達するまでの部分として措置法令第40条の８の４第１項に定める部分

に限る。）について「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を、また 

⑵ 「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けていた特例経営承継受贈者は、当該特例対象

受贈非上場株式等について「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を、 

それぞれ受けることができる。 

 

３ なお、贈与者の死亡により、納税が猶予されていた贈与税は免除されることとなる（措置法70

の７⑮二、70の７の５⑪）。 
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（問５－２）相続税の課税価格に算入される（特例）対象受贈非上場株式等の価額等（１）：贈与者

の相続の開始前に譲渡等があった場合 

（問）子Ａは、Ｘから甲株式会社の株式（10,000株）の贈与を受け、「贈与税の納税猶予の特例措

置」の適用を受けたが、特例経営贈与承継期間経過後に、その一部（4,000株）について譲渡

をした。 

このたびＸが死亡したが、この場合に、Ａが「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の

特例措置」（措置法 70の７の８）の適用を受けることができる甲株式会社の株式の数及び相続

税の課税価格の計算の基礎に算入される価額はいくらか。 

  ・ 甲株式会社の株式の贈与時の価額      4,000万円（＠4,000 円） 

  ・ 贈与時における納税猶予税額             1,530万円 

  ・ 相続開始直前における猶予中贈与税額      918万円 

   (注)  贈与税額の計算は特例税率（措置法 70 の２の５）による。 

 

（答） 

 次のとおり。 

① 「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができる甲株式

会社の株式数：6,000 株 

② 相続税の課税価格の計算の基礎に算入される株式の価額：2,400万円 

 

（解説） 

１ （問５－１）のとおり、「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」

の適用を受ける（特例）経営承継受贈者に係る贈与者（前の贈与者を含む。）が死亡した場合には、

当該贈与者の死亡に係る相続税については、当該（特例）経営承継受贈者が当該贈与者から（特

例）対象受贈非上場株式等を相続等により取得したものとみなされ、原則として贈与時の価額に

より相続税の課税対象となるが（措置法70の７の３、70の７の７）、この際、一定の要件を満たし

たときには、当該（特例）対象受贈非上場株式等(注)について「贈与者が死亡した場合の相続税の

納税猶予の一般措置」又は「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受

けることができる。 

 (注) 「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」については、認定相続承継会社の相続開始の時に

おける発行済株式又は出資（議決権に制限のないものに限る。）の総数又は総額の３分の２に達するまでの部

分として措置法令第40条の８の４第１項に定める部分に限られる。 

 

２ なお、措置法第 70 条の７の３又は第 70 条の７の７の規定により相続等により取得したものと

みなされる（特例）対象受贈非上場株式等は、猶予中贈与税額に対応する部分に限られており、

（特例）対象受贈非上場株式等の譲渡等により納税猶予に係る期限が確定した場合には、その譲

渡等した株式等については、これらの規定は適用されないこととなる。 

 

３ 問の事例では、Ａは「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けた甲株式会社の株式10,000

株のうち4,000株を特例経営贈与承継期間経過後に譲渡していることから、Ｘの相続開始時に納税

猶予の適用を受けていた6,000株が相続等により取得をしたものとみなされることとなり、当該株

式について「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができ

ることとなる。 
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４ また、この場合の相続税の課税価格の計算の基礎に算入される甲株式会社の株式の価額は、次

の算式のとおり、2,400万円となる（措置通70の７の７－１）。 

 （算式） 

  4,000万円※１ × 
918万円※２

1,530万円※３
 ＝ 2,400万円 

  ※１ 特例対象受贈非上場株式等の贈与時の価額。甲株式会社の株式の価額は、相続税法の規定でなく措置法の

規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入されるため、相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除し

ない（措置通70の７の７－１）。相続税法第19条の規定による100万円の控除も同様。問５－６までにおいて

同じ。 

２ 相続開始の時における猶予中贈与税額 

３ 特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額（当初の納税猶予税額） 
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（問５－３）相続税の課税価格に算入される（特例）対象受贈非上場株式等の価額等（２）：贈与者

の相続の開始前に合併により（特例）認定贈与承継会社が消滅している場合 

（問）子ＡはＸから贈与により取得した甲株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措

置」の適用を受けていたが、特例経営贈与承継期間経過後に甲株式会社は乙株式会社により吸

収合併され、消滅した。 

なお、Ａは、当該吸収合併に際し乙株式会社から乙株式会社の株式 5,000株と金銭の交付を

受け、当該株式について引き続き納税猶予の適用を受けている。 

   このたびＸが死亡したが、この場合に「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措

置」の対象となる乙株式会社の株式の数及び相続税の課税価格の計算の基礎に算入される価

額はいくらか。 

  ・ 甲株式会社の株式の贈与時の価額     4,000万円（＠4,000円） 

・ 贈与時における納税猶予税額           1,530万円 

(注)１ 吸収合併に際し、吸収合併存続会社である乙株式会社は、消滅する甲株式会社の全ての株主に対し

総額 1,000 万円を金銭で支払っている。 

２ 甲株式会社の合併前純資産額は、２億 4,000 万円である。 

３ 贈与税額の計算は特例税率（措置法 70 の２の５）による。 

 

（答） 

 次のとおり。 

① 「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができる乙株式

会社の株式数：5,000 株 

② 相続税の課税価格の計算の基礎に算入される株式の価額：38,333,333円 

  

（解説） 

１ （問５－１）のとおり、「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」

の適用を受ける（特例）経営承継受贈者に係る贈与者（前の贈与者を含む。）が死亡した場合には、

当該贈与者の死亡に係る相続税については、当該（特例）経営承継受贈者が当該贈与者から（特

例）対象受贈非上場株式等を相続等により取得したものとみなされ、原則として贈与時の価額に

より相続税の課税対象となるが（措置法70の７の３、70の７の７）、この際、一定の要件を満たし

たときには、当該（特例）対象受贈非上場株式等(注)について「贈与者が死亡した場合の相続税の

納税猶予の一般措置」又は「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受

けることができる。 

 (注) 「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」については、認定相続承継会社の相続開始の時に

おける発行済株式又は出資（議決権に制限のないものに限る。）の総数又は総額の３分の２に達するまでの部

分として措置法令第40条の８の４第１項に定める部分に限られる。 

 

２ なお、措置法第 70 条の７の３又は第 70 条の７の７の規定により相続等により取得したものと

みなされる（特例）対象受贈非上場株式等については、（特例）対象受贈非上場株式等に係る（特

例）認定贈与承継会社が次に掲げる場合に該当する場合には、当該（特例）対象受贈非上場株式等

に相当するものとしてそれぞれに定めるものとされている（措置法 70 の７の３①、70 の７の７

①、措置法規則 23の 11①、23の 12の４①）。 

 ⑴ （特例）認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により（特例）経営承継受贈

者が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社の株式等 



 88 

⑵ （特例）認定贈与承継会社が株式交換等（株式交換又は株式移転をいう。以下同じ。）により

他の会社の株式交換完全子会社等（会社法第 768 条第１項第１号に規定する株式交換完全子会

社又は同法第 773条第１項第５号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。）となった

場合 （特例）経営承継受贈者が取得をした当該他の会社の株式等 

⑶ （特例）認定贈与承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該

（特例）対象受贈非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより（特

例）経営承継受贈者が取得をした当該（特例）対象受贈非上場株式等に対応する株式 

 

３ 問の事例では、特例認定贈与承継会社である甲株式会社は、Ⅹの相続開始前に乙株式会社によ

り吸収合併され消滅しているところ、上記２⑴のとおり、当該合併によりＡが取得をした当該合

併により存続する会社である乙株式会社の株式5,000株を相続等により取得をしたものとみなさ

れることとなり、当該株式について「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の

適用を受けることができる。 

 

４ またこの場合に相続税の課税価格の計算の基礎に算入される特例対象受贈非上場株式等である

乙株式会社の株式の価額は、合併により納税の猶予に係る期限が確定した贈与税額に係る部分は

除かれることから（措置法70の７の３①）、次のとおり、38,333,333円となる。 

 ① 合併時における確定税額の計算（措置通70の７－29⑵、70の７の５－14） 

    1,530万円 × 
1,000万円

２億4,000万円
 ＝ 637,500円（確定税額） 

② 相続税の課税価格の計算の基礎に算入される乙株式会社の株式の価額（措置通70の７の７－

１） 

   4,000万円※１ × 
14,662,500円※２

1,530万円※３
 ＝ 38,333,333円 

  ※１ 特例対象受贈非上場株式等の贈与時の価額 

２ 相続開始の時における猶予中贈与税額：1,530万円 － 637,500円 ＝ 14,662,500円 

３ 特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額（当初の納税猶予税額） 
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（問５－４）相続税の課税価格に算入される（特例）対象受贈非上場株式等の価額等（３）：遺留分

侵害額の支払いの請求があった場合 

（問）子Ａは、母から贈与により取得をしたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例

措置」の適用を受けていたが、このたび母が死亡したところ、子Ｂから当該贈与が遺留分を侵

害するものとして遺留分侵害額の支払いの請求を受けた。 

その後、遺留分侵害額が確定したが、この場合、措置法第 70条の７の７の規定により母か

ら相続により取得したものとみなされるＸ株式会社の株式の数に異動は生じるのか。 

   また、相続税の課税価格に算入されるＸ株式会社の株式の価額はどのようになるのか。 

   なお、母の相続開始前に納税猶予の期限が確定した税額はない。 

 

（答） 

１ 相続により取得したものとみなされる非上場株式等の数について 

（問５－１）のとおり、「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」

の適用に係る贈与者が死亡した場合には、（特例）経営承継受贈者が当該贈与者から納税猶予の適

用を受ける非上場株式等を相続等により取得したものとみなされ相続税の課税対象となるが（措

置法 70の７の３、70 の７の７）、納税猶予の対象となる非上場株式等の贈与が遺留分を侵害する

ものとして行われた遺留分侵害額の支払いの請求についてその額が確定した場合でも、その贈与

が無効となることはないため、相続等により取得したものとみなされる非上場株式等の数に異動

が生じることはない。 

 (注) 民法における遺留分制度の見直しについては、（問４－８）を参照。 

 

２ 相続税の課税価格の計算の基礎に算入される非上場株式等の価額について 

  （問５－１）のとおり、「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」

の適用に係る贈与者が死亡した場合において相続税の課税価格の計算の基礎に算入される非上場

株式等の価額は、原則として「贈与の時における価額」によることとなるが（措置法 70の７の３、

70 の７の７）、その贈与が遺留分を侵害するものとして遺留分侵害額の支払いの請求を受けたこ

とから、その請求の基因となった贈与に係る非上場株式等の贈与の時における相続税評価額から

「遺留分侵害額に相当する価額」を控除した金額が、当該非上場株式等の「贈与の時における価

額」となる。 

  なお、この場合における「遺留分侵害額に相当する価額」は、次の算式により計算した金額となる。 

（算式） 

遺留分侵害額 × 

遺留分侵害額の支払いの請求の基因となった贈与に係る財産の贈与の

時における価額（相続税評価額） 

遺留分侵害額の支払いの請求の基因となった贈与に係る財産の遺留分

侵害額の決定の基となった相続開始の時における価額（時価） 

(注)１ 共同相続人及び包括受遺者（遺留分義務者を含む。）の全員の協議に基づいて、上記の方法に準じた

方法又は他の合理的と認められる方法によりその遺留分侵害額に相当する価額を計算して申告する場

合は、その申告した額として差し支えない。 

  ２ 遺留分権利者は「遺留分侵害額に相当する価額」がその相続税の課税価格に加算されるが、この場

合における「遺留分侵害額に相当する価額」は、上記算式中の分子を当該贈与に係る財産の相続開始

の時における相続税評価額として算定することとなる。 
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（問５－５）非上場株式等の贈与が相続時精算課税の適用に係る贈与である場合において贈与者が

死亡したときの取扱い（１）：確定税額がある場合 

（問）子Ａは、令和５年中にＸから相続時精算課税の適用に係る贈与により甲株式会社の株式

1,000株（贈与時の価額：１億円）を取得し、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けた

（猶予税額：1,500万円）。 

   なお、Ａは特例経営贈与承継期間経過後に甲社株式 200株（贈与時の価額：2,000万円）を

譲渡したため、猶予税額のうち 300万円について納税猶予の期限が到来し、これを納付してい

る。 

このたびＸが死亡したが、Ｘの死亡に係る相続税において現に納税猶予の適用を受けてい

る甲社株式 800株及び譲渡をした甲社株式 200株は、それぞれどのように取り扱われるのか。 

  (注) Ａは、Ｘの死亡に当たり、相続により財産を取得していない。 

 

（答） 

１ 現に納税猶予の適用を受けている甲社株式（800株） 

当該株式については、措置法第70条の７の７第１項の規定により、ＡがＸから相続により取得

したものとみなされ、贈与時の価額（8,000万円）により相続税の課税対象となる。 

なお、当該株式については、所要の要件を満たした場合には、「贈与者が死亡した場合の相続税

の納税猶予の特例措置」の適用対象となる。 

 

２ 譲渡をした甲社株式（200株） 

  当該株式については、相続税法第21条の16の規定により、ＡがＸから相続により取得したもの

とみなされ、贈与時の価額（2,000万円）により相続税の課税対象となる。 

  また、納税猶予の期限が到来した贈与税額（300万円）は相続税額から控除され、控除しきれな

かった金額については申告書の提出によりその還付を受けることができる。 

   

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る贈与者が死

亡した場合（措置法第70条の７の３第２項又は第70条の７の７第２項の規定の適用がある場合を

除く。）には、それまで納税の猶予を受けていた贈与税は免除され（措置法70の７⑮二、70の７の

５⑪）、その免除を受けた納税猶予税額に係る（特例）対象受贈非上場株式等は（特例）経営承継

受贈者が当該贈与者から相続（当該（特例）経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者であ

る場合には、遺贈）により取得したものとみなされ、相続税が課税されることとなる（措置法70の

７の３①、70の７の７①）。 

  また、この際、一定の要件を満たしたときには、当該（特例）対象受贈非上場株式等(注)につい

て「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」又は「贈与者が死亡した場合の相続

税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができる。 

 (注) 「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」については、認定相続承継会社の相続開始の時に

おける発行済株式又は出資（議決権に制限のないものに限る。）の総数又は総額の３分の２に達するまでの部

分として措置法令第40条の８の４第１項に定める部分に限られる。 

 

２ ただし、これらの措置の適用がある（特例）対象受贈非上場株式等は猶予中贈与税額に対応す

る部分、すなわち当該贈与者の死亡の時において措置法第70条の７第１項又は第70条の７の５第
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１項の規定の適用を受けているものに限られるのであって、当該贈与者の死亡の日前にその全部

又は一部について納税猶予に係る期限が確定した贈与税に対応する（特例）対象受贈非上場株式

等については、措置法第70条の７の３第１項又は第70条の７の７第１項の規定は適用されない。 

 

３ もっとも、相続時精算課税適用者に係る贈与者（特定贈与者）が死亡した場合において、特定贈

与者から相続等により財産を取得したときは、相続税法第21条の15の規定により当該特定贈与者

からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものの価額（令和６年１月１日

以後の贈与により取得した財産については、基礎控除後の金額）を相続税の課税価格に加算し、

また特定贈与者から相続等により財産を取得しなかったときは、同法第21条の16の規定により当

該特定贈与者からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを当該特定贈

与者から相続（当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、

遺贈）により取得したものとみなして（当該財産が令和６年１月１日以後の贈与により取得した

ものである場合には、当該財産の価額から基礎控除の額を控除した残額を相続税の課税価格に算

入）、それぞれ相続税の計算をすることとされている。 

(注) 特定贈与者からの贈与により取得した財産であっても、当該特定贈与者の死亡により措置法第70条の７第

15項第２号（措置法第70条の７の５第11項において準用する場合を含む。）の規定により免除された猶予中贈

与税額に対応する（特例）対象受贈非上場株式等については、相続税法第21条の14から第21条の16までの規定

は適用しないこととされており（措置法70の７⑬九、70の７の５⑩）、上記１の措置法第70条の７の３又は第

70条の７の７の規定のみが適用されることになる。 

 

４ したがって、納税猶予の適用に係る贈与者が死亡した場合において、当該贈与者の死亡の日前

に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部について納税猶予の期限が確定しているときにお

ける当該期限の確定に係る（特例）対象受贈非上場株式等は、相続税法第21条の15又は第21条の

16の規定により、贈与の時における価額（令和６年１月１日以後の贈与により取得した財産につ

いては、基礎控除後の金額）で相続税が課税されることになる。 

  この場合、当該納税猶予の期限の確定した贈与税については相続税から控除され（相法21の16

③、21の16④）、控除しきれなかった金額については申告書の提出によりその還付を受けることが

できる（相法33の２）。 
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（問５－６）非上場株式等の贈与が相続時精算課税の適用に係る贈与である場合において贈与者が

死亡したときの取扱い（２）：免除税額がある場合 

（問）子Ａは、令和５年中にＸから相続時精算課税の適用に係る贈与により甲株式会社の株式

1,000株（贈与時の価額：１億円）を取得し、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けた

（猶予税額：1,500 万円）が、特例経営贈与承継期間経過後に甲株式会社の事業の継続が困難

となったことから、当該株式の全てを 8,000万円で譲渡した。 

Ａは、当該譲渡に当たり措置法第 70条の７の５第 12項の規定による免除（差額免除）の適

用を受け、猶予税額 1,500万円のうち、譲渡対価により計算した猶予税額 1,100万円と直前配

当に相当する 100 万円の合計 1,200万円を納付し、差額の 300万円は免除された。 

   このたび、Ｘが死亡したが、Ｘの死亡に係る相続税において当該株式はどのように取り扱わ

れるのか。 

  (注)  Ａは、Ｘの死亡に当たり、相続により財産を取得している。 

 

（答） 

当該株式については、措置法第 70 条の７の５第 12 項の規定による免除を受けた猶予税額に対応

する部分（1,500万円※）を除き、相続税法第 21 条の 15の規定に基づき、贈与時の価額（１億円－

1,500万円＝8,500万円）により、相続税の課税対象となる。 

また、納税猶予の期限が到来した贈与税額（1,200万円）は相続税額から控除され、控除しきれな

かった金額については申告書の提出によりその還付を受けることができる。 

 ※  （１億円－8,000万円）× 
300 万円

300 万円＋100 万円
  ＝ 1,500万円 

 

（解説） 

１ （問５－５）のとおり、「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」

の適用に係る（特例）対象受贈非上場株式等の贈与が相続時精算課税の適用に係る贈与である場

合において、当該贈与に係る贈与者（特定贈与者）が死亡したときは、現に納税猶予の適用を受け

ていない株式については、相続税法第 21 条の 15 又は第 21 条の 16 の規定により、贈与の時にお

ける価額（令和６年１月１日以後の贈与により取得した財産については、基礎控除後の金額）に

より相続税の課税対象となる。 

 

２ ただし、措置法第 70 条の７第 13 項第９号（措置法第 70 条の７の５第 10 項において準用する

場合を含む。）は、（特例）経営承継受贈者が措置法第 70条の７第 15項、第 16項若しくは第 21

項の規定（これらの規定を措置法第 70条の７の５第 11項又は第 20項において準用する場合を含

む。）又は措置法第 70 条の７の５第 12項から第 14項までの規定により猶予税額の免除を受けて

いる場合には、（特例）対象受贈非上場株式等のうちその免除を受けた猶予税額に対応する部分

については相続税法第 21 条の 14 から第 21 条の 16 までの規定は適用しない旨規定しており、当

該部分については相続税の課税対象とならないこととなる。 

 

３ そして、措置法第 70 条の７の５第 12 項の規定による免除（差額免除）の適用を受けた場合の

「特例対象受贈非上場株式等のうち免除を受けた猶予税額に対応する部分」は、次の算式により
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計算した金額に相当する部分が該当することとなる（措置通 70の７の５－23⑴）。 

 （算式） 

（Ａ－Ｂ）×
Ｃ

Ｃ＋Ｄ
 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝当該特例対象受贈非上場株式等の贈与時の価額 

Ｂ＝当該特例対象受贈非上場株式等の同条第12項第１号イの譲渡等の対価の額、同項第２号イの合併対

価の額、同項第３号イの交換等対価の額又は同項第４号イの解散の直前における当該特例対象受贈非

上場株式等の時価に相当する金額（当該譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額が、同

項第１号イ、第２号イ又は第３号イに規定する当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額

の２分の１以下である場合には、当該２分の１に相当する金額） 

Ｃ＝措置法第70条の７の５第12項又は第13項の規定により免除された贈与税の額 

Ｄ＝措置法第70条の７の５第12項各号ロに掲げる金額（直前配当等の額） 

    ２ 「差額免除」については、（問８－８）を参照。 

    

４ したがって、問の事例における甲株式会社の株式については、措置法第 70 条の７の５第 12 項

の規定による免除を受けた猶予税額に対応する部分（1,500万円）を除き、相続税法第 21条の 15

の規定に基づき、贈与時の価額（１億円－1,500万円＝8,500万円）により、相続税の課税対象と

なる。 

  また、納税猶予の期限が到来した贈与税額（1,200万円）は相続税額から控除され、控除しきれ

なかった金額については申告書の提出によりその還付を受けることができる。 

   

 

（参考）相続税の課税対象とされない部分のイメージ（問の事例の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【譲渡価額】
8,000万円

【贈与時】

１億円

【譲渡時】

【猶予税額】
1,500万円 1,100万円 納付：1,200万円

免除：300万円

相続税
評価額

8,000万円

【相続時】

1,500万円

100万円

相続財産
に加算

免除税額
対応分

納付税額
対応分

相続税額
から控除

加算なし

再計算
税額

【措70の７の５⑩】

【相21の15等】

500万円

直前配当等



 94 

（問５－７）「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」に係る適用期限の有無 

（問）Ａは、甲（父）からＸ株式会社の株式の贈与を受け、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受けている。 

   この措置の適用を受けた場合、贈与者である甲が死亡したときは、当該株式はＡが甲から相

続により取得したものとみなされ、一定の要件を満たすことで「贈与者が死亡した場合の相続

税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができるが、この場合の相続は、「相続税の納

税猶予の特例措置」と同様に「平成 30年１月１日から令和９年 12月 31日まで」のものに限

られるのか。 

 

（答） 

「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」については、適用期限は設けられてい

ない。 

 

（解説） 

１ 「相続税の納税猶予の特例措置」では、措置法第70条の７の６第１項において、その対象となる

相続等について、原則として、平成30年１月１日から令和９年12月31日までの間のものに限る旨

規定しているが、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」について規定している

措置法第70条の７の８には、このような規定は設けられていない。 

 

２ したがって、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」に係る相続には期間制限

はないこととなる。 

 

３ なお、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用に当たっては、円滑化省

令第13条第１項の規定による都道府県知事の確認を受ける必要があるが（措置法70の７の８⑤三、

措置法規則23の12の５⑬）、「特例承継計画」を再度、都道府県知事に提出するといったことは不

要である。 
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（問５－８）「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」に係る限度数要件 

（問）次の場合、子Ａは甲株式会社の株式のうち何株について「贈与者が死亡した場合の相続税の

納税猶予の一般措置」（措置法 70の７の４）の適用を受けることができるのか。 

① ×１年９月、ＡはＸからの贈与により甲株式会社の株式 8,000株を取得。なお、当該贈与

の直前においてＡは甲株式会社の株式 2,000株を有していた。 

   （注） ＡはＸから贈与を受けた甲株式会社の株式の全てについて「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用

を受けた。 

  ② ×７年 11月、Ａは、甲株式会社の株式 3,000株を譲渡 

  ③ ×８年 12月、Ａは、Ｙから相続により甲株式会社の株式 4,000株を取得 

④ ×12年７月、Ｘが死亡。 

・ Ｘの相続の開始の直前にＡが有していた甲株式会社の株式数：11,000株 

   ・ Ｘの相続の開始の時における甲株式会社の発行済株式総数（議決権に制限のないもの） 

：15,000株 

 

（答） 

Ａは、Ｘの相続の開始の時に有していた対象受贈非上場株式等である甲株式会社の株式 7,000株

の全てについて「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることがで

きる。 

  

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用に係る贈与者が死亡した場合、その適用を受ける対象

受贈非上場株式等は経営承継受贈者が相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象

となるが（措置法 70 の７の３）、一定の要件を満たした場合には、その対象受贈非上場株式等に

ついて「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることができる。  

なお、その適用対象となる対象受贈非上場株式等の数等については一定の限度が設けられてお

り、具体的には次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める算式により算出された株式の数

又は出資の金額に達するまでとされている（措置法 70の７の４①、措置法令 40の８の４①）。 

⑴ 当該対象受贈非上場株式等の贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた認

定相続承継会社の非上場株式等（議決権に制限のないものに限る。以下（問６－３）において同

じ。）がある場合 

  ・・・ Ａ × 
２

３
 － Ｂ 

⑵ 当該対象受贈非上場株式等の贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた認

定相続承継会社の非上場株式等がない場合 

・・・ Ａ × 
２

３
 

(注)１ Ａは、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資（議決権に制限のない株

式等に限る。）の総数又は総額 

Ｂは、当該経営相続承継受贈者が当該贈与の直前において有していた当該認定相続承継会社の非上場株

式等の数等（当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の

株式等の併合があったことその他の措置法規則第 23 条の 12 第１項に定める事由により当該対象受贈非上

場株式等の数等が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数等に換算した数等） 



 96 

   ２ 認定相続承継会社が２以上ある場合の上記の判定は、それぞれの認定相続承継会社ごとに行う。 

   ３ 上記１の⑴又は⑵により計算された「Ａ × 
２

３
 」の数等に１株又は１円未満の端数がある場合には、そ

の端数は切り上げる（措置法令 40 の８の４①）。  

 

２ 問の事例のＡは、Ｘからの贈与の直前に甲株式会社の株式を 2,000 株有しており、上記１⑴の

場合に該当することから、Ａが「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用

を受けることができる株式の限度数は、次の算式のとおり 8,000株となる。 

  15,000株（相続の開始の時における甲株式会社の発行済株式総数）× 
２

３
 － 2,000 株 ＝ 8,000株  

 (注) ×１年９月のＸからの贈与後に、ＡがＹから相続により取得をした甲株式会社の株式の数は、上記の限度数

の算定に当たり、考慮する必要はない。 

 

３ また、Ａは、×７年 11月に甲株式会社の株式 3,000株を譲渡しているが、この場合には、措置

法令第 40条の８第 62 項の規定により、対象受贈非上場株式等以外の株式（2,000株）から譲渡し

たものとみなされることから、Ｘの相続の開始の時に有していた対象受贈非上場株式等の数は

7,000株（＝8,000株－（3,000株－2,000株））となる。 

   

４ したがって、Ａは、Ｘの相続の開始の時に有していた対象受贈非上場株式等である甲株式会社

の株式 7,000 株の全てについて「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用

を受けることができる。 
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Ⅵ 一般措置と特例措置の適用関係 

 

（問６－１）一般措置の適用を受けている者が同一の会社の株式を取得した場合の適用措置 

（問）Ａは、父（甲）からＸ株式会社の株式の贈与を受け、「贈与税の納税猶予の一般措置」の適

用を受けているが、このたび、母（乙）からもＸ株式会社の株式の贈与を受けることとなっ

た。 

乙からの贈与は経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書の提出期限が到来するも

のであるが、Ａは当該贈与について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることが

できるか。 

 

（答） 

 Ａは、乙からの贈与について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることはできない。 

 なお、所要の要件を満たした場合には「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることがで

きる。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用対象となる特例経営承継受贈者は、その会社の非上場

株式等について「贈与税の納税猶予の一般措置」（措置法 70 の７）、「相続税の納税猶予の一般措

置」（措置法 70の７の２）又は「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」（措置法

70の７の４）の適用を受けていないことが要件とされている（措置法 70の７の５②六ト）。 

   

２ したがって、Ｘ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けている

Ａは、乙からの贈与について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることはできない。 

 

３ なお、乙からの贈与は経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書の提出期限が到来する贈

与であることから、Ａは所要の要件を満たすことで「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受

けることができる。 

 

(注)１ その会社の非上場株式等について一般措置の適用を受けていないことが要件とされるのは、「相続税の納税

猶予の特例措置」の適用対象となる特例経営承継相続人等についても同様である（措置法 70 の７の６②七ホ）。 

２ 特例措置の適用を受けている者が、その適用に係る会社の非上場株式等を贈与又は相続等により取得した場

合、その者は当該非上場株式等について一般措置の適用を受けることはできない（措置法 70 の７②三ト、70

の７の２②三ホ） 
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（問６－２）一般措置の適用を受けている者から免除対象贈与を受けた場合の適用措置 

（問）甲はＸ株式会社の株式の贈与を受け、「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けていた

が、このたび、経営贈与承継期間が経過したことから、後継者である乙に当該株式を贈与し、

猶予税額の免除を受けることとした。 

この場合に贈与を受けた乙は、贈与者である甲が「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用

を受けているため、「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用しか受けることができないのか。 

 

（答） 

 乙は、甲からの贈与について「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措

置」の適用を受けることができる。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けている経営承継受贈者は、経営贈与承継期間の

末日の翌日以後に措置法第 70 条の７第１項の規定の適用を受ける対象受贈非上場株式等につい

て一定の贈与（以下「免除対象贈与」という。）をした場合等には、その贈与をした対象受贈非上

場株式等に対応する贈与税の免除を受けることができる（措置法 70の７⑮三）。 

 

２ そして、この免除対象贈与は、「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用に係る贈与だけでなく、

「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る贈与も対象とされている（同号）。 

 

３ したがって、乙は所要の要件を満たすことで、甲からの贈与について「贈与税の納税猶予の特

例措置」の適用を受けることもできる。 

 

４ なお、他の一般措置（措置法 70の７の２、70の７の４）の適用を受けている者が免除対象贈与

を行う場合、また、特例措置（措置法 70 の７の５、70 の７の６、70 の７の８）の適用を受けて

いる者が免除対象贈与を行う場合についても、上記と同様に「贈与税の納税猶予の一般措置」又

は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る贈与によることができる（措置法 70の７の２⑯

二、70の７の４⑫、70の７の５⑪、70の７の６⑫、70の７の８⑪）。 
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（問６－３）「贈与税の納税猶予の一般措置」に係る贈与者が行う残株の贈与についての特例措置の

適用の可否 

（問）甲は、Ｘ株式会社の全株式（全て議決権に制限のない株式に該当する。）を有していたとこ

ろ、そのうちの３分の２を乙（子）に贈与し、乙は「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用

を受けている。 

甲が残り３分の１のＸ株式会社の株式を、①乙に贈与した場合、又は②丙（子）に贈与し

た場合に、乙又は丙は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができるか。 

  (注) 一般措置の対象となる株式等については、発行済株式等の総数又は総額の３分の２までという上限が

ある。 

 

（答） 

 いずれの場合も「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることはできない。 

  

（解説） 

１ 乙が贈与を受けた場合 

⑴ 「贈与税の納税猶予の特例措置」に係る特例経営承継受贈者については、特例認定贈与承継

会社の非上場株式等について、「贈与税の納税猶予の一般措置」、「相続税の納税猶予の一般措置」

又は「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けていないことがそ

の要件の一つとされている（措置法 70の７の５②六ト）。 

 

⑵ 問の事例の乙は、Ｘ株式会社の株式につき「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けて

いるため、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受けることはできない。 

(注) 「贈与税の納税猶予の一般措置」については、認定贈与承継会社の非上場株式等について既にその適用

に係る贈与をしている者は、その対象となる贈与者から除かれているため、乙は「贈与税の納税猶予の一

般措置」の適用を受けることもできない。 

 

２ 丙が贈与を受けた場合 

⑴ 丙は乙と異なり、Ｘ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受け

ていないことから、上記１⑴の場合には該当しない。 

ただし、「贈与税の納税猶予の特例措置」に係る特例贈与者については、贈与の直前において、

その有する特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、その者の特別関係者（当

該特例認定贈与承継会社の特例経営承継受贈者となる者を除く。）のうちいずれの者が有する当

該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないことがその要件の一つとされている（措置法

70 の７の５①、措置法令 40 の８の５①一ロ）。 

 

⑵ 問の事例では、乙がＸ株式会社の議決権の３分の２を有しており、甲の有する議決権の３分

の１を上回るため、甲は特例贈与者の要件を満たさず、丙は甲から贈与されたＸ株式会社の株

式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることはできない。 

  (注) 上記１⑵の(注)のとおり、丙も「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることはできない。 
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（問６－４）「贈与税の納税猶予の一般措置」に係る贈与者から相続した残株についての特例措置の

適用の可否 

（問）甲は、Ｘ株式会社の全株式（全て議決権に制限のない株式に該当する。）を有していたとこ

ろ、そのうちの３分の２を乙（子）に贈与し、乙は「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用

を受けている。 

このたび甲が死亡したが、残り３分の１のＸ株式会社の株式を、①乙が相続した場合、又

は②丙（子）が相続した場合に、乙又は丙は「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受け

ることができるか。 

(注) 一般措置の対象となる株式等については、発行済株式等の総数又は総額の３分の２までという上限が

ある。 

 

（答） 

 いずれの場合も「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることはできない。 

  

（解説） 

１ 乙が相続した場合 

⑴ 「相続税の納税猶予の特例措置」に係る特例経営承継相続人等については、特例認定承継会

社の非上場株式等について、「贈与税の納税猶予の一般措置」、「相続税の納税猶予の一般措置」

又は「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けていないことがそ

の要件の一つとされている（措置法 70の７の６②七ホ）。 

 

⑵ 問の事例の乙は、Ｘ株式会社の株式につき「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けて

いるため、甲から相続したＸ株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例措置」の適用

を受けることはできない。 

 

⑶ なお、「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けているＸ株式会社の株式については、乙

が甲から相続により取得したものとみなされるが（措置法 70 の７の３①）、所要の要件を満た

すことで「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることができ

る。 

(注) 乙が「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受ける場合には、乙は甲から相

続により取得するＸ株式会社の株式について「相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けることはでき

ない（措置法 70 の７の４⑥）。 

 

２ 丙が相続した場合 

⑴ 丙は乙と異なり、Ｘ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受け

ていないことから、上記１⑴の場合には該当しない。 

ただし、「相続税の納税猶予の特例措置」に係る特例被相続人については、相続の開始の直前

において、その有する特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、その者と特別の

関係がある者（当該特例認定承継会社の特例経営承継相続人等となる者を除く。）のうちいずれ

の者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないことがその要件の一つとされ

ている（措置法 70の７の６①、措置法令 40の８の６①一ロ）。 
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⑵ 問の事例では、乙がＸ株式会社の議決権の３分の２を有しており、甲の有する議決権の３分

の１を上回るため、甲は特例被相続人の要件を満たさず、丙は甲から相続により取得したＸ株

式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることはできない。 

  (注) 「相続税の納税猶予の一般措置」に係る被相続人についても、上記２⑴と同様の要件があるため（措置法

70 の７の２①、措置法令 40の８の２①一ロ）、丙はその適用を受けることもできない。 
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（問６－５）「贈与税の納税猶予の一般措置」に係る贈与者が死亡した場合における適用措置 

（問）乙は、甲からＸ株式会社の株式の贈与を受け、「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受

けていたが、このたび甲が死亡した。 

当該株式については乙が甲から相続により取得したものとみなされることとなるが、この

際、乙は甲に係る相続税について「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」

の適用を受けることができるか。 

 

（答） 

 乙は、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることはできない。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けている経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した

場合、当該経営承継受贈者は、措置法第 70条の７の３第１項の規定により、その適用に係る対象

受贈非上場株式等を当該贈与者から相続（当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者で

ある場合には、遺贈。以下（問６－５）において同じ。）により取得したものとみなされる。 

 

２ 他方、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」は、「贈与税の納税猶予の特例

措置」の適用を受けている特例経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において措置法第 70

条の７の７第１項の規定により相続により取得したものとみなされた特例対象受贈非上場株式等

を、その対象としている（措置法 70の７の８①）。 

 

３ したがって、「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けている乙は「贈与者が死亡した場合

の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることはできないこととなる。 

 

４ なお、乙は、所要の要件を満たした場合には「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一

般措置」の適用を受けることができる。 

 (注) 「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」は、措置法第 70 条の７第１項の規定の適用を受

けている者に係る贈与者が死亡した場合において措置法第 70 条の７の３第１項の規定により相続により取得

したものとみなされた対象受贈非上場株式等を、その対象としている。 
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（問６－６）「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けていた者から特例措置の適用に係る免除

対象贈与を受けた場合において前の贈与者が死亡したときにおける適用措置 

（問）次の事例において甲が死亡した場合、丙は甲に係る相続税について「贈与者が死亡した場

合の相続税の納税猶予の一般措置」と「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措

置」のいずれの適用を受けることができるか。 

〈事例〉 

×１年 甲（初代）は、乙（二代目）にＸ株式会社の株式を贈与し、乙は「贈与税の納税猶

予の一般措置」の適用を受けた。 

×11年  乙は、丙（三代目）に、当該株式の全てを贈与し、猶予税額が免除された。 

なお、丙は贈与により取得した株式につき「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用

を受けている。 

 

（答） 

 丙は、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができる。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けている特例経営承継受贈者に係る贈与者の贈与

が免除対象贈与である場合において、当該贈与者の「前の贈与者」が死亡したときは、当該特例経

営承継受贈者は、当該前の贈与者から特例対象受贈非上場株式等を相続（当該特例経営承継受贈

者が当該前の贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。以下（問６－６）において同じ。）

により取得したものとみなされ（措置法 70 の７の７②）、その取得したものとみなされた特例対

象受贈非上場株式等については、所要の要件を満たすことで、当該前の贈与者に係る相続税につ

いて「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができる（措

置法 70の７の８①）。 

 

２ これは、「前の贈与者」が行った贈与が「贈与税の納税猶予の一般措置」であるか「贈与税の納

税猶予の特例措置」であるかを問わず同様である。 

 

３ したがって、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けている丙は、「前の贈与者」である甲

が行った贈与が「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用に係るものである場合でも、甲に係る相

続税について「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることがで

きる。 

 

４ なお、「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けている者については、前の贈与者が行った

贈与が「贈与税の納税猶予の特例措置」であったとしても、当該前の贈与者の死亡に係る相続税

について適用を受けることができるのは、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」

となる（措置法 70の７の３②、70の７の４①）。 

(注) 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に（特例）対象受贈非上場株式等に係

る（特例）認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう（措置法 70 の７の３②、70 の７の７②）。 

イ  贈与者に対する措置法第 70 条の７第１項又は第 70 条の７の５第１項の規定の適用に係る贈与が、免除対

象贈与である場合 (特例）対象受贈非上場株式等に係る(特例）認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対

象贈与をした者のうち最初に措置法第 70 条の７第１項又は第 70 条の７の５第１項の規定の適用を受けた者 

ロ  イに掲げる場合以外の場合 贈与者 
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（参考）前の贈与者が死亡した場合の適用関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

甲

【納税猶予前】 【納税猶予後】

１００株

納税猶予

二代目

三代目

初代

乙

丙

〔70の７⑮適用〕

納税猶予

１００株
贈与

甲が死亡

70の７の７②適用

１００株
贈与

１００株１００株

１００株

―

一般措置適用
（70の７①）

特例措置適用
（70の７の５①）

免除

70の７の８①適用
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Ⅶ 確定事由関係 

《確定事由の概要等》 

 

（問７－１）確定事由の概要 

（問） 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」について納税猶予の期限が到来す

る事由にはどのようなものがあるか。 

 

（答） 

１ 特例経営承継期間等内における確定事由 

⑴ 全部確定する場合 

   特例経営承継期間等内に「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受け

る特例経営承継受贈者等又は特例認定承継会社等が次の表の確定事由欄に掲げる場合のいずれか

に該当することとなった場合には、該当日欄に掲げる日から２月を経過する日（その定める日か

ら当該２月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者等が死亡した場合には、その相続人

（包括受遺者を含む。）がその死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経

過する日。以下（問７－11）までにおいて同じ。）をもって、納税猶予額の全部について納税の猶

予に係る期限が到来する（措置法 70の７③、70の７の２③、70の７の４③、70の７の５③、70

の７の６③、70 の７の８③、措置法令 40 の８㉕、40 の８の２㉛、40 の８の４⑰、40 の８の５

⑱、40の８の６㉕、40の８の８⑬）。 

   確 定 事 由 該当日 

① 特例経営承継受贈者等が特例認定承継会社等の代表権（制限が加え

られた代表権を除く。以下同じ。）を有しないこととなった場合（当

該代表権を有しないこととなったことについて措置法規則第 23 条

の９第 17項で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。）  

その有しないこと

となった日 

② 従業員数確認期間（その会社の非上場株式等について一般措置の適

用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は相続税の申告

書の提出期限の翌日から原則として同日以後５年を経過する日をい

う。以下同じ。）の末日において、当該期間の平均で「非上場株式等

の納税猶予の一般措置」の適用に係る最初の贈与又は相続開始時の

雇用の８割を維持できなかった場合【一般措置のみ】※ 

従業員数確認期間

の末日※ 

③ 特例経営承継受贈者等及び当該特例経営承継受贈者等の特別関係者

の有する特例認定承継会社等の議決権の数の合計が当該特例認定承

継会社等の総株主等議決権数の 100 分の 50 以下となった場合（特

例経営承継受贈者等が特例認定承継会社の代表権を有しないことと

なった場合（措置法規則第 23条の９第 17項で定めるやむを得ない

理由がある場合に限る。）において、当該特例経営承継受贈者等が免

除対象贈与をしたときを除く。④及び⑤において同じ。） 

100分の 50以下と

なった日 

④ 特例経営承継受贈者等の特別関係者のうちいずれかの者（特例措置

については、特例措置の適用を受ける他の者を除く。）が、当該特例

経営承継受贈者等が有する特例認定承継会社の非上場株式等に係る

議決権の数を超える数の当該非上場株式等の議決権を有することと

なった場合 

その有することと

なった日 

⑤ 納税猶予の適用を受ける非上場株式等の一部の譲渡又は贈与（以下

「譲渡等」という。）をした場合 

その譲渡等をした

日 
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⑥ 納税猶予の適用を受ける非上場株式等の全部の譲渡等をした場合

（特例認定承継会社等が株式交換等により他の会社の株式交換完全

子会社等となった場合を除く。） 

その譲渡等をした

日 

⑦ 特例認定承継会社等が会社分割をした場合（当該会社分割に際して

吸収分割承継会社等（会社法第 757条に規定する吸収分割承継会社

又は同法第 763 条第１項に規定する新設分割設立会社をいう。以下

同じ。）の株式等を配当財産とする剰余金の配当があった場合に限

る。）又は組織変更をした場合（当該組織変更に際して当該特例認定

承継会社等の株式等以外の財産の交付があった場合に限る。） 

その会社分割又は

組織変更が効力を

生じた日 

⑧ 特例認定承継会社等が解散をした場合（合併により消滅する場合を

除く。）又は会社法その他の法律の規定により解散をしたとみなされ

た場合 

その解散をした日

又はそのみなされ

た解散の日 

⑨ 特例認定承継会社等が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち一

定のものに該当した場合 

その該当すること

となった日 

⑩ 特例認定承継会社等の事業年度における総収入金額（主たる事業活

動から生ずる収入の額とされるべきものとして措置法規則第 23 条

の９第６項で定めるものに限る。）が零となった場合 

その事業年度終了

の日 

⑪ 特例認定承継会社等が会社法の規定により資本金の額の減少をした

場合又は準備金の額の減少をした場合（一定の場合を除く。） 

その効力を生じた

日 

⑫ 納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を税務署

長に提出した場合 

その届出書の提出

があった日 

⑬ 特例認定承継会社等が合併により消滅した場合（措置法規則第 23条

の９第 20項に定める適格合併をした場合を除く。） 

その合併がその効

力を生じた日 

⑭ 特例認定承継会社等が株式交換等により他の会社の株式交換完全子

会社等となった場合（措置法規則第 23 条の９第 21項に定める適格

交換等をした場合を除く。） 

その株式交換等が

その効力を生じた

日 

⑮ 特例認定承継会社等の株式等が非上場株式等に該当しないこととな

った場合 

その該当しないこ

ととなった日 

⑯ 特例認定承継会社等又はその特定特別関係会社が風俗営業会社に該

当することとなった場合 

その該当すること

となった日 

⑰ 特例認定承継会社等が発行する会社法第 108条第１項第８号に掲げ

る事項についての定めがある種類の株式（黄金株）を特例経営承継

受贈者等以外の者（特例措置については、特例措置の適用を受ける

他の者を除く。）が有することとなった場合 

その有することと

なった日 

⑱ 特例認定承継会社等（株式会社であるものに限る。）が納税猶予の適

用を受ける株式等の全部又は一部の種類を議決権制限株式に変更し

た場合 

その変更した日 

⑲ 特例認定承継会社等（持分会社であるものに限る。）が定款の変更に

より特例経営承継受贈者等の有する議決権の制限をした場合 

その制限をした日 

⑳ 贈与者が特例認定承継会社等の代表権を有することとなった場合 その有することと

なった日 

  ※ 平成 26年 12月 31日以前の贈与又は相続等により取得した非上場株式等について納税猶予の一般措置の適

用を受けた者で「新法選択届出書」を提出していない者は、各第１種報告基準日において雇用の８割を維持
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する必要があり、これを満たせなかった場合には、当該第１種報告基準日から２月を経過する日が納税猶予

に係る期限となる。 

⑵ 一部確定する場合 

   特例経営承継期間等内に特例経営承継受贈者等又は特例認定承継会社等が次の表の確定事由

欄に掲げる場合に該当することとなった場合には、納税猶予額のうち確定金額欄に掲げる金額

に相当する贈与税・相続税については、該当日欄に掲げる日から２月を経過する日をもって、

納税の猶予に係る期限が到来する（措置法 70 の７④、70の７の２④、70の７の４③、70の７

の５③、70の７の６③、70 の７の８③）。 

   確 定 事 由 確定金額 該当日 

① 特例経営承継受贈者等が特例認定承継会社等の代表

権を有しないこととなった場合（措置法規則第 23条

の９第17項で定めるやむを得ない理由がある場合に

限る。）において、納税猶予の適用を受ける株式等の

一部について免除対象贈与をしたとき 

納税猶予額のう

ち免除対象贈与

をした株式等に

対応する金額 

その免除対象

贈与をした日 

② 特例認定承継会社等が適格合併をした場合又は適格

交換等をした場合において、特例経営承継受贈者等

が吸収合併存続会社等及び他の会社の株式等以外の

金銭その他の資産の交付を受けたとき 

納税猶予額のう

ちその金銭その

他の資産に対応

する金額 

その合併又は

株式交換等が

その効力を生

じた日 

 

２ 特例経営承継期間等経過後の確定事由 

  特例経営承継期間等を経過した後に特例経営承継受贈者等又は特例認定承継会社等が次の表の

確定事由欄に掲げる場合に該当することとなった場合には、納税猶予額のうち確定金額欄に掲げ

る金額に相当する贈与税・相続税については、該当日欄に掲げる日から２月を経過する日をもっ

て、納税の猶予に係る期限が到来する（措置法 70の７⑤、70の７の２⑤、70の７の４③、70の

７の５③、70の７の６③、70の７の８③）。  

   確 定 事 由 確定金額 該当日 

① 上記１⑴の⑥又は⑧から⑫までの

中欄に掲げる場合 

納税猶予額 上記１⑴の⑥又は

⑧から⑫までの右

欄に掲げる日 

② 納税猶予の適用を受ける非上場株

式等の一部の譲渡等をした場合 

納税猶予額のうちその譲渡等

をした株式等に対応する金額 

その譲渡等をした

日 

③ 特例認定承継会社等が合併により

消滅した場合 

納税猶予額（吸収合併存続会社

等の株式等の交付があった場

合には、その株式等に対応する

部分を除く。） 

その合併がその効

力を生じた日 

④ 特例認定承継会社等が株式交換等

により他の会社の株式交換完全子

会社等となった場合 

納税猶予額（その他の会社の株

式等の交付があった場合には、

その株式等に対応する部分を

除く。） 

その株式交換等が

その効力を生じた

日 

⑤ 特例認定承継会社等が会社分割し

た場合（吸収分割承継会社等の株式

等を配当財産とする剰余金の配当

があった場合に限る。） 

納税猶予額のうち特例認定承

継会社等から配当された吸収

分割承継会社等の株式等の価

額に対応する金額 

その会社分割がそ

の効力を生じた日 

⑥ 特例認定承継会社等が組織変更を

した場合（特例認定承継会社等の株

納税猶予額のうち特例認定承

継会社等から交付された特例

その組織変更がそ

の効力を生じた日 
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式等以外の財産の交付があった場

合に限る。） 

認定承継会社等の株式等以外

の財産の価額に対応する金額 

 

３ その他の確定事由 

 ⑴ 継続届出書の不提出 

継続届出書をその届出期限までに提出しなかった場合には、その届出期限の翌日から２月を

経過する日をもって、納税猶予額の全部について納税の猶予に係る期限が到来する。ただし、

その納税地の税務署長が期限内に提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認め

る場合において、届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細等を記載した当該継

続届出書が当該税務署長に提出されたときは、期限内に提出されたものとみなされ、納税猶予

は継続する（措置法 70の７⑪○26、70の７の２⑫○27、70の７の４⑨⑭、70の７の５⑧○21、70の

７の６⑨○22、70の７の８⑧⑬）。 

 ⑵ 納税猶予期限の繰上げ 

   税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予額について納税の猶予に係る期限を繰り上げる

ことができる（措置法 70の７⑫⑭、70の７の２⑬⑮、70の７の４⑩⑪、70の７の５⑨⑩、70

の７の６⑩⑪、70の７の８⑨⑩）。 

  イ 国税通則法第 51条第１項の規定による増担保の命令に応じない場合 

  ロ 継続届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合 

  ハ 特例認定承継会社等又は特例経営承継受贈者等の行為又は計算で、これを容認した場合に

おいて特例経営承継受贈者等又はその贈与者（被相続人）その他これらの者の特別関係者の

相続税又は贈与税の負担が不当に減少させる結果となると認められるものがある場合 
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（問７－２）同一の会社の株式等を複数の者から承継した場合の事業継続期間 

（問）Ａは、×１年に甲からＸ株式会社の株式の贈与を受け「贈与税の納税猶予の特例措置」の

適用を受けているが、×４年に乙からもＸ株式会社の株式の贈与を受けた。 

贈与税の納税猶予の特例措置では、特例経営承継受贈者による事業の継続が贈与税の申告

書の提出期限の翌日から５年間、必要であると聞いているが、甲・乙いずれの贈与について

もそれぞれ５年間の事業継続が必要となるのか。 

 

（答） 

 甲からの贈与についてはその申告書の提出期限の翌日から５年間（×２年３月 16日から×７年３

月 15日まで）の事業継続が必要となるが、乙からの贈与について事業継続が必要な期間は５年間で

はなく、その贈与に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日（×５年３月 16日）から×７年３月 15日

（甲から受けた贈与について事業継続が必要な期間の末日）までとなる。 

 

（解説） 

１ 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」では、特例経営承継受贈者等が特例認定

承継会社等の事業を継続する期間として特例経営承継期間等が設けられており、具体的には、納

税猶予の適用に係る贈与税又は相続税の申告書の提出期限の翌日から、次の⑴又は⑵のいずれか

早い日までの期間が該当する（措置法 70の７②六、70の７の２②六、70の７の４②五、70の７

の５②七、70の７の６②六、70の７の８②五）。 

 ⑴ 次のいずれか早い日 

イ 特例経営承継受贈者等の最初の納税猶予の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申

告書の提出期限の翌日以後５年を経過する日 

ロ 特例経営承継受贈者等の最初の納税猶予の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期

限の翌日以後５年を経過する日 

⑵ 特例経営承継受贈者等又は当該特例経営承継受贈者等に係る贈与者の死亡の日の前日 

 

２ したがって、同一の会社の非上場株式等を複数の者から承継し、それぞれについて「非上場株

式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受ける場合には、最初の贈与税又は相続税

の申告に係るものについては事業継続が必要となる期間は５年間となるが、それ以後の申告に係

るものは、その時期に応じてその期間は異なることとなり、必ずしも５年間とはならない。 

 

３ 問の事例では、甲からの贈与がＸ株式会社の株式に係る「最初」の特例措置の適用に係る贈与

であるため、その特例経営贈与承継期間は×２年３月 16 日から×７年３月 15 日までの５年間と

なる。 

  他方、乙からの贈与については、既にＸ株式会社の株式について特例措置の適用を受けている

ため、その特例経営贈与承継期間の末日は、最初の贈与に係る贈与の日の属する年分の贈与税の

申告書の提出期限の翌日以後５年を経過する日（×７年３月 15日）となるため、その期間は×５

年３月 16日から×７年３月 15日までの２年間となり、５年間とはならない。 
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（参考）特例経営承継期間等の具体例（原則） 

 

【ケース１】×１年に甲から贈与、×４年に乙から贈与された場合 

⇒ 甲からの贈与に係る特例経営贈与承継期間：×２年３月16日～×７年３月15日 

  乙からの贈与に係る特例経営贈与承継期間：×５年３月16日～×７年３月15日 

   

  

 

 

 

 

 

 

【ケース２】×１年８月１日に甲から相続し、×４年に乙から贈与された場合 

⇒ 甲からの相続に係る特例経営承継期間  ：×２年６月２日～×７年６月１日 

  乙からの贈与に係る特例経営贈与承継期間：×５年３月16日～×７年６月１日 

   

 

 

 

 

 

 

【ケース３】×１年に甲から贈与され、×３年に乙から贈与された後、×５年６月１日に甲が

死亡した場合（措置法第70条の７の８第１項を適用） 

⇒ 甲からの贈与に係る特例経営贈与承継期間：×２年３月16日～×５年５月31日 

  甲からの承継に係る特例経営相続承継期間：×５年６月１日～×７年３月15日 

  乙からの贈与に係る特例経営贈与承継期間：×４年３月16日～×７年３月15日 

   

 

 

 

 

 

 

 

（注）上記【ケース１】から【ケース３】は、適用を受ける納税猶予が一般措置である場合も同様

である。 
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（問７－３）代表権に制限が加えられた場合 

（問） Ａは「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けているが、特例経営贈与承継期間内に

その有する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の代表権に制限が加え

られた。この場合、納税猶予の特例の適用関係はどうなるのか。なお、その制限が加えられ

たことについて、やむを得ない理由はない。 

 

（答） 

 代表権に制限が加えられた日から２月を経過する日をもって納税猶予額の全部について納税の猶

予に係る期限が到来する。 

 

（解説） 

１ 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受ける特例経営承継受贈者等

が特例経営承継期間等内に特例認定承継会社等の「代表権を有しないこととなった場合」には、

その有しないこととなった日から２月を経過する日に納税猶予額の全部について納税の猶予に係

る期限が到来することとされている（措置法 70 の７③一、70 の７の２③一、70 の７の４③、70

の７の５③、70の７の６③、70の７の８③）。 

  

２ ここにいう「代表権」とは、措置法第 70条の７第２項第３号ロにおいて「制限が加えられた代

表権を除く」と定義されていることから、「代表権を有しないこととなった場合」とは次に掲げる

場合を指すこととなる（措置通 70の７－16、70の７の５－14）。 

① 特例経営承継受贈者等が有していた制限のない代表権を有しないこととなった場合 

② 特例経営承継受贈者等が有していた制限のない代表権に制限が加えられた場合 

 (注) 上記に掲げる場合に該当する場合であっても、措置法規則第 23 条の９第 17 項に規定するやむを得ない事由

に該当するときは、「代表権を有しないこととなった場合」には該当しない（措置法 70 の７③一。（問７－４）

参照）。 

 

３ 問の事例のＡは、特例経営贈与承継期間内に会社の代表権に制限が加えられており、またその

制限が加えられたことについてやむを得ない理由はないことから、その代表権に制限が加えられ

た日から２月を経過する日をもって納税猶予額の全部について納税の猶予に係る期限が到来する

こととなる。 

 



 112 

（問７－４）やむを得ない理由により代表権を有しないこととなった場合 

（問）Ａは「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けているが、このたび身体に障害が生じ

たため、その有する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の代表権に制限

が加えられた。 

現在、特例経営贈与承継期間内であるところ、Ａは身体障害者福祉法第 15条第１項の規定

に基づき都道府県知事の定める医師の診断書を添えて身体障害者手帳の交付申請を行って

いるが、この場合、納税猶予の適用関係はどうなるのか。なお、当該診断書では、Ａの身体

上の障害の程度は２級に該当するとされている。 

 

（答） 

 Ａは「代表権を有しないこととなったことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場

合」に該当し、引き続き、納税猶予の適用を受けることができる。 

 

（解説） 

１ （問７－１）のとおり、特例経営贈与承継期間等内に特例認定承継会社等の「代表権を有しない

こととなった場合」には、その有しないこととなった日から２月を経過する日をもって、納税猶

予額の全部について納税の猶予に係る期限が到来することとされているが、その代表権を有しな

いこととなったことについて「財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合」には「代表権を

有しないこととなった場合」に該当しないこととされており、納税猶予が継続される。 

 (注) 上記の「代表権」からは制限が加えられた代表権は除かれているため（措置法 70 の７②三ロ）、代表権に制

限が加えられた場合も「代表権を有しないこととなった場合」に該当する（（問７－３）参照）。 

 

２ そして、この「財務省令で定めるやむを得ない理由」とは、次の事由が該当する（措置法規則 23

の９⑰、23の 10⑮、23の 12の２⑭、23の 12の３⑭、23の 12の５⑨）。 

 ⑴ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳（障害等級

が１級である者として記載されているものに限る。）の交付を受けたこと。 

⑵ 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳（身体上の障害の程度が１級又は２級である

者として記載されているものに限る。）の交付を受けたこと。 

⑶ 介護保険法の規定による要介護認定（要介護状態区分が５に該当するものに限る。）を受けた

こと。 

⑷ ⑴から⑶に掲げる事由に類すると認められること。 

 

３ 問の事例のＡは、身体障害者手帳の交付を受けていないことから上記２⑵には該当しないが、

現在、同手帳の交付申請を行っており、その申請書に添付された医師の診断書においてＡの身体

上の障害の程度が２級であるとされていることから、上記２⑵に掲げる事由に類すると認められ、

上記２⑷の「⑴から⑶に掲げる事由に類すると認められること。」に該当すると考えられる。 

 

４ したがって、Ａは「代表権を有しないこととなったことについて財務省令で定めるやむを得な

い理由がある場合」に該当し、引き続き、納税猶予の適用を受けることができる。 
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（問７－５）一般措置に係る雇用確保要件（１）：複数の者から贈与を受けた場合（その１） 

（問）Ａは、×１年 10月１日に甲からＸ株式会社の株式を贈与され「贈与税の納税猶予の一般措

置」の適用を受けた後、×４年６月１日に乙からもＸ株式会社の株式を贈与され「贈与税の納

税猶予の一般措置」の適用を受けている。 

   この場合における「雇用確保要件」の判定について、①判定時点、②判定の基礎となる常時

使用従業員の数、③判定の基礎となる従業員数確認期間はどのようになるのか。 

 

（答） 

 甲・乙いずれの者から受けた贈与についても、次のとおりとなる。 

① ×７年３月 15日 

② 甲の贈与時（×１年 10 月１日）における常時使用従業員の数 

③ ×２年３月 16日から×７年３月 15日まで 

 

（解説） 

１ 納税猶予の一般措置では、事業の承継後５年間平均で贈与又は相続の開始の時の雇用の８割を

維持することが納税猶予の継続の要件（雇用確保要件）とされている（措置法 70の７③二、70の

７の２③二、70の７の４③）。 

 

２ この雇用確保要件の判定については、従業員数確認期間の末日において、従業員数確認期間内

にある各基準日における認定贈与承継会社、認定承継会社又は認定相続承継会社（以下（問７－

５）において「認定会社」という。）の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間内にある基

準日の数で除して計算した数が、一般措置の適用に係る最初の贈与又は相続の開始の時における

常時使用従業員の数に 100分の 80を乗じて計算した数を下回る数（注）となるかどうかで行うこと

とされている（措置法 70の７③二、70の７の２③二、70の７の４③、措置法令 40の８㉓、40の

８の２㉘、40の８の４⑰）。 

(注) 100 分の 80 を乗じて計算した数に１人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該贈与又は相

続の開始の時における常時使用従業員の数が１人のときは１人とする。 

 

３ そして、「従業員数確認期間」とは、認定会社の非上場株式等について一般措置の適用を受ける

ために提出する最初の贈与税の申告書又は相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後５年を

経過する日（経営承継受贈者若しくは経営承継受贈者に係る贈与者、経営承継相続人等又は経営

相続承継受贈者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日）までの期間をいい、「基準

日」とは、その提出期限の翌日から１年を経過するごとの日をいう（措置法 70の７③二、70の７

の２③二、70の７の４③）。 

 

４ したがって、同一の会社の非上場株式等を複数の者から贈与又は相続等により取得し、それぞ

れについて一般措置の適用を受けた場合であっても、雇用確保要件の判定は別々に行うことなく、

原則として、同一の基準でもってその判定を行うこととなる。 

 (注)  贈与者が上記３の５年を経過する日までに死亡した場合の取扱いについては、（問７－６）を参照。 
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５ 問の事例では、×１年 10 月１日に、Ｘ株式会社の株式について一般措置の適用に係る「最初」

の贈与を受けていることから、雇用確保要件の判定に当たっては、同日における常時使用従業員

の数を基礎とすることとなる。 

  また、従業員数確認期間については、最初の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限（×２年３

月 15 日）の翌日から同日以後５年を経過する日となることから、具体的には、×２年３月 16 日

から×７年３月15日までとなり、その末日において、雇用確保要件の判定が行われることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）最初の一般措置の適用が相続の場合 
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１/１

Ｘ４年
１/１

申
告
期
限

経営贈与承継期間

乙
か
ら
贈
与

３/15

Ｘ２年
１/１

Ｘ３年
１/１

Ｘ５年
１/１

Ｘ６年
１/１

Ｘ８年
１/１

経営承継期間

６/２

３/16

８/１

甲からの相続
乙からの贈与
について
要件判定

６/２

６/１

６/１

６/１

６/１
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（問７－６）一般措置に係る雇用確保要件（２）：複数の者から贈与を受けた場合（その２） 

（問）Ａは、×１年 10月１日に甲からＸ株式会社の株式を贈与され「贈与税の納税猶予の一般措

置」の適用を受けた後、×３年４月１日に乙からもＸ株式会社の株式を贈与され「贈与税の納

税猶予の一般措置」の適用を受けていたところ、×５年６月１日に甲が死亡した。 

   これにより、甲から贈与された株式はＡが相続により取得したものとみなされるが、次のそ

れぞれの場合について、「雇用確保要件」の判定に係る①判定時点、②判定の基礎となる常時

使用従業員の数、③判定の基礎となる従業員数確認期間はどのようになるのか。 

⑴ Ａが「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けない場合 

⑵ Ａが「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受ける場合 

 

（答） 

⑴ Ａが「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けない場合 

   次の表のとおりとなる。 

 甲からの贈与 乙からの贈与 

① ×５年５月 31日 ×７年３月 15日 

② 
甲の贈与時（×１年 10月１日）における常

時使用従業員の数 
同左 

③ ×２年３月 16日から×５年５月 31日まで ×２年３月 16日から×７年３月 15日まで 

 

⑵ Ａが「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受ける場合 

   乙から受けた贈与及び甲からの相続について、いずれも、次のとおりとなる。 

  ① ×７年３月 15日 

  ② 甲の贈与時（×１年 10月１日）における常時使用従業員の数 

  ③ ×２年３月 16日から×７年３月 15日まで 

   なお、甲から受けた贈与については、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」

の適用を受けることから、甲の死亡時における雇用確保要件の判定は不要となる。 

 

（解説） 

１ （問７－５）の解説のとおり、同一の会社の非上場株式等を複数の者から異なる時期に贈与又

は相続により取得し、それぞれについて一般措置の適用を受けた場合であっても、雇用確保要件

の判定は別々に行うことなく、同一の基準でもってその判定を行うことが原則である。 

 

２ ただし、一般措置の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は相続税の申告書の

提出期限の翌日から同日以後５年を経過する日までに経営承継受贈者若しくは経営承継受贈者に

係る贈与者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者が死亡した場合には、従業員数確認期間

の末日は、その死亡の日の前日とされている（措置法 70 の７③二、70 の７の２③二、70 の７の

４③）。 

したがって、「贈与税の納税猶予の一般措置」に係る贈与者が経営贈与承継期間内に死亡した場

合には、当該贈与者からの贈与については、その死亡の時において「最初の贈与税の申告書又は

相続税の申告書の提出期限の翌日からその死亡の日の前日」までを従業員数確認期間として雇用

確保要件の判定を行うこととなる。 

 (注) この場合であっても、雇用確保要件の判定の基礎となる常時使用従業員の数は、最初の贈与の時（当該贈与

の時前に一般措置の適用に係る相続等によりその認定贈与承継会社の株式等の取得をしている場合には、最初

の相続の開始の時）における常時使用従業員の数によることに変わりはない。 
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３ なお、経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合には、当該贈与者から取得した対象受贈非

上場株式等については、当該経営承継受贈者が相続等により取得したものとみなされるが、この

際、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」の適用を受けるときは、上記２の贈

与者の死亡時における雇用確保要件の判定は不要とされており（措置法 70 の７③二）、当該措置

による相続税の納税猶予の制度のもと、上記１の原則的な基準に基づき雇用確保要件の判定がさ

れることとなる（措置法 70の７の４③）。 

 

４ 問の事例の⑴では、Ａは甲の死亡の際、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」

の適用を受けないことから、甲から受けた贈与については、その死亡の日の前日において、「×２

年３月 16 日から×５年５月 31 日まで」を従業員数確認期間として、雇用確保要件の判定を行う

必要がある。 

  他方、乙から受けた贈与については、原則的な基準に基づき雇用確保要件の判定を行うことと

なる。 

  なお、いずれの判定も、甲の贈与時（×１年 10月１日）における常時使用従業員の数を基礎と

して行うことに変わりはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 次に問の事例の⑵では、Ａは甲の死亡の際、「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般

措置」の適用を受けることから、甲からの贈与について、甲の死亡における雇用確保要件の判定

は不要であり、当該措置による相続税の納税猶予の制度のもと、乙から受けた贈与とともに、原

則的な基準に基づき雇用確保要件の判定を行うこととなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員数確認期間

措70の７の４
を適用

Ｘ１年
１/１
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３/15
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告
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限

３/15

Ｘ７年
１/１

Ｘ４年
１/１
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告
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乙
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与

３/15

Ｘ２年
１/１

Ｘ３年
１/１

Ｘ５年
１/１

Ｘ６年
１/１

Ｘ８年
１/１

経営贈与承継期間

３/16

３/16

甲からの承継
乙からの贈与
について
要件判定

甲
死
亡

申
告
期
限

経営相続承継期間

経営贈与承継期間

４/１６/１６/１

５/31 ６/１

３/15

３/15

３/15３/16

10/１ ４/１

従業員数確認期間

従業員数確認期間

Ｘ１年
１/１

甲
か
ら
贈
与

３/15

申
告
期
限

３/15

Ｘ７年
１/１

Ｘ４年
１/１
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告
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限

３/15

Ｘ２年
１/１

Ｘ３年
１/１

Ｘ５年
１/１

Ｘ６年
１/１

Ｘ８年
１/１

経営贈与承継期間

３/16

３/16

甲からの贈与
について
要件判定

甲
死
亡
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告
期
限

措70の７の４
を適用せず

経営贈与承継期間
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４/１６/１

５/31

３/16

３/16

５/31

３/15

３/15

乙
か
ら
贈
与

10/１ ４/１
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（問７－７）一般措置に係る雇用確保要件（３）：贈与・相続の時点と贈与税・相続税の申告書の提

出期限の先後関係が異なる場合 

（問）Ａは、Ｘ株式会社の株式を次のとおり取得し、それぞれ一般措置の適用を受けている。 

   この場合における「雇用確保要件」の判定について、①判定の基礎となる常時使用従業員の

数、②判定の基礎となる従業員数確認期間はどのようになるのか。 

  ⑴ ×１年７月１日に甲（父）から相続により取得（申告書の提出期限：×２年５月１日） 

⑵ ×１年９月１日に乙（母）から贈与により取得（申告書の提出期限：×２年３月 15日） 

 

（答） 

 甲・乙いずれの者から受けた相続・贈与についても、次のとおりとなる。 

① 甲の相続開始時（×１年７月１日）における常時使用従業員の数 

② ×２年３月 16日から×７年３月 15日まで 

 

（解説） 

１ 問の事例の場合、Ｘ株式会社の株式の取得は甲からの相続による取得が先であるが、申告書の

提出期限は乙からの贈与による取得が先となることから、雇用確保要件の判定を行う場合におけ

る①判定の基礎となる常時使用従業員の数、②判定の基礎となる従業員数確認期間はどのように

なるのか疑問も生じる。 

 

２ 「贈与税の納税猶予の一般措置」では雇用確保要件の判定の基礎となる常時使用従業員の数に

ついて、措置法令第 40 条の８第 23 項において「認定贈与承継会社の最初の同条第１項の規定の

適用に係る贈与の時における常時使用従業員…の数」と規定している。 

そして、この「最初の…贈与の時」については同条第 21項第１号において「最初の…贈与の時

（対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法

第 70 条の７の２第１項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をして

いる場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号及び第23項において同じ。）」

と規定している。 

  問の事例では、Ａは乙からの贈与の時前に甲から措置法第 70条の７の２第１項の規定の適用に

係る相続によりＸ株式会社の株式を取得しているため、雇用確保要件の判定の基礎となる常時使

用従業員の数は、当該相続の開始の時における数となる。 

 

３ また、雇用確保要件の判定の基礎となる従業員数確認期間については、措置法第 70条の７第３

項第２号において「当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について

第１項又は次条第１項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規

定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後５年を経過する日」と規定されている。 

  問の事例では、甲からの相続に係る相続税の申告書の提出期限（×２年５月１日）よりも先に

乙からの贈与に係る贈与税の申告書の提出期限（×２年３月 15日）が到来することから、雇用確

保要件の判定の基礎となる従業員数確認期間は、その贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日

以後５年を経過する日までの期間となる。 

 

４ なお、上記２及び３の各規定は「贈与税の納税猶予の一般措置」に係るものであるが、「相続税

の納税猶予の一般措置」にも同様の規定が設けられている（措置法 70の７の２③二、措置法令 40

の８の２㉖㉘）。 
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５ したがって、甲から相続により取得した株式に係る一般措置及び乙から贈与により取得した株

式に係る一般措置とも、雇用確保要件の判定の基礎となる常時使用従業員の数は、甲の相続開始

時（×１年７月１日）における数となり、また、従業員数確認期間は×２年３月 16日から×７年

３月 15日までとなる。 

 

 

（参考）時系列 
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（問７－８）特例措置における雇用確保要件の位置づけ 

（問）特例措置においては、雇用の確保ができなかった場合に納税猶予の期限が確定することは、

全くないのか。 

 

（答） 

 特例措置においては、一般措置と同様の雇用確保要件は設けられていない。 

ただし、雇用の確保ができなかった場合に円滑化省令の規定に基づき都道府県知事に提出する報

告書及び都道府県知事の確認書については、その写しを納税猶予の継続届出書に添付して提出する

こととされているため、その提出ができなかった場合には、納税猶予の期限が確定することとなる。 

 

（解説） 

１ 特例措置では、納税猶予に係る期限の確定について一般措置の各規定を準用しているが、その

規定からは、承継後５年間平均で贈与時（相続時）の雇用の８割を維持するという雇用の確保に

関する確定事由（措置法 70 の７③二、70 の７の２③二、70 の７の４③）の規定が除かれている

（措置法 70の７の５③、70の７の６③、70の７の８③）。 

  つまり、特例措置においては、一般措置と同様の雇用確保要件は設けられていない。 

 

２ ただし、特例措置は円滑化法認定をその前提としているところ、円滑化省令では、雇用確保要

件を満たすことができなかった場合には、その理由を記載した報告書（注）を都道府県知事に提出

し、その確認を受けなければならないこととされている（円滑化省令 20）。 

 (注) この報告書は、その理由について認定経営革新等支援機関の所見の記載があり、当該理由が経営状況の悪化

である場合又は当該認定経営革新等支援機関が正当なものと認められないと判断したものである場合には、当

該認定経営革新等支援機関による経営力向上に係る指導及び助言を受けた旨が記載されているものに限られ

る（円滑化省令 20③）。 

 

３ そして、この報告書の写し及び当該報告書に係る都道府県知事の確認書の写しは、特例措置に

係る継続届出書に添付することとされている（措置法規則 23の 12の２⑰五、23の 12の３⑰五、

23の 12の５⑮）。 

したがって、これらの書類の提出がない場合には、納税の猶予に係る期限が確定することとな

る（措置法 70の７の５⑧、70の７の６⑨、70 の７の８⑧）。 
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（問７－９）納税猶予に係る期限が確定する資産保有型会社又は資産運用型会社 

（問）Ａは「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けているが、その適用に係る特例認定贈

与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社に該当した場合には、納税の猶予に係る期

限は、必ず確定するのか。 

 

（答） 

 特例認定贈与承継会社が措置法第 70 条の７の５第２項第３号に規定する資産保有型会社又は同

項第４号に規定する資産運用型会社（以下（問７－９）において「資産保有型会社等」という。）に

該当した場合であっても、その資産保有型会社等に該当することとなった日において、措置法令第

40 条の８の５第 18 項において準用する措置法令第 40 条の８第 24 項に規定する要件の全てに該当

しない限り、納税猶予に係る期限の確定事由には該当しない。 

 

（解説） 

１ 資産保有型会社等に関する納税猶予に係る期限の確定事由については、措置法第 70条の７第３

項第９号等において「認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定め

るものに該当することとなった場合」と規定されている。 

 

２ したがって、特例認定承継会社等が資産保有型会社等に該当した場合であっても、それが「政

令で定めるもの」、すなわち、資産保有型会社等に該当することとなった日において次に掲げる要

件の全てに該当するものでなければ、納税の猶予に係る期限の確定事由には該当しないこととな

り、引き続き、納税猶予の適用を受けることができる（措置法 70の７③九、70の７の２③九、70

の７の４③、70の７の５③、70の７の６③、70の７の８③、措置法令 40 の８㉔、40の８の２㉚、

40の８の４⑰、40の８の５⑱、40の８の６㉕、40の８の８⑬）。 

⑴ 資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特

別関係会社（次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。）の株式等を除いた場合であっても、

当該資産保有型会社等が資産保有型会社等に該当すること。 

イ 資産保有型会社等に該当することとなった日（以下「該当日」という。）において、当該特

別関係会社が、商品の販売その他の業務で措置法規則第 23条の９第５項で定めるものを行っ

ていること。 

ロ 該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が５人以上であること。 

ハ 該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工

場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。 

⑵ 当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす資産保有型会社等でないこと。 

イ 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で措置法規則第 23条

の９第５項で定めるものを行っていること。 

ロ 該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が５人以上であること。 

ハ 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店

舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。 
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（問７－10）特例認定承継会社等について上場の申請がなされた場合 

（問）ＡはⅩ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けているが、

特例経営贈与承継期間内に次の会社の株式について金融商品取引所への上場の申請を行っ

た場合、納税猶予に係る期限の確定事由に該当するか。なお、その上場につき承認がされた

のは特例経営贈与承継期間経過後である。 

  ① Ⅹ株式会社 

② 特定特別関係会社であるＹ株式会社 

 

（答） 

 特例認定贈与承継会社であるＸ株式会社の株式について上場の申請を行った場合（事例①）のみ、

納税の猶予に係る期限の確定事由に該当する。 

 

（解説） 

１ 特例経営承継期間等内に（特例）対象（受贈）非上場株式等に係る特例認定承継会社等の株式等

が非上場株式等に該当しないこととなった場合には、その該当しないこととなった日から２月を

経過する日に納税の猶予に係る期限が到来することとされている（措置法 70の７③十五、70の７

の２③十五、70の７の４③、70の７の５③、70の７の６③、70の７の８③）。 

  

２ そして、この「非上場株式等」のうち、株式会社の株式については、次の要件を満たす株式をい

うこととされている（措置法 70の７②二、70の７の２②二、70の７の４②二、70の７の５②五、

70の７の６②五、70 の７の８②三、措置法規則 23の９⑦）。 

⑴ 会社の株式の全てが金融商品取引所に上場されていないこと。 

⑵ 会社の株式の全てが金融商品取引所への上場の申請がされていないこと。 

⑶ 会社の株式の全てが金融商品取引所に類するものであって外国に所在するものに上場がされ

ていないこと又は当該上場の申請がされていないこと。 

⑷ 会社の株式の全てが店頭売買有価証券登録原簿に登録がされていないこと又は当該登録の申

請がされていないこと。 

 ⑸ 会社の株式の全てが店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に備えられるもの

に登録がされていないこと又は登録の申請がされていないこと。 

 (注) 合名会社、合資会社又は合同会社の出資については、上記⑶及び⑸を準用することとされている（措置法規

則23の９⑧）。 

 

３ 問の事例①は、特例経営贈与承継期間内に特例認定贈与承継会社であるＸ株式会社の株式につ

いて上場の申請がされているため、これによりＸ株式会社の株式は「非上場株式等」に該当しな

いこととなり、納税の猶予に係る期限が確定することとなる。 

  他方で、特例認定贈与承継会社の特定特別関係会社の株式について上場の申請をした場合（事

例②）は、上記１のとおり納税猶予に係る期限の確定事由には該当しないため、納税の猶予が継

続されることとなる。 

  なお、特例経営贈与承継期間経過後に特例認定贈与承継会社又はその特定特別関係会社の株式

について上場の申請を行った場合は、いずれも納税猶予に係る期限の確定事由には該当しない。 
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（問７－11）特例認定承継会社等が風俗営業会社となった場合 

（問）ＡはⅩ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けているが、

特例経営贈与承継期間内に次の会社が風俗営業会社となった場合、納税の猶予に係る期限の

確定事由に該当するか。 

  ① 特例認定贈与承継会社 

  ② 特例認定贈与承継会社の特定特別関係会社 

 

（答） 

 事例①及び②の場合とも、納税の猶予に係る期限の確定事由に該当する。 

 

（解説） 

１ 納税の猶予に係る期限の確定事由の一つとして、措置法第 70 条の７第３項第 16 号等は、特例

経営承継期間等内に（特例）対象（受贈）非上場株式等に係る特例認定承継会社等又は当該特例認

定承継会社等の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当することとなった場合を規定している

（措置法 70の７③十六、70 の７の２③十六、70の７の４③、70の７の５③、70の７の６③、70

の７の８③）。 

 

２ したがって、特例経営承継期間等内においては、特例認定承継会社等だけでなく当該特例認定

承継会社等の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当することとなった場合についても、その該

当することとなった日から２月を経過する日に納税の猶予に係る期限が到来することとなる。 

 

３ なお、特例経営承継期間等を経過した後については、上記１のとおり特例認定承継会社等又は

当該特例認定承継会社等の特定特別関係会社が風俗営業会社になったとしても、それは納税猶予

に係る期限の確定事由には該当しないことから引き続き納税猶予の適用を受けることができる。 

ただし、「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る（特

例）認定贈与承継会社又はその特定特別関係会社が（特例）経営贈与承継期間を経過した後に風

俗営業会社に該当した場合において、その後、これらの措置に係る贈与者が死亡したときにおけ

る「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」又は「贈与者が死亡した場合の相続

税の納税猶予の特例措置」の適用については、「その贈与者の相続開始の時においてその会社又は

その会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当しないこと」がこれらの措置の要件とされて

いるため（措置法 70 の７の４②一ニ、70 の７の８②二ニ）、その適用を受けることができないこ

ととなる。 
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《確定税額の計算》 

 

（問７－12）確定税額に 100円未満の端数が生じる場合 

（問）特例経営贈与承継期間経過後、次のとおり特例対象受贈非上場株式等の一部を譲渡したが、

この場合、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税の額はいくらになるのか。 

  ・譲渡直前の猶予中贈与税額            1,000万円 

  ・譲渡直前の特例対象受贈非上場株式等の数        600株 

  ・譲渡した特例対象受贈非上場株式等の数            200株 

 

（答） 

 次の算式のとおり。 

1,000万円【譲渡直前の猶予中贈与税額】 

× 
200 株【譲渡した特例対象受贈非上場株式等の数】

600 株【譲渡直前の特例対象受贈非上場株式等の数】
  ＝ 3,333,300円（100円未満切捨て） 

 

（解説） 

１ 特例経営承継期間等を経過した後に特例経営承継受贈者等が（特例）対象（受贈）非上場株式等

の一部の譲渡等をした場合に納税の猶予に係る期限が確定する贈与税又は相続税の額は、（特例）

対象（受贈）非上場株式等を譲渡する直前の猶予税額に、次の算式により算出された割合を乗じ

た金額とされている（措置法 70の７⑤二、70 の７の２⑤二、70の７の４③、70の７の５③、70

の７の６③、70の７の８③、措置法令 40の８㉘、40の８の２㉞、40の８の４⑰、40の８の５⑱、

40の８の６㉕、40の８の８⑬）。 

 （算式） 

  
譲渡等をした（特例）対象（受贈）非上場株式等の数等

譲渡等の直前における（特例）対象（受贈）非上場株式等の数等
 

 

２ なお、これにより算出された金額に 100 円未満の端数があるとき又はその全額が 100 円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額が納税の猶予に係る期限が確定する金額

となる（措置法令 40 の８㉘、40の８の２㉞、40 の８の４⑰、40の８の５⑱、40の８の６㉕、40

の８の８⑬）。 

 

３ 問の事例では、次のとおり、その計算した金額に 100 円未満の端数が生じるところ、納税の猶

予に係る期限が到来する金額は、これを切り捨てた 3,333,300円となる。 

1,000万円【譲渡直前の猶予中贈与税額】 

× 
200 株【譲渡した特例対象受贈非上場株式等の数】

600 株【譲渡直前の特例対象受贈非上場株式等の数】
 ≒ 3,333,333円  

⇒ 3,333,300円（100円未満切捨て） 
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（問７－13）合併により特例認定承継会社等が消滅した場合の確定税額 

（問）ＡはＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受け、特例経営

贈与承継期間を経過したが、このたびＸ株式会社は、Ｙ株式会社を吸収合併存続会社（会社

法 749①）とする吸収合併により消滅することとなった。 

当該吸収合併の状況等は次のとおりであるが、この場合、納税の猶予に係る期限が確定す

る贈与税の額はいくらになるのか。 

【合併等の状況】 

 ・ 合併前のＸ株式会社の資産の額及び負債の額（簿価）      

  イ 資産の額                        1億円 

  ロ 負債の額                                      2,000万円 

 ・ 合併がその効力を生ずる日の属する年の前年の 12月 31日におけるＸ株式会社の資産の額

及び負債の額（評価基本通達に基づく評価額） 

  イ 資産の額                  1億 2,000万円 

  ロ 負債の額                    2,000万円 

 ・ 合併に際してＹ株式会社からＸ株式会社の全株主に交付された資産の内訳 

  イ Ｙ株式会社の株式         1,000株（額面 50,000円） 

  ロ 金銭                      3,000万円 

 ・ 合併直前の猶予中贈与税額              1,000万円 

・ 合併直前の特例対象受贈非上場株式等の数        600株 

 

（答） 

 次の算式のとおり。 

1,000万円【合併直前の猶予中贈与税額】 

 × 
3,000 万円【全株主に交付された金銭の額】

（1 億 2,000 万円 － 2,000 万円）【合併前純資産額】
 ＝ 300万円 

 

（解説） 

１ 特例経営承継期間等を経過した後に特例認定承継会社等が合併により消滅した場合には、その

猶予税額のうち当該合併に際して交付された吸収合併存続会社の株式等の価額に対応する部分を

除いた金額については、その納税の猶予に係る期限が到来することとされている（措置法 70の７

⑤三、70の７の２⑤三、70の７の４③、70の７の５③、70の７の６③、70の７の８③、措置法

令 40の８㉙、40の８の２㉟、40の８の４⑰、40の８の５⑱、40の８の６㉕、40の８の８⑬）。 

 

２ 具体的には、合併がその効力を生ずる直前の猶予税額に次の算式により算出された割合を乗じ

た金額が納税の猶予に係る期限が確定する贈与税又は相続税の額となる。 

 （算式） 

  

吸収合併存続会社等が、消滅する特例認定承継会社等の全ての株主等に対し交付し

なければならない金銭等（株式等以外の金銭その他の資産をいう。以下同じ。）の額

合併前純資産額
 

 (注) 「合併前純資産額」とは、合併がその効力を生ずる日の属する年の前年の 12月 31 日における特例認定承継

会社等の純資産額（資産の額から負債の額を控除した残額をいう。）をいう。なお、ここにいう資産及び負債

の価額は、いずれも各資産及び各負債をそれぞれ評価基本通達に基づき評価した価額による。 
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３ なお、これにより算出された金額に 100 円未満の端数があるとき又はその全額が 100 円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てることとなる（措置法令 40の８㉙、40の８の

２㉟、40の８の４⑰、40の８の５⑱、40の８の６㉕、40の８の８⑬）。 

 

４ したがって、問の事例について納税の猶予に係る期限が到来する贈与税の額は、次の算式のと

おり 300万円となる。 

 （算式） 

1,000万円【合併直前の猶予中贈与税額】 

 × 
3,000 万円【全株主に交付された金銭の額】

（1 億 2,000 万円 － 2,000 万円）【合併前純資産額】
 ＝ 300万円 
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（問７－14）特例認定承継会社等が会社分割をし、吸収分割承継会社の株式を配当財産として株主

に交付した場合の確定税額 

（問）ＡはＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受け、特例経営

贈与承継期間を経過したが、このたびＸ株式会社は会社分割をした。 

なお、当該会社分割に際し、Ｘ株式会社は吸収分割承継会社（会社法 757）であるＹ株式

会社の株式の交付を受け、その一部をＸ株式会社の株主に配当している。 

当該会社分割の状況等は次のとおりであるが、この場合、納税の猶予に係る期限が確定す

る贈与税の額はいくらになるのか。 

 【会社分割の状況等】 

 ・ Ｙ株式会社がＸ株式会社から承継した資産の額及び負債の額（簿価） 

  イ 資産の額                      3,000万円 

  ロ 負債の額                     2,000万円 

 ・ 会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の 12月 31日におけるＹ株式会社がＸ株

式会社から承継した資産の額及び負債の額（評価基本通達に基づく評価額） 

  イ 資産の額                                   2,500万円 

  ロ 負債の額                                   2,000万円 

・ 会社分割に際してＸ株式会社がＹ株式会社から交付を受けた同社の株式の数 

                      2,000株（額面 50,000 円） 

 ・ 上記のうちＸ株式会社が同社の全株主に配当したＹ株式会社の株式の数 

                      1,000株（額面 50,000 円） 

 ・ 会社分割前のＸ株式会社の資産の額及び負債の額（簿価） 

  イ 資産の額                          1億 2,000万円 

  ロ 負債の額                             4,000万円 

 ・ 会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の 12月 31日におけるＸ株式会社の資産

の額及び負債の額（評価基本通達に基づく評価額） 

  イ 資産の額                                    1億 1,000万円 

  ロ 負債の額                     4,000万円 

 ・ 会社分割直前の猶予中贈与税額             1,000万円 

 ・ 会社分割直前の特例対象受贈非上場株式の数        600株 

 

（答） 

 次の算式のとおり。 

1,000万円【会社分割直前の猶予中贈与税額】 

× 

（2,500 万円－2,000 万円）× 
1,000 株（Ｘ社の全株主に配当したＹ社株式の数）

2,000 株（Ｙ社がＸ社に交付したＹ社株式の数）

（1 億 1,000 万円 － 4,000 万）【分割前純資産額】
  

＝ 357,100円（100円未満切捨て） 

 

 

 

【承継純資産額】 
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（解説） 

１ 特例経営承継期間等を経過した後に特例認定承継会社等が会社分割をした場合において当該会

社分割に際して吸収分割承継会社等（会社法第 757条に規定する吸収分割承継会社又は同法第 763

条第１項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。）の株式等を配当財産とする剰余金の配

当があったときは、その会社分割がその効力を生ずる直前における猶予税額のうち当該会社分割

に際して特例認定承継会社等から交付された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する

部分の金額については、その納税の猶予に係る期限が到来することとされている（措置法 70の７

⑤五、70の７の２⑤五、70の７の４③、70の７の５③、70の７の６③、70の７の８③、措置法

令 40の８㉛、40の８の２㊲、40の８の４⑰、40の８の５⑱、40の８の６㉕、40の８の８⑬）。 

 

２ 具体的には、会社分割がその効力を生ずる直前の猶予税額に次の算式により算出された割合を

乗じた金額が納税の猶予に係る期限が確定する贈与税又は相続税の額となる。 

 （算式） 

   

承継純資産額 × 

特例認定承継会社等から、当該特例認定承継会社等の全ての

株主等に対し配当された吸収分割承継会社等の株式等の数等

吸収分割承継会社等から、当該特例認定承継会社等が

交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数等

分割前純資産額
 

(注)１ 「承継純資産額」とは、吸収分割承継会社等が特例認定承継会社等から承継した資産の当該会社分割

がその効力を生ずる日の属する年の前年の 12 月 31 日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該

特例認定承継会社等から承継した負債の同日における価額を控除した残額をいう。 

２ 「分割前純資産額」とは、会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の 12月 31 日における特

例認定承継会社等の純資産額をいう。 

３ 上記１の「承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の 12 月 31 日におけ

る価額」及び「承継した負債の同日における価額」並びに上記２の「純資産額」を算定する場合におけ

る各資産及び各負債の価額は、いずれも評価基本通達に基づき評価した価額による。 

 

３ なお、これにより算出された金額に 100 円未満の端数があるとき又はその全額が 100 円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てることとなる（措置法令 40の８㉛、40の８の

２㊲、40の８の４⑰、40の８の５⑱、40の８の６㉕、40の８の８⑬）。 

 

４ したがって、問の事例について納税の猶予に係る期限が到来する贈与税の額は、次の算式のと

おり 357,100円となる。 

 （算式） 

1,000万円【会社分割直前の猶予中贈与税額】 

× 

（2,500 万円－2,000 万円）× 
1,000 株（Ｘ社の全株主に配当したＹ社株式の数）

2,000 株（Ｙ社がＸ社に交付したＹ社株式の数）

（1 億 1,000 万円 － 4,000 万）【分割前純資産額】
  

＝ 357,100円（100円未満切捨て）  

  

【承継純資産額】 
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（問７－15）組織変更に際し株主に金銭の交付があった場合の確定税額 

（問）ＡはＸ合名会社の出資について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受け、特例経営

贈与承継期間を経過したが、このたびＸ合名会社は株式会社に組織変更をした。 

なお、当該組織変更に際し、Ｘ株式会社は全株主に対し金銭を交付した。 

当該組織変更の状況等は次のとおりであるが、この場合、納税の猶予に係る期限が確定す

る贈与税の額はいくらになるのか。 

【組織変更の状況】 

・ 組織変更前のⅩ合名会社の資産の額及び負債の額（簿価）      

イ 資産の額                      1億円 

ロ 負債の額                                     2,000万円 

・ 組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年の 12月 31日におけるＸ合名会社の資産

の額及び負債の額（評価基本通達に基づく評価額） 

イ 資産の額                  1億 2,000万円 

ロ 負債の額                   2,000万円 

・ 組織変更に際して全株主に交付された金銭     3,000万円 

・ 組織変更直前の猶予中贈与税額          1,000万円 

 ・ 組織変更直前の特例対象受贈非上場株式等の数     600口 

 

（答） 

 次の算式のとおり。 

1,000万円【組織変更直前の猶予中贈与税額】 

 × 
3,000 万円【全株主に交付された金銭の額】

（1 億 2,000 万円 － 2,000 万円）【組織変更前純資産額】
 ＝ 300万円 

 

（解説） 

１ 特例経営承継期間等を経過した後に特例認定承継会社等が組織変更をした場合において、当該

組織変更に際し当該特例認定承継会社等の株式等以外の財産の交付があったときは、当該組織変

更直前の猶予税額のうち当該組織変更に際して交付された当該特例認定承継会社等の株式等以外

の財産の価額に対応する部分の金額については、その納税の猶予に係る期限が到来することとさ

れている（措置法 70の７⑤六、70の７の２⑤六、70の７の４③、70の７の５③、70の７の６③、

70の７の８③、措置法令 40の８㉜、40の８の２㊳、40の８の４⑰、40の８の５⑱、40の８の６

㉕、40の８の８⑬）。 

 

２ 具体的には、組織変更がその効力を生ずる直前の猶予税額に次の算式により算出された割合を

乗じた金額が納税の猶予に係る期限が確定する贈与税又は相続税の額となる。 

 （算式） 

  
特例認定承継会社等から当該特例認定承継会社等の全ての株主等に対し交付された金銭等の額

組織変更前純資産額
 

(注) 「組織変更前純資産額」とは、組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年の 12 月 31 日における

特例認定承継会社等の純資産額（資産の額から負債の額を控除した残額）をいう。なお、ここにいう資産及

び負債の価額は、いずれも各資産及び各負債をそれぞれ評価基本通達に基づき評価した価額による。 
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３ なお、これにより算出された金額に 100 円未満の端数があるとき又はその全額が 100 円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てることとなる（措置法令 40の８㉜、40の８の

２㊳、40の８の４⑰、40の８の５⑱、40の８の６㉕、40の８の８⑬）。 

 

４ したがって、問の事例について納税の猶予に係る期限が到来する贈与税の額は、次の算式のと

おり 300万円となる。 

 （算式） 

1,000万円【組織変更直前の猶予中贈与税額】 

 × 
3,000 万円【全株主に交付された金銭の額】

（1 億 2,000 万円 － 2,000 万円）【組織変更前純資産額】
 ＝ 300万円 
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（問７－16）確定税額を計算する場合の会社の純資産額 

（問）措置法第 70条の７の５第３項において準用する措置法第 70条の７第４項第２号及び第５

項第３号から第６号までの規定により猶予中贈与税額の一部について納税の猶予に係る期

限が確定する場合の確定税額の計算において、会社の「純資産額」を算定する場合に、会社

が３年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設

備の価額は、通常の取引価額に相当する金額によって評価することになるのか。 

 

（答） 

 会社の純資産額については、各資産及び各負債をそれぞれ評価基本通達に照らして評価する。

したがって、会社が３年以内に土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備を取

得又は新築している場合であっても、通常の取引価額に相当する金額により評価する必要はない。 

 

（解説） 

１ 特例認定承継会社等が合併や会社分割をしたこと等により猶予税額の一部について納税の猶予

に係る期限が確定する場合には、特例認定承継会社等の「純資産額」を用いて確定税額の計算を

行うこととされている（（問７－13）～（問７－15）を参照。）。 

 

２ この計算を行う場合において、取引相場のない株式の価額を評価するときにおける１株当たり

の純資産価額の算定に当たり評価会社が課税時期前３年以内に取得又は新築した土地及び土地の

上に存する権利並びに家屋及びその附属設備の価額は、通常の取引価額に相当する金額によって

評価することとされていることから（評価基本通達 185）、当該確定税額の計算における純資産額

の算定に際し会社が３年以内に取得した土地等がある場合には、これと同様に評価を行うのか疑

問も生じる。 

 

３ しかしながら、評価基本通達 185の定めは取引相場のない株式の価額を評価する場合の定めで

あるところ、上記１による純資産額の算定は特例認定承継会社等の株式等の価額を評価するため

に行うものではないことから、会社が３年以内に取得した土地等についても通常の取引価額に相

当する金額により評価を行う必要はなく、各資産及び各負債をそれぞれ評価基本通達に照らして

評価すればよいこととなる（措置通 70の７－29、70の７の２－30、70の７の４－12、70の７の

５－14、70の７の６－14、70の７の８－９）。 
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（問７－17）確定税額に係る利子税の計算 

（問）納税猶予の期限が到来した税額を納付する場合、併せて利子税を納付しなければならない

が、どのように計算するのか。 

 

（答） 

利子税については、納税猶予の期限が到来する税額に、申告書の提出期限の翌日から納税猶予の

期限までの期間（日数）に応じ、年 3.6％の割合を乗じて計算する。 

  なお、各年の利子税特例基準割合が年 7.3％の割合に満たない場合には、その年中における利子税

の割合については、一定の割合に軽減され、例えば、令和７年については、年 0.4％に軽減されてい

る。 

  また、特例経営承継期間等（原則として申告書の提出期限から５年）を経過した後に納税猶予税

額の全部又は一部を納付するときには、その特例経営承継期間等における利子税の割合は「年零パ

ーセント」となり、当該期間については利子税は課されない。 

  

（解説） 

１ 納税猶予の期限が到来した税額を納付する場合、併せて利子税を納付しなければならないが、

この利子税については、納税猶予の期限が到来する税額に申告書の提出期限の翌日から納税猶予

の期限までの期間に応じ年 3.6％の割合を乗じて計算することとされている（措置法 70 の７㉗、

70の７の２㉘、70の７の４⑮、70の７の５㉒、70の７の６㉓、70の７の８⑱）。 

   

２ なお、各年の利子税特例基準割合が年 7.3％の割合に満たない場合には、その年中における利

子税の割合については、次の算式により計算した割合（0.1％未満の端数切捨て、その割合が 0.1％

未満の割合である場合は年 0.1％）とされており（措置法 93⑤、96）、例えば、令和７年につい

ては利子税特例基準割合が0.9％であるため、利子税の割合は年0.4％に軽減されることとなる。 

 （算式） 

    利子税の割合 ＝ 3.6％ ×
利子税特例基準割合

7.3%
  

   (注) 「利子税特例基準割合」とは、平均貸付割合（各年の前々年の９月から前年８月までの各月における銀行

の新規の短期貸出約定平均金利の合計を 12 で除して得た割合として各年の前年の 11 月 30 日までに財務

大臣が告示する割合をいう。）に、年 0.5％の割合を加算した割合をいう（措置法 93②）。 

 

３ また、特例経営承継期間等（原則として申告書の提出期限から５年）を経過した後に納税猶予

税額の全部又は一部を納付するときには、その特例経営承継期間等における利子税の割合は「年

零パーセント」とされており、当該期間については利子税は課されないこととなる（措置法 70の

７㉘、70の７の２㉙、70の７の４⑮、70の７の５㉓、70の７の６㉔、70の７の８⑱）。 
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Ⅷ 猶予税額の免除関係 

《免除事由の概要》 

 

（問８－１）概要 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」について猶予税額が免除される事由

には、どのようなものがあるか。 

 

（答） 

１ 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受ける特例経営承継受贈者等

について一定の事由が生じた場合には、猶予税額の全部又は一部が免除されることとなるが、そ

の事由には、税務署長への届出による免除と、税務署長への申請による免除があり、それぞれの

概要は以下のとおりである。 

 

２ 届出による免除 

⑴ 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受ける特例経営承継受贈者

等が次に掲げる場合に該当することとなった場合には、猶予税額の全て（ロについては、当該

贈与者が贈与をした（特例）対象受贈非上場株式等に対応する部分として一定の部分に限る。）

が免除される（措置法 70の７⑮、70の７の２⑯、70の７の４⑫、70の７の５⑪、70の７の６

⑫、70の７の８⑪）。 

  イ 特例経営承継受贈者等が死亡した場合 

  ロ 贈与者が死亡した場合（贈与税の納税猶予の場合） 

  ハ 特例経営承継期間等の末日の翌日(注)以後に、（特例）対象（受贈）非上場株式等について「贈

与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る贈与（免除対

象贈与）をした場合 

   (注) 特例経営承継期間等内に当該特例経営承継受贈者等がその特例認定承継会社等の代表権を有しないこ

ととなった場合（その代表権を有しないこととなったことについてやむを得ない理由がある場合に限る。）

には、その有しないこととなった日による。 

  

⑵ ⑴の場合には、特例経営承継受贈者等又はその相続人（包括受遺者を含む。）は、⑴に掲げる

場合に該当することとなった日（ハの場合はその贈与を受けた者が贈与税の申告書を提出した

日）から同日以後６月（ロの場合は 10月）を経過する日（以下「免除届出期限」という。）まで

に、一定の事項を記載した届出書（以下「免除届出書」という。）に一定の書類を添付して納税

地の所轄税務署長に提出しなければならない（措置法 70 の７⑮、70 の７の２⑯、70 の７の４

⑫、70の７の５⑪、70の７の６⑫、70の７の８⑪）。 

   なお、免除届出期限までに免除届出書が提出されなかった場合においても、税務署長がやむ

を得ない事情があると認める場合において、その事情を記載した免除届出書が提出されたとき

は、その免除届出書は免除届出期限までに提出されたものとみなすこととされている（措置法

70 の７㉖、70の７の２㉗、70の７の４⑭、70 の７の５㉑、70の７の６㉒、70の７の８⑬）。 
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３ 申請による免除 

⑴ 特例経営承継期間等の末日の翌日以後に「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶

予」の適用を受ける特例経営承継受贈者等が次に掲げる場合（ロ及びハに掲げる場合は【特例

措置】のみ。）に該当することとなった場合には、一定の猶予税額が税務署長の通知により免除

される。 

  イ （特例）対象（受贈）非上場株式等の全てを一定の者に譲渡等した場合又は特例認定承継会

社等について破産手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令があった場合【破産等免除】

（措置法 70の７⑯、70の７の２⑰、70の７の４⑫、70の７の５⑪、70の７の６⑫、70の７

の８⑪。詳細については（問８－４）参照。） 

  ロ 過去２以上の事業年度において赤字など特例認定贈与承継会社、特例認定承継会社又は特

例認定相続承継会社（以下「特例認定会社」という。）の事業の継続が困難な事由がある場合

において、特例対象受贈非上場株式等、特例対象非上場株式等若しくは特例対象相続非上場

株式等（以下「特例対象株式等」という。）を譲渡等したとき又は特例認定会社が解散をした

とき【差額免除】（措置法 70の７の５⑫⑬、70の７の６⑬⑭、70の７の８⑰。詳細について

は（問８－８）参照。） 

  ハ ロに掲げる場合に譲渡等の対価の額が時価の２分の１以下であった場合において、当該譲

渡等の日から２年を経過する日において事業が継続されている場合として一定の場合に該当

するとき【追加免除】（措置法 70の７の５⑭、70の７の６⑮、70の７の８⑰。詳細について

は（問８－８）参照。） 

  ニ 再生計画の認可の決定等があった場合において特例認定承継会社等の有する資産について

一定の評定が行われたとき【再計算免除】（措置法 70の７㉑、70の７の２㉒、70の７の４⑬、

70の７の５⑳、70の７の６㉑、70の７の８⑫。詳細については（問８－19）参照。） 

  

⑵ なお、⑴の免除を受けようとする特例経営承継受贈者等は、⑴に掲げる場合に該当すること

となった日から２月を経過する日まで(注)に、一定の事項を記載した申請書に一定の書類を添付

して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない（措置法 70の７⑯㉓、70の７の２⑰㉔、

70 の７の４⑫⑬、70 の７の５⑪⑳、70の７の６⑫㉑、70の７の８⑪⑫）。 

 (注) その該当することとなった日から同日以後２月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者等が死亡

した場合には、上記の期限は、当該特例経営承継受贈者等の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例経営承

継受贈者等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日までとなる。 
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《届出による免除》 

 

（問８－２）贈与者が死亡した場合の免除（１）：贈与者が２人以上いる場合の免除額 

（問）子Ａは、甲から 4,000万円、乙から 1,000 万円のＸ株式会社の株式の贈与を受け（贈与税：

2,049.5 万円）、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けていたが、このたび甲が死亡

した。この場合に免除される贈与税はいくらか。 

  (注)１ 贈与税額の計算は特例税率（措置法 70 の２の５）による。 

２ これまでに納税猶予の期限が確定した税額及び免除を受けた税額はない。 

 

（答） 

納税猶予されている贈与税：2,049.5万円のうち、甲から贈与を受けた特例対象受贈非上場株式等

に対応する部分の額：1,639.6万円が免除される。 

 

（解説） 

１ （特例）経営承継受贈者に係る（特例）贈与者が死亡した場合、猶予中贈与税額のうち当該（特

例）贈与者が贈与をした（特例）対象受贈非上場株式等に対応する部分の額が免除される（措置法

70の７⑮二、70の７の５⑪）。 

 

２ この「猶予中贈与税額」とは、納税猶予分の贈与税額から措置法第 70条の７第４項又は第５項

（これらの規定を措置法第 70 条の７の５第３項において準用する場合を含む。）の規定により納

税猶予の期限が確定した（特例）対象受贈非上場株式等の価額に対応する金額を除いたものをい

うところ（措置法 70 の７②七ロ、70 の７の５②九ロ）、（特例）贈与者が２人以上いる場合には、

その（特例）贈与者が異なるものごとに納税猶予分の贈与税額が算出され（措置法令 40の８⑭⑮、

40の８の５⑮）、当該納税猶予分の贈与税額に基づき（特例）贈与者ごとの猶予中贈与税額も計算

することとなる。 

 

３ 問の事例では、特例贈与者ごとの納税猶予分の贈与税額は甲に係るものが 1,639.6 万円（＝

2,049.5 万円×4,000 万円/5,000 万円）、乙に係るものが 409.9 万円（＝2,049.5 万円×1,000 万

円/5,000 万円）となるところ、甲の死亡までに納税猶予の期限が確定した税額及び免除を受けた

税額はない。したがって、甲の死亡により免除される贈与税は 1,639.6万円となる。 

 

４ なお、（特例）対象受贈非上場株式等の贈与が相続時精算課税の適用に係る贈与である場合につ

いても上記と同様であり、措置法令第 40条の８第 14項第２号及び第 15 項第２号（これらの規定

を措置法令第 40条の８の５第 15項において準用する場合を含む。）の規定により当該贈与に係る

（特例）贈与者ごとの納税猶予分の贈与税額とされる金額に基づき、免除される猶予中贈与税額

を計算する。 
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（問８－３）贈与者が死亡した場合の免除（２）：免除対象贈与に係るものがある場合の免除額 

（問）子Ａは、甲からＸ株式会社の株式 1,000 株（5,000万円）の贈与を受け（贈与税：2,049.5

万円）、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けていたが、このたび甲が死亡した。 

   なお、甲から贈与を受けたＸ株式会社の株式のうち 200株は、措置法第 70条の７第 15項

第３号の規定の適用に係る贈与（免除対象贈与）に係るものであるが、甲の死亡により免除

される贈与税はいくらか。 

  (注)１ 贈与税額の計算は特例税率（措置法 70 の２の５）による。 

２ これまでに納税猶予の期限が確定した税額及び免除を受けた税額はない。 

 

（答） 

納税猶予されている贈与税：2,049.5万円のうち、免除対象贈与に係る特例対象受贈非上場株式等

の価額に対応する部分を除いた贈与税：1,639.6万円が免除される。 

 

（解説） 

１ （特例）経営承継受贈者に係る（特例）贈与者が死亡した場合、猶予中贈与税額のうち当該（特

例）贈与者が贈与をした（特例）対象受贈非上場株式等に対応する部分の額が免除されるが、（特

例）対象受贈非上場株式等が当該（特例）贈与者の措置法第 70 条の７第 15 項第３号（措置法第

70 条の７の５第 11項において準用する場合を含む。）の規定の適用に係る贈与（以下「免除対象

贈与」という。）により取得したものである場合には、当該（特例）対象受贈非上場株式等に係る

猶予中贈与税額については、当該（特例）贈与者ではなく、当該（特例）贈与者に係る「前の贈与

者」が死亡した場合に免除される（措置法 70の７⑮二、70の７の５⑪）。 

 (注) 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者に（特例）対象受贈非上場株式等

に係る（特例）認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう（措置法 70 の７①、70 の７の５①、

措置法令 40 の８⑤、40 の８の５④）。 

イ （特例）贈与者に対する措置法第 70 条の７第１項又は第 70 条の７の５第１項の規定の適用に係る贈

与が、免除対象贈与である場合 当該（特例）認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者

のうち最初に措置法第 70 条の７第１項又は第 70 条の７の５第１項の規定の適用を受けた者 

ロ イに掲げる場合以外の場合 （特例）贈与者 

 

２ したがって、問の事例では、特例贈与者（甲）の死亡の直前における猶予中贈与税額：2,049.5

万円のうち当該特例贈与者が贈与をした株式数（1,000 株）から免除対象贈与に係る株式数（200

株）を除いた株式数（800株）に対応する部分：1,639.6万円が免除されることとなる。 

 （参考）免除税額の計算 

    2,049.5万円 × 
1,000 株 － 200 株

1,000 株
 ＝ 1,639.6万円 
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《破産等免除》 

 

（問８－４）破産等免除の概要 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」では、一般措置及び特例措置ともに、

特例経営承継期間等の末日の翌日以後に、（特例）対象（受贈）非上場株式等の全てを一定の

者に譲渡等した場合又は特例認定承継会社等について破産手続開始の決定若しくは特別清

算開始の命令があった場合に一定の猶予税額が免除される措置が設けられているが、どのよ

うな制度か。 

 

（答） 

１ 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」では、一般措置及び特例措置ともに、特

例経営承継期間等の末日の翌日以後に特例経営承継受贈者等又は特例認定承継会社等が次に掲げ

る場合のいずれかに該当することとなった場合には、納税の猶予に係る期限が確定する猶予税額

のうち、それぞれ次に定める金額の贈与税又は相続税を税務署長の通知により免除する措置が講

じられている（措置法 70の７⑯、70の７の２⑰、70の７の４⑫、70の７の５⑪、70の７の６⑫、

70の７の８⑪。以下、この免除を「破産等免除」という。）。 

 ⑴ 特例認定承継会社等の非上場株式等の全部について、当該特例経営承継受贈者等の特別関係

者以外の者のうちの１人の者として一定の者に譲渡等した場合又は再生計画若しくは更生計画

の認可の決定があった場合において当該再生計画若しくは更生計画に基づき当該非上場株式等

を消却するために譲渡等したときにおいて、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前にお

ける猶予税額に満たないとき その猶予税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

又は相続税 

イ 当該譲渡等があった時における当該譲渡等をした（特例）対象（受贈）非上場株式等の時価

に相当する金額（その金額が当該譲渡等をした（特例）対象（受贈）非上場株式等の譲渡等の

対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額） 

ロ 直前配当等の額 

(注) 「直前配当等の額」とは、破産等免除に係る事由が生じた日以前５年以内において、当該特例経営承

継受贈者等及び当該特例経営承継受贈者等と生計を一にする者が当該特例認定承継会社等から受けた次

に掲げる金額の合計額をいう（措置法令 40 の８㉑）。以下（問８－19）までにおいて同じ。 

１ 当該特例認定承継会社等から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当等の額 

２ 当該特例認定承継会社等から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。）

の額のうち法人税法第 34 条又は第 36 条の規定により当該特例認定承継会社等の各事業年度の所得の

金額の計算上損金に算入されないこととなる金額 

⑵ 特例認定承継会社等について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合 イ

に掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税又は相続税 

イ 当該特例認定承継会社等の解散の直前における猶予税額 

ロ 直前配当等の額 

⑶ 特例認定承継会社等が合併により消滅した場合（吸収合併存続会社等が当該特例経営承継受

贈者等の特別関係者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株

式等の交付がない場合に限る。）において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生

ずる直前における猶予税額に満たないとき 当該猶予税額から当該合計額を控除した残額に相

当する贈与税又は相続税 

 イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該（特例）対象（受贈）非上場株式等の時価に
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相当する金額（その金額が合併対価の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額） 

 ロ 直前配当等の額 

⑷ 特例認定承継会社等が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合（当

該他の会社が当該特例経営承継受贈者等の特別関係者以外のものであり、かつ、当該株式交換

等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。）において、次に掲げる金額の合計

額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予税額に満たないとき 当該猶予税額

から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税又は相続税 

 イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該（特例）対象（受贈）非上場株式等の

時価に相当する金額（その金額が交換等対価の額より小さい金額である場合には、当該交換

等対価の額） 

 ロ 直前配当等の額 

 

２  なお、破産等免除の適用を受けようとする者は、上記１⑴から⑷までに該当することとなった

日から２月を経過する日(注)までに、免除の申請を行う必要がある（措置法 70 の７⑯、70 の７の

２⑰、70の７の４⑫、70の７の５⑪、70の７の６⑫、70の７の８⑪）。 

(注) 当該２月を経過する日までに当該特例経営承継受贈者等が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者等

の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例経営承継受贈者等の死亡による相続の開始があったことを知った

日の翌日から６月を経過する日。以下（問８－７）までにおいて同じ。 

 

３ また、納付が必要となる猶予税額（上記１⑴から⑷までの事由が生じた直前の猶予税額のうち

免除される部分以外の部分）の納期限は、上記１⑴から⑷までに該当することとなった日から２

月を経過する日となる（措置法 70の７⑤、70の７の２⑤、70の７の４③、70の７の５③、70の

７の６③、70の７の８③）。 
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（参考）破産等免除の概要（イメージ） 

 

【第三者への一括譲渡等（上記１⑴）、合併（上記１⑶）、株式交換等（上記１⑷）の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、その対価の額による。 

 

 

 

【破産手続開始の決定があった場合（上記１⑵）】 

 

 

 

  

（特例）対象
（受贈）非上場

株式等

猶予税額

課
税
時
の
時
価

免除

納付

【贈与・相続】 【破産手続開始の決定】

直前配当等

（特例）対象
（受贈）非上場

株式等

（特例）対象
（受贈）非上場

株式等

猶予税額

課
税
時
の
時
価

免除

納付譲渡等の

時の時価※

【贈与・相続】 【譲渡等】

直前配当等
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（問８－５）譲渡等の場合における破産等免除の適用要件 

（問）ＡはＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けているが、

ＡのＸ株式会社の株式の所有状況は次のとおりである。 

Ａは「株式の譲渡による破産等免除」の適用を受けたいと考えているが、この場合、「特例

対象受贈非上場株式等である株式」だけを譲渡すれば、その適用を受けることができるのか。 

  ・ 特例対象受贈非上場株式等である株式：5,000株 

  ・ 特例対象受贈非上場株式等でない株式（議決権に制限なし）：1,000 株 

  ・ 特例対象受贈非上場株式等でない株式（議決権に制限あり）：1,000 株 

 

（答）  

 Ａは「特例対象受贈非上場株式等である株式」だけでなく、その所有する全てのＸ株式会社の株

式を譲渡する必要がある。 

 

（解説） 

１ 破産等免除の対象となる譲渡等については、措置法第 70 条の７第 16 項第１号等は「特例経営

承継受贈者等が（特例）対象（受贈）非上場株式等に係る特例認定承継会社等の非上場株式等の全

部の譲渡等をした場合」と規定している（措置法 70の７⑯一、70の７の２⑰一、70の７の４⑫、

70の７の５⑪、70の７の６⑫、70の７の８⑪）。 

 (注)  措置法第 70 条の７第 16 項第１号等の「非上場株式等」は議決権に制限のないものに限られていない。 

 

２ このように「特例認定承継会社等の非上場株式等の全部」と規定されていることから、破産等

免除の適用を受けるには、（特例）対象（受贈）非上場株式等だけでなく、特例経営承継受贈者等

が有する特例認定承継会社等の非上場株式等（議決権に制限のあるものを含む。）の全部の譲渡等

が必要となる。 

 

３ 問の事例のＡは、Ｘ株式会社の株式につき「特例対象受贈非上場株式等である株式」5,000株の

ほか、「特例対象受贈非上場株式等でない株式で議決権に制限のないもの」及び「特例対象受贈非

上場株式等でない株式で議決権に制限のあるもの」をそれぞれ 1,000 株所有しているが、上記２

のとおり、Ａが破産等免除の適用を受けるには、これらの株式の全部を譲渡する必要がある。 
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（問８－６）破産等免除に係る免除税額の計算例（１）：譲渡等の場合 

（問）「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けているＡは、×10年９月 15日に特例対象受

贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の全てをＢ（Ａの特別関係者に

は該当しない。）に譲渡した。 

Ａは破産等免除の適用を受けたいと考えているが、免除される贈与税等はどのようになる

のか。 

   なお、譲渡直前の猶予税額等は次のとおりである。 

・ 譲渡直前の猶予税額：5,000万円 

・ 特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額：3,000万円（譲渡の対価の額と同額） 

・ Ａ及びＡと生計を一にする者が受けた剰余金の配当等：毎年６月 30日に 100万円 

 

（答）  

 次のとおりとなる。 

・ 免除される税額    ：1,500万円 

・ 猶予期限が確定する税額：3,500万円 

 

（解説） 

１ （特例）対象（受贈）非上場株式等に係る特例認定承継会社等の非上場株式等の全ての譲渡等を

した場合の破産等免除では、「譲渡等の直前における猶予税額」（Ⓐ）から「当該（特例）対象（受

贈）非上場株式等の時価に相当する金額（その金額が当該譲渡等をした（特例）対象（受贈）非上

場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額）」（Ⓑ）と

「直前配当等の額」（Ⓒ）の合計額を控除した残額に相当する贈与税又は相続税が免除され、当該

合計額についてはその譲渡等があった日から２月を経過する日までに納付をする必要がある（措

置法 70の７⑯、70の７の２⑰、70の７の４⑫、70の７の５⑪、70の７の６⑫、70の７の８⑪）。 

 

２ したがって、問の事例では、次の算式のとおり、1,500万円が免除される。 

 （算式） 

    Ⓐ       Ⓑ     Ⓒ 

5,000万円 －（ 3,000万円 ＋ 500万円 ）＝ 1,500万円 

Ⓐ： 譲渡等の直前における猶予税額 

Ⓑ： 特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額 

Ⓒ： 直前配当等の額（100万円×５年分＝500 万円） 

 

３ また、上記２の算式のⒷ及びⒸの合計額 3,500 万円に相当する贈与税については、譲渡があっ

た日から２月を経過する日において、納税猶予の期限が確定することとなる。 
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（問８－７）破産等免除に係る免除税額の計算例（２）：破産手続開始の決定があった場合 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受け特例経営贈与承継期間は経過したが、×10 年 10 月５日にＸ株式会社について破産

手続開始の決定があり、Ⅹ株式会社は解散した。 

この場合に破産等免除により免除される税額等はどのようになるのか。 

   なお、解散直前の猶予税額等は次のとおりである。 

・ 解散直前の猶予税額：5,000万円 

・ Ａ及びＡと生計を一にする者が受けた剰余金の配当等：×８年まで毎年６月 30 日に 50

万円 

 

（答）  

 次のとおりとなる。 

・ 免除される税額    ：4,850万円 

・ 猶予期限が確定する税額：  150万円 

 

（解説） 

１ （特例）対象（受贈）非上場株式等に係る特例認定承継会社等について破産手続開始の決定又は

特別清算開始の命令があった場合の破産等免除では、「特例認定承継会社等の解散の直前における

猶予税額」（Ⓐ）から「直前配当等の額」（Ⓑ）を控除した残額に相当する贈与税又は相続税が免除

され、当該直前配当等の額についてはその解散があった日から２月を経過する日までに納付をす

る必要がある（措置法 70の７⑯、70の７の２⑰、70の７の４⑫、70の７の５⑪、70の７の６⑫、

70の７の８⑪）。 

 

２ したがって、問の事例では、次の算式のとおり、4,850万円が免除される。 

 （算式） 

    Ⓐ       Ⓑ   

5,000万円 － 150万円  ＝  4,850万円 

Ⓐ： 解散の直前における猶予税額 

Ⓑ： 直前配当等の額（50 万円×３年分＝150万円） 

 

３ また、直前配当等の額（Ⓑ）150万円に相当する贈与税については、解散があった日から２月を

経過する日において、納税猶予の期限が確定することとなる。 
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《差額免除・追加免除》 

 

（問８－８）差額免除・追加免除の概要 

（問）特例措置では、事業の継続が困難な事由が生じた場合に一定の猶予税額が免除される措置

が設けられているが、具体的にはどのような制度か。 

 

（答）  

１ 特例措置では、特例経営承継期間等の末日の翌日以後に特例認定会社の事業の継続が困難な一

定の事由が生じた場合に、①特例承継受贈者等（特例経営承継受贈者、特例経営承継相続人等又

は特例経営相続承継受贈者をいう。以下同じ。）が特例対象株式等を譲渡等したとき、又は特例認

定会社が②合併により消滅したとき、③株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等とな

ったとき若しくは④解散をしたときは、一定の要件のもと、納税の猶予に係る期限が確定する猶

予税額のうち一定の金額を税務署長の通知により免除する措置が次のとおり講じられている（措

置法 70の７の５⑫～⑲、70 の７の６⑬～⑳、70の７の８⑰）（以下、⑴又は⑵による免除を「差

額免除」といい、⑶による免除を「追加免除」という。）。 

 (注) 「事業の継続が困難な一定の事由」については、（参考１）参照。 

⑴ 時価に相当する金額の２分の１までの部分に対応する猶予税額の免除 

特例対象株式等の譲渡等の対価の額、合併対価の額若しくは交換等対価の額（これらの対価

の額が当該特例対象株式等の時価に相当する金額の２分の１以下である場合には、当該２分の

１に相当する金額）又は解散の時における特例対象株式等の時価に相当する金額を贈与又は相

続により取得をした特例対象株式等の当該贈与又は相続の開始の時における価額とみなして計

算した猶予税額と直前配当等の額(注)との合計額を納付することとし、従前の猶予税額から当該

合計額を控除した残額を免除する（措置法 70 の７の５⑫、70の７の６⑬、70の７の８⑰）。 

(注) 「直前配当等の額」とは、これらの事由が生じた日以前５年以内において、特例承継受贈者等及びその特

別関係者が特例認定会社から受けた次に掲げる金額の合計額をいう（措置法令 40 の８の５㉗、40 の８の６

㉞、40 の８の８㉑）。以下（問８－８）において同じ。 

１ 当該特例認定会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当等の額 

２ 当該特例認定会社から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。）の額の

うち法人税法第 34 条又は第 36 条の規定により当該特例認定会社の各事業年度の所得の金額の計算上損

金に算入されないこととなる金額 

 

⑵ 譲渡等の対価の額が時価に相当する金額の２分の１以下である場合の納税猶予及び免除 

特例対象株式等の譲渡等をした場合等（特例認定会社が解散をした場合を除き、その対価の

額が当該特例対象株式等の時価に相当する金額の２分の１以下である場合に限る。）において、

下記⑶の適用を受けようとするときは、担保の提供を条件に、上記⑴の再計算した猶予税額と

直前配当等の額との合計額を猶予税額とすることができる(注)（従前の猶予税額から当該合計額

を控除した残額は免除される。）（措置法 70の７の５⑬、70の７の６⑭、70の７の８⑰）。 

  (注) 譲渡等の対価の額が時価に相当する金額の２分の１に相当する金額以下であった場合に⑴又は⑵のいず

れの規定による差額免除の適用を受けるかは、特例承継受贈者等の選択による。 

⑶ ⑵の場合の猶予税額の追加免除 

上記⑵の場合において、上記⑵の特例対象株式等の譲渡等をした後２年を経過する日におい

て、特例認定会社の事業が継続している場合(注)として一定の要件に該当するときは、特例対象

株式等の譲渡等の対価の額（時価に相当する金額の２分の１以下であった実額）を特例対象株

式等の贈与又は相続の開始の時における価額とみなして再計算した金額と直前配当等の額との

合計額を納付することとし、上記⑵による猶予税額から当該合計額を控除した残額については、

免除する（措置法 70 の７の５⑭、70の７の６⑮、70の７の８⑰）。 
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ただし、この一定の要件に該当しない場合には、上記⑵による猶予税額を納付することとなる。 

(注) 「事業を継続している場合」とは、譲渡等、合併又は株式交換等に係る会社が、当該２年を経過する日に

おいて、次の要件の全てを満たす場合をいう（措置法令 40 の８の５㉛、40 の８の６㊳、40 の８の８㉑）。 

  ⑴ 商品の販売その他の一定の業務を行っていること。 

   ⑵ 譲渡等の事由に該当することとなった時の直前における特例認定会社の常時使用従業員のうちその総

数の２分の１以上に相当する数（その数に１人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該

該当することとなった時の直前における常時使用従業員の数が１人のときは１人とする。）以上の者が、

当該該当することとなった時から当該２年を経過する日まで引き続きその会社の常時使用従業員である

こと（（問８－16）参照）。    

  ⑶ ⑵の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃

借していること。 

 

２  上記１の免除の適用を受けようとする者は、差額免除（上記１⑴又は⑵）については上記１①

～④に該当することとなった日から２月を経過する日(注)までに、また、追加免除（上記１⑶）に

ついては上記１⑶の２年を経過する日から２月を経過する日(注)までに、それぞれ免除の申請を行

う必要がある（措置法 70の７の５⑫⑬⑯、70の７の６⑬⑭⑰、70の７の８⑰）。 

  (注) 当該２月を経過する日までに当該特例承継受贈者等が死亡した場合には、当該特例承継受贈者等の相続人

（包括受遺者を含む。）が当該特例承継受贈者等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から

６月を経過する日。以下（問８－13）までにおいて同じ。 

 

３ なお、納付が必要となる猶予税額の納期限は、上記１⑴の場合は同⑴に該当することとなった

日から２月を経過する日と、また、上記１⑶の場合は同⑶の２年を経過する日から２月を経過す

る日とされている（措置法 70の７の５⑫⑭、70の７の６⑬⑮、70の７の８⑰）。 

 

 

（参考１）事業の継続が困難な事由（措置法令 40 の８の５㉒、40 の８の６㉙、40 の８の８㉑、措

置法規則 23の 12 の２㉖、23の 12の３㉖、23の 12の５㉓） 

 

１ 直前事業年度及び当該直前事業年度の直前の３事業年度（当該直前事業年度の終了の日の翌日

以後６月を経過する日後に措置法第 70条の７の５第 12項各号に掲げる場合のいずれかに該当す

ることとなった場合には、２事業年度。以下２において同じ。）のうち２以上の事業年度におい

て、経常損益金額（会社計算規則第 91 条第１項に規定する経常損益金額をいう。）がゼロ未満

であること。 

(注) 「直前事業年度」とは、特例承継受贈者等又は特例認定会社が措置法第 70 条の７の５第 12 項各号又は第

70 条の７の６第 13 項各号（第 70 条の７の８第 17 項において準用する場合を含む。以下同じ。）に掲げる

場合のいずれかに該当することとなった日の属する事業年度の前事業年度をいう（以下（問８－14）までに

おいて同じ。）。 

 

２ 直前事業年度及び当該直前事業年度の直前の３事業年度のうち２以上の事業年度において、各

事業年度の平均総収入金額が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。 

 (注) 「平均総収入金額」とは、次の算式により計算した金額をいう（３において同じ。）。 

     特例認定会社の各事業年度の総収入金額 

      特例認定会社の各事業年度の月数 

 (※) 上記算式の「総収入金額」は、当該特例認定会社の総収入金額のうち、会社計算規則第 88 条第１項第４

号に掲げる営業外収益及び同項第６号に掲げる特別利益以外のものに限られる。 
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３ 次に掲げる算式のいずれか（直前事業年度の終了の日の翌日以後６月を経過する日後に措置法

第 70条の７の５第 12項各号又は第 70条の７の６第 13項各号に掲げる場合のいずれかに該当す

ることとなった場合には、イに掲げる算式）に該当すること。 

イ 
直前事業年度の終了の日における

負債の帳簿価額 
≧ 直前事業年度の平均総収入金額×６ 

ロ 
直前事業年度の前事業年度の終了

の日における負債の帳簿価額 
≧ 直前事業年度の前事業年度の平均総収入金額×６ 

(注) 上記算式の「負債」は、利子（特別関係者に対して支払うものを除く。）の支払の基因となるものに限ら

れる。 

 

４ 次に掲げる算式のいずれかに該当すること。 

 イ 判定期間における業種平均株価  ＜ 前判定期間における業種平均株価 

 ロ 前判定期間における業種平均株価 ＜ 前々判定期間における業種平均株価 

(注)１ 上記算式の「判定期間」とは、直前事業年度終了の日の１年前の日の属する月から同月以後１年を経過

する月までの期間をいい、「前判定期間」とは、判定期間の開始前１年間をいい、「前々判定期間」とは、

前判定期間の開始前１年間をいう。 

２ 上記算式の「業種平均株価」とは、措置法令第 40 条の８の５第 22 項第４号又は第 40 条の８の６第 29

項第４号に規定する業種平均株価をいう。 

 

５ 特例承継受贈者等（措置法第 70 条の７の５第 12 項各号（第４号を除く。）又は第 70 条の７

の６第 13 項各号（第４号を除く。）に掲げる場合のいずれかに該当することとなった時におい

て特例認定会社の会社法第 329 条第１項に規定する役員又は業務を執行する社員であった者に

限る。）が心身の故障その他の事由により当該特例認定会社の業務に従事することができなくな

ったこと。 

 

 

（参考２）事業の継続が困難な事由とその判定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）上記は、各事業年度が１年の場合である。 

 

一号
（赤字）
・

二号
（収入減少）

① 直前事業年度終了後６月以内

② 直前事業年度終了後６月後

三号
（収入負債割合）

四号
（業種平均株価）

譲渡等が発生した
事業年度直前事業年度

① 直前事業年度終了後６月以内

② 直前事業年度終了後６月後

① ②

判定対象期間判定対象期間判定対象期間判定対象期間

判定対象期間判定対象期間判定対象期間

判定対象期間判定対象期間

事業年度Ⅱ事業年度Ⅲ 事業年度Ⅰ

４事業年度のうち２以上

３事業年度のうち２以上

直前事業年度終了の日

直前又はその前事業年度終了
の日のいずれか

いずれかの期間

五号
（事業継続困難）

譲渡等の時

判定対象時点

判定対象時点

６月
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（問８－９）差額免除等に係る免除税額の計算例（１）：２分の１超の対価で譲渡した場合 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受け、特例経営贈与承継期間は経過したが、このたび、Ｘ株式会社の業績の悪化に伴い、

その有する株式の全てを譲渡した。 

この場合に差額免除により免除される税額等はどのようになるのか。 

 〔贈与時〕 

・ 相続税評価額：300（猶予税額：150） 

 〔譲渡時〕 

  ・ 譲渡対価：200（譲渡対価を基に再計算した猶予税額：100） 

  ・ 譲渡時におけるＸ株式会社の株式の相続税評価額：250 

  ・ 譲渡以前５年以内にＡ及びその特別関係者がＸ株式会社から受けた配当等はない。 

  (注) 上記の数値は、実際の税額等とは異なる。 

 

（答） 

 次のとおりとなる。 

・ 免除される税額      ： 50 

・ 猶予期限が確定する税額  ：100 

 

（解説） 

１ 問の事例では、譲渡対価の額（200）が譲渡時の特例対象受贈非上場株式等の価額（250）の２分

の１超であるため、譲渡対価の額（200）に基づき猶予税額を再計算することとなる。 

 

２ そして、この譲渡対価の額に基づき再計算した猶予税額（100）と従前の猶予税額（150）との差

額（50）が免除される。 

なお、再計算した猶予税額（100）は、譲渡をした日から２月を経過する日において、納税猶予

の期限が確定することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贈与時

３００

２５０

譲渡時

２００ ５０ ⇒ 免除

１５０
１００ ⇒ 納付

経営環境の悪化により、
贈与時に比べて、株価が減少。

相
続
税
評
価
額
（課
税
価
格
・株
価
）

当
初
猶
予
税
額

譲
渡
時
の
時
価
（相
続
税
評
価
額
）

実際の
譲渡対価

再計算
した猶
予税額
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（問８－10）差額免除等に係る免除税額の計算例（２）：２分の１以下の対価で譲渡した場合 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受け、特例経営贈与承継期間は経過したが、このたび、Ｘ株式会社の業績の悪化に伴い、

その有する株式の全てを譲渡した。 

この場合に、差額免除及び追加免除により免除される税額等はどのようになるのか。 

 〔贈与時〕 

・ 相続税評価額：300（猶予税額：150） 

 〔譲渡時〕 

  ・ 譲渡対価：60（譲渡対価を基に再計算した猶予税額：30） 

    ・ 譲渡時におけるＸ株式会社の株式の相続税評価額：200 

    （相続税評価額の２分の１（100）を基に再計算した猶予税額：50） 

  ・ 譲渡以前５年以内にＡ及びその特別関係者がＸ株式会社から受けた配当等はない。 

 (注) 上記の数値は、実際の税額等とは異なる。 

 

（答） 

 次のとおりとなる。 

１ 譲渡時（差額免除） 

・ 免除される税額      ：100 

・ 納税猶予される税額    ： 50 

２ 譲渡時から２年を経過する日（追加免除） 

 ・ 免除される税額      ： 20 

 ・ 猶予期限が確定する税額  ： 30 

 

（解説） 

１ 譲渡時（差額免除） 

⑴ 問の事例では、譲渡対価の額（60）が譲渡時の特例対象受贈非上場株式等の価額（200）の２

分の１以下であるため、譲渡時には、その２分の１に相当する金額（100）に基づき猶予税額を

再計算することとなる。 

 

⑵ したがって、譲渡時には、この２分の１に相当する金額（100）に基づき再計算した猶予税額

（50）と従前の猶予税額（150）との差額（100）が免除されることとなる。 

また、この際、措置法第 70 条の７の５第 13 項の規定の適用を受ける場合には、再計算した

猶予税額（50）については、納税猶予が継続される。 

    (注) 措置法第 70 条の７の５第 13 項の規定による２年間の納税猶予の継続は、特例経営承継受贈者がその申

請書を提出した場合に限り適用されるものであり、譲渡対価の額が２分の１以下であった場合であっても、

その者の選択により、措置法第 70 条の７の５第 12 項の規定による差額免除の申請を行うこともできる。 

なお、措置法第 70 条の７の５第 12 項の適用を受ける場合には、再計算した猶予税額（50）と従前の猶予

税額（150）との差額（100）が免除され、再計算した猶予税額（50）については、譲渡をした日から２月を

経過する日において、納税猶予の期限が確定することとなる。 
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２ 譲渡時から２年を経過する日（追加免除） 

上記１⑵により納税の猶予が継続された税額（50）については、譲渡の日から２年を経過する

日において、事業を継続している場合として一定の要件を満たすかどうかの判定を行い、その要

件を満たす場合には、実際の譲渡対価（60）に基づき再計算した猶予税額（30）との差額（20）が、

追加免除される。 

なお、実際の譲渡対価に基づき再計算した猶予税額（30）は、その２年を経過する日から２月を

経過する日において、納税猶予の期限が確定することとなる。 

 (注) 一定の要件を満たさない場合、納税の猶予が継続された税額（50）は、その２年を経過する日から２月を経

過する日において、納税猶予の期限が確定することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００

譲渡時

実際の
譲渡価額

６０

譲
渡
時
の
時
価

（相
続
税
評
価
額
）

１００ ⇒ 免除

１００

再計算
税額 特例再計算

贈与税額
５０ ⇒ 猶予

譲渡から２年経過時

経営環境の悪化により、
贈与時に比べて、株価が減少。

３００

１５０

相
続
税
評
価
額
（課
税
価
格
・株
価
）

当
初
猶
予
税
額

贈与時

（時価の１/２）

２０ ⇒ 追加免除

３０ ⇒ 納付
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（問８－11）差額免除等に係る免除税額の計算例（３）：２分の１超の対価で合併した場合 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受け、特例経営贈与承継期間は経過したが、このたび、Ｘ株式会社は、その業績の悪化

に伴い、Ｙ株式会社と合併した。 

この場合に差額免除により免除される税額等はどのようになるのか。 

〔贈与時〕 

・ 相続税評価額：300（猶予税額：150） 

 〔合併時〕 

  ・ 合併対価：200【現金：50、Ｙ株式会社の株式：150】 

（合併対価を基に再計算した猶予税額：100） 

  ・ 合併時におけるＸ株式会社の株式の相続税評価額：250 

  ・ 合併以前５年以内にＡ及びその特別関係者がＸ株式会社から受けた配当等はない。 

  (注) 上記の数値は、実際の税額等とは異なる。 

 

（答） 

 次のとおりとなる。 

・ 免除される税額      ：50 

・ 猶予期限が確定する税額  ：25 

・ 納税の猶予が継続される税額：75 

 

（解説） 

１ 問の事例では、合併対価の額（200）が合併時の特例対象受贈非上場株式等の価額（250）の２分

の１超であるため、合併対価の額（200）に基づき猶予税額を再計算することとなる。 

 

２ そして、この合併対価の額に基づき再計算した猶予税額（100）と従前の猶予税額(150)との差

額（50）が免除される。 

なお、再計算した猶予税額（100）のうち、現金対応分（100×50/200＝25）については、合併が

効力を生じた日から２月を経過する日において納税猶予の期限が確定し、残額（75：Ｙ株式会社

の株式に対応する部分）は納税の猶予が継続される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贈与時

３００

２５０

合併時

２００ ５０ ⇒ 免除

１５０

経営環境の悪化により、
贈与時に比べて、株価が減少。
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価
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予
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額

合
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時
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価
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続
税
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価
額
）

実際の
合併対価

再計算
した猶
予税額

２５（現金対応分） ⇒ 納付

７５（株式対応分） ⇒ 猶予

現金 ： 50
Ｙ社株式：150
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（問８－12）差額免除等に係る免除税額の計算例（４）：２分の１以下の対価で合併した場合 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受け、特例経営贈与承継期間は経過したが、このたび、Ｘ株式会社は、その業績の悪化

に伴い、Ｙ株式会社と合併した。 

この場合に、差額免除及び追加免除により免除される税額等はどのようになるのか。 

 〔贈与時〕 

・ 相続税評価額：300（猶予税額：150） 

 〔合併時〕 

・ 合併対価：60【現金：20、Ｙ株式会社の株式：40】 

（合併対価を基に再計算した猶予税額：30） 

    ・ 合併時におけるＸ株式会社の株式の相続税評価額：200 

    （相続税評価額の２分の１（100）を基に再計算した猶予税額：50） 

  ・ 合併以前５年以内にＡ及びその特別関係者がＸ株式会社から受けた配当等はない。 

 (注) 上記の数値は、実際の税額等とは異なる。 

 

（答） 

 次のとおりとなる。 

１ 合併時（差額免除） 

・ 免除される税額      ：100 

・ 納税猶予される税額    ： 50 

２ 合併時から２年を経過する日（追加免除） 

 ・ 免除される税額      ： 20 

 ・ 猶予期限が確定する税額  ： 10 

・ 納税の猶予が継続される税額： 20 

 

（解説） 

１ 合併時（差額免除） 

⑴ 問の事例では、合併対価の額（60）が合併時の特例対象受贈非上場株式等の価額（200）の２

分の１以下であるため、合併時には、その２分の１に相当する金額（100）に基づき猶予税額を

再計算することとなる。 

 

⑵ したがって、合併時には、この２分の１に相当する金額（100）に基づき再計算した猶予税額

（50）と従前の猶予税額（150）との差額（100）が免除されることとなる。 

また、この際、措置法第 70 条の７の５第 13 項の規定の適用を受ける場合には、再計算した

猶予税額（50）については、納税の猶予が継続される。 

(注) 措置法第 70 条の７の５第 13 項の規定による２年間の納税猶予の継続は、特例経営承継受贈者がその申

請書を提出した場合に限り適用されるものであり、合併対価の額が２分の１以下であった場合であっても、

その者の選択により、措置法第 70 条の７の５第 12 項の規定による差額免除の申請を行うこともできる。 

なお、措置法第 70 条の７の５第 12 項の適用を受ける場合には、再計算した猶予税額（50）と従前の猶予

税額（150）との差額（100）が免除され、再計算した猶予税額（50）のうち、現金対応部分（50×20/60＝

16※）については合併が効力を生じた日から２月を経過する日において納税猶予の期限が確定し、残額（34：

Ｙ株式会社の株式に対応する部分）は納税の猶予が継続される。 

   ※ 100 円未満の端数は切り捨てる。 
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２ 合併時から２年を経過する日（追加免除） 

上記１⑵により納税の猶予が継続された税額（50）については、合併が効力を生ずる日から２

年を経過する日において、事業を継続している場合として一定の要件を満たすかどうかの判定を

行い、その要件を満たす場合には、実際の合併対価（60）に基づき再計算した猶予税額（30）との

差額（20）が、追加免除される。 

なお、実際の合併対価に基づき再計算した猶予税額（30）のうち、現金対応部分（30×20/60＝

10※）については、その２年を経過する日から２月を経過する日において納税猶予の期限が確定し、

残額（20：Ｙ株式会社の株式に対応する部分）は納税の猶予が継続される。 

※ 100 円未満の端数は切り捨てる。 

 (注) 一定の要件を満たさない場合、納税の猶予が継続された税額（50）のうち、現金対応部分（50－30×40/60

＝30※）については、その２年を経過する日から２月を経過する日において納税猶予の期限が確定し、残額（20：

Ｙ株式会社の株式に対応する部分）は納税の猶予が継続される。 

   ※ 100 円未満の端数は切り捨てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００
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贈与税額
５０ ⇒ 猶予

合併から２年経過時

経営環境の悪化により、
贈与時に比べて、株価が減少。
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）
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贈与時

（時価の１/２）

２０ ⇒ 追加免除

現金 ：20
Ｙ社株式：40

２０（株式対応分） ⇒ 猶予

１０（現金対応分） ⇒ 納付
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（問８－13）差額免除等に係る免除税額の計算例（５）：解散をした場合 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受け、特例経営贈与承継期間は経過したが、このたび、Ｘ株式会社は、その業績の悪化

に伴い解散した。 

この場合に、差額免除により免除される税額等はどのようになるのか。 

 〔贈与時〕 

・ 相続税評価額：300（猶予税額：150） 

 〔合併時〕 

・ 解散時におけるＸ株式会社の株式の相続税評価額：200 

    （相続税評価額 200を基に再計算した猶予税額：100） 

  ・ 解散以前５年以内にＡ及びその特別関係者がＸ株式会社から受けた配当等はない。 

 (注) 上記の数値は、実際の税額等とは異なる。 

 

（答） 

 次のとおりとなる。 

・ 免除される税額      ： 50 

・ 猶予期限が確定する税額  ：100 

 

（解説） 

１ 特例認定贈与承継会社が解散した場合の差額免除については、譲渡等の場合における２分の１

判定は不要であり、解散時におけるＸ株式会社の相続税評価額（200）に基づき猶予税額を再計算

することとなる。 

 

２ そして、この解散時における相続税評価額に基づき再計算した猶予税額（100）と従前の猶予税

額（150）との差額（50）が免除される。 

なお、再計算した猶予税額（100）については、解散の日から２月を経過する日において納税猶

予の期限が確定することとなる。 
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（問８－14）事業継続困難事由の判定の基準となる業種の判定 

（問）甲は、乙から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の

適用を受けているが、このたび、その株式の全てを譲渡した。 

   判定期間（前判定期間）の類似業種の上場企業の株価（業種平均株価）が前判定期間（前々

判定期間）の業種平均株価を下回る場合には、事業の継続が困難な事由に該当するところ、

当該譲渡時におけるＸ株式会社の事業が該当する業種はＡ工事業であるが、前々事業年度

まではＢ工事業に該当していた。 

この場合、各判定期間の業種平均株価の算定は、いずれの業種を基準とするのか。 

 

  

 

 

 

  (注) Ｘ株式会社の各事業年度は、毎年４月１日から３月 31 日までの１年間である。 

 

（答） 

 いずれの判定期間も、譲渡時における業種であるＡ工事業を基準として、業種平均株価を算定す

る。 

 

（解説） 

１ 差額免除の適用の前提となる事業の継続が困難な事由のうちの一つに、次に掲げる事由のいず

れかに該当することがある（措置法令 40の８の５㉒四、40の８の６㉙四、40の８の８㉑）。 

⑴ 判定期間における業種平均株価  ＜ 前判定期間における業種平均株価 

⑵ 前判定期間における業種平均株価 ＜ 前々判定期間における業種平均株価 

(注) 上記算式の「判定期間」とは、直前事業年度（措置法第70条の７の５第12項各号又は第70条の７の６第13

項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった日の属する事業年度の前事業年度をいう。）終了の日

の１年前の日の属する月から同月以後１年を経過する月までの期間をいい、「前判定期間」とは、判定期間の

開始前１年間をいい、「前々判定期間」とは、前判定期間の開始前１年間をいう。 

   つまり、事業年度が１年である会社の場合、「判定期間」は直前事業年度、「前判定期間」は前々事業年度、

「前々判定期間」は前々々事業年度が、それぞれ該当する期間となる。 

 

２ 上記１の算式の「業種平均株価」とは、特例認定会社の事業が該当する業種に属する事業を営

む上場会社の株式の価格の平均値をいうところ（措置法令 40の８の５㉒四、40の８の６㉙四、40

の８の８㉑）、その「該当する業種」については、措置法第 70条の７の５第 12項各号又は第 70条

の７の６第 13 項各号に掲げる場合に該当することとなった時における特例認定会社の行う事業

によることとされている（措置通 70の７の５－27、70の７の６－27、70の７の８－11）。 

 

３ したがって、問の事例においては、譲渡時における業種であるＡ工事業を基準として各判定期

間における業種平均株価を算定し、上記１の事由の有無の判定を行うこととなる。 

 

４ なお、措置法第 70 条の７の５第 12 項各号又は第 70 条の７の６第 13 項各号に掲げる場合に該

当することとなった時における特例認定会社の事業が該当する業種の判定は、評価基本通達

譲渡
×４年
４/１

×５年
４/１

×６年
４/１

×７年
４/１

Ａ工事業 Ａ工事業Ｂ工事業Ｂ工事業

直前事業年度前々事業年度前々々事業年度
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181((類似業種))及び 181－２((評価会社の事業が該当する業種目))に準じて行い、具体的には、

その該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度終了の日以前１年間における取引

金額（評価基本通達 178の⑷の取引金額をいう。）に基づき行うこととなる。 

 (参考) 差額免除については、譲渡等の対価の額がその時における特例対象株式等の時価に相当する金額の２分

の１以下であるかどうかで適用が異なるところ、この「時価に相当する金額」も評価基本通達の定めに基

づき算定することとされている（措置通 70 の７の５－28、70 の７の６－28、70 の７の８－11）。 

したがって、この場合に算定する類似業種比準価額に係る類似業種と、上記の「業種平均株価」を算定

する場合の特例認定会社の事業が該当する業種とは、一致することとなる。 
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（問８－15）役員退任後に心身の故障等が生じた場合 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受けているが、特例経営贈与承継期間を経過したことから、３年前にＸ株式会社の役員

を退任している。 

このたびＡは、病気により長期間入院をすることとなったことから、これを機にＸ株式会

社の株式を売却し、差額免除の適用を受けたいと考えているが、この病気による入院は「事

業の継続が困難な事由」に該当するか。 

 

（答） 

 Ａは既にＸ株式会社の役員を退任しているため、この病気による入院は「事業の継続が困難な事

由」に該当しない。 

 

（解説） 

１ 差額免除の適用の前提となる「事業の継続が困難な事由」の一つに、特例承継受贈者等による

特例認定会社の事業の継続が困難となった事由があり（措置法令 40 の８の５㉒、40の８の６㉙、

40の８の８㉑）、具体的には、特例承継受贈者等が心身の故障その他の事由により当該特例認定会

社の業務に従事することができなくなったこととされている（措置法規則 23の 12の２㉖、23の

12の３㉖、23の 12の５㉓）。 

 

２ ただし、この場合の特例承継受贈者等は、措置法第 70条の７の５第 12 項各号又は第 70条の７

の６第 13 項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった時において特例認定会社の会

社法第 329条第１項に規定する役員又は業務を執行する社員であった者に限られている。 

 

３ 病気による長期間の入院は、一般的には、措置法規則第 23条の 12の２第 26項等に規定する事

由に該当すると考えられるが、問の事例のＡは、既にＸ株式会社の役員を退任しており、「譲渡等

の時において特例認定贈与承継会社の役員であった者」に該当しないため、問の事例における病

気による入院は、差額免除の適用に係る「事業の継続が困難な事由」には該当しないこととなる。 
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（問８－16）追加免除に係る雇用の確保 

（問）次の各事例は、措置法第 70条の７の５第 14項の規定による追加免除に係る雇用確保要件

を満たしているか。 

事例 
譲渡時の直前における

常時使用従業員の数 

譲渡の日から２年を経過

する日における常時使用

従業員の数 

 

うち、譲渡時から２年を経

過する日まで引き続き常時

使用従業員である者の数 

① 20人 25人 18人 

② 20人 25人 ８人 

③ 20人 15人 13人 

④ 20人 15人 ７人  

 

 

（答） 

 事例①及び③のみ、追加免除に係る雇用確保要件を満たす。 

 

（解説） 

１ 追加免除は、譲渡等の日から２年を経過する日において、事業を継続している場合として一定

の場合に該当することが要件とされているが（措置法 70 の７の５⑭、70 の７の６⑮、70 の７の

８⑰）、その要件の一つとして、一定の雇用の確保が必要とされている（措置法令 40 の８の５㉛

二、40の８の６㊳二、40の８の８㉑）（その他の要件については、（問８－８）参照）。 

 

２ 具体的には、その譲渡等の時の直前における特例認定会社の常時使用従業員のうち、その譲渡

等の時からその２年を経過する日まで引き続き常時使用従業員である者の数が、その譲渡等の時

の直前における当該特例認定会社の常時使用従業員の総数の２分の１に相当する数(注)以上である

ことが必要となる。 

 (注) その数に１人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、その譲渡等の時の直前における常時使用

従業員の数が１人のときは１人となる。 

 

３ このように、追加免除に係る雇用確保要件は、個々の従業員の雇用が継続されているかどうか

（者としての雇用の継続が必要）により判定するものであり、単に一定の数として雇用の確保を

することが要件とされている一般措置における雇用確保要件（措置法 70 の７③二等）とは異なっ

ている。 

 

４ 問の事例では、譲渡の時の直前における常時使用従業員の数が 20人であることから、そのうち

10 人以上の者について、譲渡の時から２年を経過する日まで引き続き常時使用従業員として雇用

を継続することが必要となる。 

したがって、問の事例①及び③が、この要件を満たすこととなる。 

  



 156 

（問８－17）差額免除の適用を受ける場合の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の判定 

（問）Ａは、次のとおりＸ株式会社の株式を、甲及び乙から贈与により取得し「贈与税の納税猶

予の特例措置」の適用を受けている他、自己資金により購入している。 

このたび、Ａは、その有するＸ株式会社の株式のうち 100株を譲渡したが、いずれの株式

を譲渡したこととなるのか。 

   なお、当該譲渡は、差額免除の適用要件を満たしていることから、Ａはその適用を受けた

いと考えている。 

 【取得の状況】 

  ×２年  30株 自己資金により購入 

×３年  90株 甲から贈与により取得 

  ×４年  20株 乙から贈与により取得 

  ×６年  10株 自己資金により購入 

  ×20年  100株 売却 

 

（答） 

 譲渡した株式の内訳は、Ａの選択による。 

 

（解説） 

１ 特例経営承継受贈者等が（特例）対象（受贈）非上場株式等に係る特例認定承継会社等の非上場

株式等で（特例）対象（受贈）非上場株式等以外のものを有している場合、また、（特例）対象（受

贈）非上場株式等のうちに取得時期が異なるものがある場合に、当該特例認定承継会社等の非上

場株式等の譲渡等をしたときは、（特例）対象（受贈）非上場株式等に係る譲渡等をしたのかどう

か不明であることから、原則として、次により譲渡等をした株式等の判定を行うこととしている

（措置法令 40の８○62○63、40の８の２○70○71、40の８の５㊲、40の８の６㊹）（（参考）参照）。 

 ⑴ 特例経営承継受贈者等が特例認定承継会社等の非上場株式等で（特例）対象（受贈）非上場株

式等以外のものを有する場合において、当該特例認定承継会社等の非上場株式等の譲渡等をし

たとき（免除対象贈与をしたときを除く。）は、当該（特例）対象（受贈）非上場株式等以外の

非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、免除対象贈与をしたときは、当該（特例）対

象（受贈）非上場株式等から先に贈与をしたものとみなす。 

⑵ 特例経営承継受贈者等が、その有する（特例）対象（受贈）非上場株式等の譲渡等をした場合

には、当該（特例）対象（受贈）非上場株式等のうち先に取得をしたもの（当該先に取得をした

ものが免除対象贈与により取得をしたものである場合には、当該（特例）対象（受贈）非上場株

式等のうち先に措置法第 70 条の７第１項又は第 70 条の７の５第１項の規定の適用を受けた他

の経営承継受贈者又は特例経営承継受贈者に係るもの）から順次譲渡等をしたものとみなす。 

 

２ 上記１の取扱いは、措置法令第 40条の８第 62 項及び第 63項並びに第 40条の８の２第 70項及

び第 71 項において規定され、特例措置については措置法令第 40 条の８の５第 37 項、第 40 条の

８の６第 44項及び第 40条の８の８第 23項においてこれらの規定を準用しているのであるが、そ

の譲渡等につき差額免除の適用を受ける場合には、これらの規定を準用しないこととされている。 
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３ そこで、この場合に譲渡等をした株式の判定をどのように行うのか疑義も生じるが、この点、

差額免除の適用に係る申請書の記載事項を規定している措置法規則第 23条の 12の２第 27項第４

号、第 23 条の 12 の３第 27 項第４号及び第 23 条の 12 の５第 23 項においては、差額免除の適用

に係る譲渡等が特例対象株式等の一部の譲渡等である場合又はその譲渡等の直前において特例承

継受贈者等が特例認定会社の非上場株式等で特例対象株式等以外のものを有する場合には、当該

特例承継受贈者等は、当該申請書に差額免除の適用を受けるものとして選択をしたものに係る特

例対象株式等の内訳を記載することとしている。 

つまり、特例承継受贈者等が差額免除の適用を受けるものとして選択をした特例対象株式等が、

差額免除の適用上、譲渡等を行った株式等に該当することとなる。 

 

４ 問の事例においても、Ａが差額免除の適用を受ける場合には、譲渡をした株式の内訳はＡの選

択によることとなる。 

 

 

（参考）譲渡等をした株式の判定（差額免除の適用を受けない場合） 
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《再計算免除》 

 

（問８－18）再計算免除の概要 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」では、一般措置及び特例措置ともに、

特例経営承継期間等の末日の翌日以後に、特例認定承継会社等について認可決定を受けた民

事再生計画等に基づき一定の評定が行われた場合に一定の猶予税額が免除される措置が設

けられているが、具体的にはどのような制度か。 

 

（答） 

１ 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」では、一般措置及び特例措置ともに、特

例経営承継期間等の末日の翌日以後に、特例認定承継会社等について民事再生法の規定による再

生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合（再生計画の認可の決定

に準ずる一定の事実が生じた場合を含む。）において、当該特例認定承継会社等の有する資産につ

き一定の評定が行われたとき（再生計画を履行している特例認定承継会社等にあっては監督委員

又は管財人が選任されている場合に限る。）は、当該認可決定日における（特例）対象（受贈）非

上場株式等の価額に基づき再計算した税額をもって猶予税額とし、直前の猶予税額から、その再

計算した猶予税額と直前配当等の額との合計額を控除した残額に相当する贈与税又は相続税を税

務署長の通知により免除する措置が講じられている（措置法 70 の７㉑、70 の７の２㉒、70 の７

の４⑬、70 の７の５⑳、70 の７の６㉑、70 の７の８⑫。以下、この免除を「再計算免除」とい

う。）。 

 (注) 「直前配当等の額」とは、認可決定日前５年以内において、当該特例経営承継受贈者等及び当該特例経営承

継受贈者等と生計を一にする者が当該特例認定承継会社等から受けた次に掲げる金額の合計額をいう（措置

法令 40 の８㊷）。以下（問８－19）までにおいて同じ。 

１ 当該特例認定承継会社等から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当等の額 

２ 当該特例認定承継会社等から支給された給与（債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。）の

額のうち法人税法第 34 条又は第 36 条の規定により当該特例認定承継会社等の各事業年度の所得の金額の

計算上損金に算入されないこととなる金額 

 

２ なお、この場合には、直前配当等の額に相当する贈与税又は相続税については、その通知が発

せられた日から２月を経過する日(注)をもって納税の猶予に係る期限となる（措置法 70の７㉑、70

の７の２㉒、70の７の４⑬、70の７の５⑳、70の７の６㉑、70の７の８⑫）。 

(注) 当該２月を経過する日までに当該特例経営承継受贈者等が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者等

の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例経営承継受贈者等の死亡による相続の開始があったことを知った

日の翌日から６月を経過する日。以下（問８－19）までにおいて同じ。 

 

３ この再計算免除の適用を受けようとする者は、認可決定日から２月を経過する日までに、免除

の申請を行うことが必要である（措置法 70の７㉓、70の７の２㉔、70の７の４⑬、70の７の５

⑳、70の７の６㉑、70の７の８⑫）。 
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（参考）再計算免除のイメージ 
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（問８－19）再計算免除に係る免除税額の計算例 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受け、特例経営贈与承継期間を経過したが、このたび、Ｘ株式会社について民事再生法

の規定による再生計画の認可の決定があり、その有する資産につき評定が行われた。 

この場合に、再計算免除により免除される税額等はどのようになるのか。 

 〔贈与時〕 

・ 特例対象受贈非上場株式等の価額：１億円（猶予税額：4,799.5万円） 

 〔認可決定時〕 

  ・ 特例対象受贈非上場株式等の価額：7,000 万円（再計算猶予中贈与税額：3,149.5万円） 

  ・ 直前配当等の額：500万円 

  (注)１ 贈与税の計算は特例税率（措置法 70 の２の５）による。 

    ２ これまでに納税猶予の期限が確定した税額及び免除された税額はない。 

 

（答） 

 次のとおりとなる。 

 ・ 引き続き納税猶予される税額：3,149.5万円 

・ 免除される税額      ： 1,150万円 

・ 猶予期限が確定する税額  ：   500万円 

 

（解説） 

１ （問８－18）のとおり、再計算免除の適用を受けた場合、認可決定日における（特例）対象（受

贈）非上場株式等の価額に基づき再計算した税額をもって当該（特例）対象（受贈）非上場株式等

に係る猶予税額とされ、直前の猶予税額からその再計算した税額と直前配当等の額との合計額を

控除した残額に相当する贈与税又は相続税は、税務署長の通知により免除される（措置法 70の７

㉑、70の７の２㉒、70の７の４⑬、70の７の５⑳、70の７の６㉑、70 の７の８⑫）。 

また、この場合、直前配当等の額に相当する贈与税又は相続税については、その通知が発せら

れた日から２月を経過する日をもって納税の猶予に係る期限となる。 

 

２ したがって、問の事例においては、次のとおりとなる。 

 ⑴ 引き続き納税猶予される税額＝再計算した贈与税額 

⇒ 3,149.5万円 

 ⑵ 免除される税額＝直前の猶予税額－（再計算した贈与税額＋直前配当等の額） 

  ⇒ 4,799.5万円－（3,149.5万円＋500万円）＝1,150万円 

 ⑶ 猶予期限が確定する税額＝直前配当等の額 

  ⇒ 500万円 
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（問８－20）再計算免除の適用を受けた者に係る贈与者が死亡した場合に相続財産に加算される（特

例）対象受贈非上場株式等の価額 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用

を受けているが、このたび甲が死亡した。 

   なお、Ａは甲の死亡前にＸ株式会社について民事再生法の規定による再生計画の認可の決

定があり、その有する資産につき評定が行われたため、再計算免除の適用を受けている。 

この場合、甲から相続等により取得したものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価

額は、贈与時の価額によるのか。 

 

（答） 

相続等により取得したものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額は、贈与時の価額では

なく、再生計画の認可の決定があった日（認可決定日）の価額による。 

 

（解説） 

１ 「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用に係る（特例）贈

与者が死亡した場合、納税猶予がされている贈与税は免除されるとともに（措置法 70 の７⑮二、

70 の７の５⑪）、その猶予されている贈与税に対応する（特例）対象受贈非上場株式等は、（特

例）経営承継受贈者がその（特例）贈与者から相続等により取得したものとみなされ、当該（特

例）贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となる（措置法 70の７の３、70の７の７）。 

 

２ この場合に相続税の課税価格の計算の基礎に算入される（特例）対象受贈非上場株式等の価額

は、贈与の時における価額によるのが原則であるが、再計算免除の適用があった場合には認可決

定日における（特例）対象受贈非上場株式等の価額に基づき猶予税額が再計算されていることか

ら、相続等により取得したものとみなされる当該（特例）対象受贈非上場株式等の価額もその認

可決定日における価額によることとされている（措置法 70の７の３①後段、70の７の７①後段）。 

 (注) 「認可決定日」とは、民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があった日（再生計画の認可の決定に

準ずる事実が生じた場合には、債務処理計画が成立した日）をいう（措置法 70 の７㉑）。 

 

３ 問の事例では、Ａは再計算免除の適用を受けていることから、特例贈与者である甲の死亡によ

り甲から相続等により取得したものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額は、贈与時の

価額ではなく、認可決定日の価額によることとなる。 
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《その他》 

 

（問８－21）破産等免除と差額免除の適用関係 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適

用を受け、特例経営贈与承継期間を経過したが、このたび、Ｘ株式会社の業績の悪化に伴い、

民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があり、当該再生計画に基づき、その有する

Ｘ株式会社の株式の全てを譲渡した。 

   当該譲渡は、再生計画に基づくものであり、破産等免除（措置法 70の７の５⑪において準

用する措置法 70 の７⑯）の要件を満たすものであるが、差額免除（措置法 70の７の５⑫）

の要件も満たしている。 

   この場合、Ａはいずれの規定による免除を受けることができるのか。 

 

（答） 

 Ａの選択による。 

 

（解説） 

１ 特例措置の適用を受けている者に係る破産等免除と差額免除は、（問８－４）及び（問８－８）

のとおり、いずれも特例経営承継期間等を経過した後に、①特例対象株式等を譲渡等した場合又

は特例認定会社が②合併により消滅した場合、③株式交換等により他の会社の株式交換完全子会

社等となった場合若しくは④解散をした場合において、一定の要件のもと、納税の猶予に係る期

限が確定する贈与税又は相続税のうち一定の金額を税務署長の通知により免除するものである。 

 

２ これらの免除に係る要件はそれぞれ異なるものの、その対象となる行為の類型は上記１のとお

り同様であるため、問の事例のように、破産等免除と差額免除のいずれの要件も満たす場合も生

じることとなる。 

 

３ この場合、措置法には、その適用の順序について規定はないことから、破産等免除と差額免除

のいずれの規定の適用を受けるかは、その適用を受ける者の選択によることとなる。 
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（問８－22）免除に係る申請書が申請期限までに提出されない場合 

（問）Ａは、甲から贈与されたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用

を受け、特例経営贈与承継期間を経過したが、このたび、Ｘ株式会社の業績の悪化に伴いその

株価が下落したことから、その株式の全てを譲渡した。 

   この業績の悪化は措置法第 70 条の７の５第 12 項に規定する事業の継続が困難な一定の事

由に該当するところ、Ａは同項の規定による差額免除の適用を受けたいと考え、当該譲渡をし

た日から３月後に、差額免除の申請を行った。 

   当該申請は認められるか。 

 

（答） 

Ａの免除申請は認められない。 

 

（解説） 

１ 差額免除の適用を受けようとする特例承継受贈者等は、措置法第 70 条の７の５第 12 項各号又

は第 70条の７の６第 13項各号に掲げる場合に該当することとなった日から２月を経過する日（そ

の該当することとなった日から当該２月を経過する日までの間に当該特例承継受贈者等が死亡し

た場合には、当該特例承継受贈者等の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例承継受贈者等の死

亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日。以下「申請期限」と

いう。）までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税又は相続税に相当する金額

及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書（当該免除の手続に必要な

書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。）を納税地の所轄税務署長に提出しなけ

ればならないこととされている（措置法 70の７の５⑫⑬、70の７の６⑬⑭、70の７の８⑰）。 

 

２ また、当該申請書の提出に関し、その提出がなかった場合の宥恕規定は法令上設けられていな

い。 

 

３ したがって、差額免除に係る申請書を申請期限までに提出しなかった場合には、その適用を受

けることができないこととなる。 

  問の事例のＡは、譲渡をした日から３月後に差額免除に係る申請書を提出しており、申請期限

までに提出していないことから、差額免除の適用を受けることはできないこととなる。 

 

４ なお、申請書を申請期限までに提出しなかった場合にその適用を受けることができないのは、

破産等免除（措置法 70 の７⑯、70 の７の２⑰、70 の７の４⑫、70 の７の５⑪、70 の７の６⑫、

70の７の８⑪）、追加免除（措置法 70の７の５⑯、70の７の６⑰、70の７の８⑰）及び再計算免

除（措置法 70の７㉓、70の７の２㉔、70の７の４⑬、70の７の５⑳、70 の７の６㉑、70の７の

８⑫）についても同様である。 
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Ⅸ 災害等に関する特例措置 

 

（問９－１）災害等に関する特例措置の概要 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」については、特例認定承継会社等が

災害により被害を受けた場合に納税猶予期間中の要件を緩和する等の措置が設けられている

が、どのような措置か。 

 

（答） 

 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」では、災害により被害を受けた会社又は

中小企業信用保険法第２条第５項第１号から第４号までのいずれかの事由（これらの事由と災害

を併せて、以下「災害等」という。）に該当した会社に係る非上場株式等について、一定の要件の

もと、次の措置（以下これらの措置を「災害措置」という。）が講じられている。 

１ 納税猶予の免除事由の追加 

   「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」の適用を受けている次の特例経営承

継受贈者等については、特例経営承継期間等において破産手続開始の決定等があった場合でも

破産等免除の適用を受けることができる（措置法 70 の７㉜、70 の７の２㉝、70 の７の４⑰、

70 の７の５㉕、70の７の６㉖、70の７の８⑭）。 

  ⑴ 災害等の発生前に贈与によりその非上場株式等を取得した者 

  ⑵ 災害等の発生した日から１年を経過する日の前日までにその非上場株式等を相続等により

取得した者 

２ 納税猶予期間中の事業継続要件等の緩和  

   上記１⑴又は⑵の特例経営承継受贈者等については、納税猶予期間中に雇用確保要件を満た

すことができなかった場合（一般措置のみ）や一定の資産保有型会社又は資産運用型会社（以

下（問９－12）までにおいて「資産管理会社」という。）に該当した場合でも、売上金額に応じ

て一定の雇用を確保しているなど所要の要件を満たしたときには、納税猶予が継続される（措

置法 70 の７㉚、70 の７の２㉛、70 の７の４⑯、70 の７の５㉕、70 の７の６㉖、70 の７の８

⑭）。 

 ３ 相続税の納税猶予の適用要件の緩和 

   災害等が発生した日から同日以後１年を経過する日までの間に相続等により取得等したその

会社の非上場株式等について相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、その適用要件のうち

次の要件が不要とされる（措置法 70の７の２㉟㊲、70の７の４⑱、70の７の６㉖、70の７の

８⑭）。 

  ⑴ その会社が、相続開始の時において資産管理会社に該当しないこと 

  ⑵ 相続人等が、相続開始の直前においてその会社の役員であったこと 

 

(注)１ 「災害」とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火

災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害を

いう（措置法 70 の７㉚一、措置法令 40 の８㊾）。 

  ２ 「中小企業信用保険法第２条第５項第１号から第４号までの事由」は次のとおり。 

⑴ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他経済産業大臣が定める事

由が生じた事業者であって、経済産業大臣が指定したものに対する売掛金債権その他一定の債権の回収

が困難であるため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。 

⑵ 取引の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制限であって経済産業大臣が指定したものを実
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施していることにより、次に掲げる事由のうち中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認め

られるものとして経済産業大臣が定めるものが生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を

生じていると認められること。 

イ 当該事業者と取引を行う中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由 

ロ イに掲げるもののほか、当該事業者の事業活動に相当程度依存している相当数の中小企業者について

生じた取引の数量の減少その他これに類する事由 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、指定地域（当該事業活動の制限により当該事業者の事業所が所在する

特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められ

るものとして経済産業大臣が指定する地域をいう。）内に事業所を有する相当数の中小企業者について

生じた取引の数量の減少その他これに類する事由 

⑶ 災害その他の突発的に生じた事由であって、その発生に起因して特定の業種に属する事業を行う相当数

の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られている

と認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その業種に属する事業をその地域にお

いて行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業

大臣が地域を限って指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数

量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認め

られること。 

⑷ 災害その他の突発的に生じた事由であって、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著し

い支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産

業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著し

い支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業

者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているた

めその経営の安定に支障を生じていると認められること。 

 

 

（参考）災害等に関する措置の全体像 
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「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
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・雇用の８割維持
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・「特例承継計画」

の提出【特例措置】

【３の措置】

「資産管理会社に非該
当」、「相続前に役員就
任」を満たさない場合で
も、納税猶予の適用可
（相続税のみ）

【１の措置】

特例経営承継
期間等内に会
社が破産等し
た場合でも猶
予税額を免除

【２の措置】

「雇用の８割維持」（一般
措置のみ）、「資産管理会
社に非該当」を満たさな
い場合でも、納税猶予を
継続

【２の措置】

（贈与）特定期間に
おいて「資産管理会
社に非該当」を満た
さない場合でも、納
税猶予を継続

【特例措置：弾力化】

都道府県知事
の認定要件
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（問９－２）被災事由の概要 

（問）「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」における災害措置の適用に当たって

は、特例認定承継会社等が災害等によって一定の事由（被災事由）に該当することが要件とさ

れているが、具体的にはどのような事由か。 

 

（答） 

 次の事由に該当した場合が該当する（以下これらの事由を「被災事由」という。）。 

⑴ 災害により滅失（通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下同じ。）をした特例

認定承継会社等の資産（特定資産を除く。）の帳簿価額の合計額が、特例認定承継会社等の総資産

の帳簿価額の総額の 30％以上である場合（以下「被災事由①」という。）（措置法 70の７㉚一、

70の７の２㉛一、70の７の４⑯、70の７の５㉕、70の７の６㉖、70の７の８⑭、措置法令 40の

８㊿、40の８の２○54、40の８の４㉕、40の８の５㊱、40の８の６㊸、40 の８の８⑲） 

(注) 上記の帳簿価額は、災害の発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における貸借対照表によ

る。 

⑵ 災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した特例認定承継会社等の事業所で雇用

されていた被災常時使用従業員（当該事業所のうち災害が発生した日から６月間継続して会社の

本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、災害が発生した日の前日に使

用されていた常時使用従業員をいう。）の数が、災害が発生した日の前日における特例認定承継

会社等の常時使用従業員の総数の 20％以上である場合（⑴に該当する場合を除く。以下「被災事

由②」という。）（措置法 70の７㉚二、70の７の２㉛二、70の７の４⑯、70の７の５㉕、70の

７の６㉖、70 の７の８⑭、措置法令 40 の８○52、40 の８の２○56、40 の８の４㉕、40 の８の５㊱、

40の８の６㊸、40の８の８⑲） 

⑶ 特例認定承継会社等が、中小企業信用保険法第２条第５項第１号又は第２号のいずれかに該当

することについて証明がされた場合において、その事由が発生した日以後の６月間の売上金額が

前年同期間の売上金額の 70％以下である場合（⑴又は⑵に該当する場合を除く。以下「被災事由

③」という。）（措置法 70の７㉚三、70の７の２㉛三、70の７の４⑯、70の７の５㉕、70の７

の６㉖、70の７の８⑭、措置法令 40の８○54、40の８の２○58、40の８の４㉕、40の８の５㊱、40

の８の６㊸、40の８の８⑲） 

⑷ 特例認定承継会社等が、中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号のいずれかに該当

することについて証明がされた場合において、その事由が発生した日以後の６月間の売上金額が

前年同期間の売上金額の 70％以下である場合（⑴から⑶までに該当する場合を除く。以下「被災

事由④」という。）（措置法 70の７㉚四、70の７の２㉛四、70の７の４⑯、70の７の５㉕、70

の７の６㉖、70 の７の８⑭、措置法令 40 の８○56、40 の８の２○60、40 の８の４㉕、40 の８の５

㊱、40の８の６㊸、40の８の８⑲） 
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（問９－３）被災事由③・④に係る「災害等が発生した日」 

（問）被災事由④に関し、次のとおり中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定に基づき経済

産業大臣の告示がされたが、この場合における「災害等が発生した日」はいつか。 

  ・ 告示がされた日：×２年４月 10日 

  ・ 告示に係る指定の期間：×２年４月１日～×２年６月 30日 

   なお、上記の指定の期間は、×２年７月１日の告示により、×２年９月 30日まで延長され

ている。 

 

（答） 

 ×２年４月１日が「災害等が発生した日」となる。 

 

（解説） 

１ （問９－１）及び（問９－２）のとおり、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予」

における災害措置の適用に当たっては、「災害等が発生した日」を基準として要件の判定等を行う

こととされている。 

 

２ この災害措置に係る被災事由③及び④については、中小企業信用保険法第２条第５項第１号か

ら第４号までの規定に基づき経済産業大臣が指定する一定の事由が前提とされているが、この指

定に当たっては「告示」がされ、また、その告示においては一定の期間が定められるため、被災事

由③及び④における「災害等が発生した日」とはいつなのか疑問も生じる。 

 

３ そこで、措置通 70の７－60((中小企業信用保険法第２条第５項第１号から第４号の事由の発生

した日))では、中小企業信用保険法第２条第５項第１号から第４号の事由については、次の区分

に応じ、それぞれに定める日が「災害等が発生した日」となることを留意的に明らかにしている。 

⑴ 中小企業信用保険法第２条第５項第１号の事由 

   同号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業者に係る市町村長又は特別区長に対して特

定中小企業者の認定を申請することができる期間の初日 

⑵ 中小企業信用保険法第２条第５項第２号の事由 

   同号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の初日 

⑶ 中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号の事由 

   同項第３号又は第４号の規定に基づき経済産業大臣が指定した災害その他の突発的に生じた

事由に係る指定の期間の初日 

 (注)１ 上記は、財務省「平成 29 年度税制改正の解説」（608 頁）においても明らかにされている。 

２ 措置通 70 の７の２－65、70 の７の４－12、70 の７の５－41、70 の７の６－41 及び 70 の７の８－９にお

いても上記と同様である。 

 

４ 問の事例は、上記３の⑶に該当することから、その「災害等が発生した日」は告示により指定さ

れた期間の初日である×２年４月１日によることとなる。 
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（問９－４）災害等により被害を受けた場合の破産等免除の適用 

（問）ＡはＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けているが、Ⅹ

株式会社は工場等が火災により滅失した影響で事業の継続が困難となり、このたび破産手続

開始の決定を受けた。 

   当該破産手続開始の決定は特例経営贈与承継期間内になされたが、Ａは破産等免除の適用

を受けることができるか。 

   なお、火災が発生した日の属する事業年度の直前事業年度において当該火災により滅失し

た工場等の帳簿価額はＸ株式会社の総資産の帳簿価額の総額の 40％を占めている。 

 

（答） 

特例経営贈与承継期間内であっても所要の要件を満たした場合には、Ａは破産等免除の適用を受

けることができる。 

 

（解説） 

１ 破産等免除は特例経営承継期間等の末日の翌日以後に破産手続開始の決定等の一定の事由が生

じた場合に適用されるものであり（措置法 70の７⑯、70の７の２⑰、70の７の４⑫、70の７の

５⑪、70の７の６⑫、70の７の８⑪）、特例経営承継期間等内に当該事由が生じたとしても、そ

の適用はないのが原則である。 

 (注) 破産等免除の概要については、（問８－４）参照。 

 

２ ただし、特例認定承継会社等が被災事由に該当することとなった場合において、災害等が発生

した日以後の特例経営承継期間等内に次のいずれかに該当することとなったときは､特例経営承

継期間等内であっても破産等免除の適用を受けることができることとされている（措置法 70の７

㉜、70の７の２㉝、70の７の４⑰、70の７の５㉕、70の７の６㉖、70 の７の８⑭）。 

 ⑴ 特例経営承継受贈者等が特例認定承継会社等の非上場株式等の全部を譲渡等した場合で、次

のイ又はロのいずれかに該当するとき 

イ 特例経営承継受贈者等の特別関係者以外の者のうちの１人の者として一定の者に対して行

う譲渡等であること 

ロ 再生計画又は更生計画の認可の決定があった場合において、その計画に基づき、特例認定

承継会社等の非上場株式等を消却するために行う譲渡等であること 

 ⑵ 特例認定承継会社等について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき 

 

３ 問の事例では、Ｘ株式会社は特例経営贈与承継期間内に破産手続開始の決定を受けたところ、

火災が発生した日の属する事業年度の直前事業年度において当該火災により滅失した工場等の帳

簿価額はＸ株式会社の総資産の帳簿価額の総額の 40％を占めており被災事由①に該当することか

ら、Ａは破産等免除の適用を受けることができることとなる。 

  なお、Ａが破産等免除の適用を受けるには、破産手続開始の決定があった日から２月を経過す

る日までに納税地の所轄税務署長に申請書を提出する必要があるが（措置法 70の７の５⑪、70の

７⑯）、この場合の申請書には、円滑化省令に規定する都道府県知事の確認書の写し(注)その他一

定の書類を添付する必要がある（措置法規則 23の９○52、23の 12の２㉞）。 

(注) 都道府県知事の確認を受けるには、原則として被災事由が生じた日から８月を経過する日までに、その申

請を行う必要がある（円滑化省令 13 の２②③）。  
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（問９－５）災害等により被害を受けた場合の一般措置に係る雇用確保要件の緩和（１）：概要 

（問）一般措置には災害等により被害を受けた場合に雇用確保要件が緩和される措置があるが、ど

のような措置か。 

 

（答） 

１ 一般措置では、認定会社（認定贈与承継会社、認定承継会社又は認定相続承継会社をいう。以下

（問９－７）までにおいて同じ。）が被災事由（詳細については、（問９－２）参照。）に該当す

ることとなった場合において、その被災事由に応じ次の要件を満たすときは、雇用確保要件を満

たすことができなかった場合でも納税猶予を継続する措置が講じられている（措置法 70 の７㉚、

70の７の２㉛、70の７の４⑯）。 

被災事由 要件 

被災事由① 

(資産の被害) 

要件なし 

被災事由② 

(事業所の被災) 

災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した事業所以外の事業

所における災害発生日以後の従業員数確認期間における常時使用従業員の

数の平均(注１)が、贈与又は相続の開始の時のその事業所における常時使用従

業員の数の８割(注２）以上であること 

被災事由③・④ 

(売上の減少) 

雇用割合の平均値（注３）が、次の売上割合の平均値（注４）に応じ、それぞれに

定める値以上であること（注５） 

イ 売上割合の平均値が 70％未満の場合 ・・・・・・・ ０％ 

ロ 売上割合の平均値が 70％以上 100％未満の場合・・・ 40％ 

ハ 売上割合の平均値が 100％以上の場合・・・・・・・  80％ 

  (注)１ 災害発生日以後の従業員数確認期間内にある第１種報告基準日における常時使用従業員の数の合計を

当該第１種報告基準日の数で除して計算した数による。 

    ２ １人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、贈与又は相続の開始の時における常時使用従業

員の数が１人のときは１人とする。 

    ３ 「雇用割合の平均値」とは、雇用判定基準日※１における常時使用従業員の数の贈与又は相続の開始の時

における常時使用従業員の数に対する割合（雇用割合）の平均※２をいう。 

     ※１ 「雇用判定基準日」とは、売上判定事業年度（報告基準日までの間に終了する事業年度（被災事由

③又は④が生じた日の属する事業年度（以下（問９－11）までにおいて「被災事業年度」という。）

以前の事業年度を除く。）をいう。以下（問９－９）までにおいて同じ。）の翌事業年度中にある第

１種報告基準日をいう。 

      ２ 最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間等（経営贈与承継期間、経営承継期間又は経営相

続承継期間をいう。以下（問９－８）までにおいて同じ。）の末日の翌日以後である場合には、経営

承継期間等の末日における常時使用従業員の数の贈与又は相続の開始の時における常時使用従業員

の数に対する割合による。 

４ 「売上割合の平均値」とは、売上判定事業年度における売上金額の当該被災事業年度の直前事業年度（以

下「特定事業年度」という。）における売上金額※１に対する割合（売上割合）の平均※２をいう。 

 ※１ 売上判定事業年度と特定事業年度の月数が異なる場合には、特定事業年度の売上金額に売上判定事

業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額による。 

  ２ 最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間等の末日の翌日以後である場合には、被災事由

③・④が発生した日以後の６月間の売上金額の前年同期間の売上金額に対する割合による。 

    ５ 平成 26 年 12 月 31 日以前の贈与又は相続等により取得した非上場株式等について納税猶予の適用を受

けた経営承継受贈者等で「新法選択届出書」を提出していていない者（毎年、雇用確保要件の判定をして

いる者）は、毎年の「売上割合」及び「雇用割合」により、被災事由③・④に係る要件の判定を行う。 
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２ なお、上記１の規定は被災事由が生じた日から 10月を経過する日までにその適用を受けたい旨

等を記載した届出書に円滑化省令に規定する都道府県知事の確認書の写し(注)その他一定の書類

を添付して納税地の所轄税務署長に提出した場合（当該税務署長においてやむを得ない事情があ

ると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。）に限り、適用される（措

置法 70の７㉛、70の７の２㉜、70の７の４⑯）。 

 (注) 都道府県知事の確認を受けるには、原則として被災事由が生じた日から８月を経過する日までに、その申請

を行う必要がある（円滑化省令 13 の２②③）。 

   

３ また、被災事由③・④に該当して上記１の規定の適用を受ける場合には、各売上判定事業年度

に係る第１種報告基準日（雇用判定基準日）の翌日から５月を経過する日まで（継続届出書の提

出期限と同じ。）に、上記１の規定の適用を引き続き受けたい旨等を記載した届出書に円滑化省

令に規定する報告書の写し(注)を添付して納税地の所轄税務署長に提出する必要がある（措置法令

40の８○60、40 の８の２○64、40の８の４㉕）。 

 (注) 都道府県知事への報告書の提出は、各売上判定事業年度に係る第１種報告基準日（雇用判定基準日）の翌日

から３月を経過する日までに行う必要がある（円滑化省令 13 の３②⑤⑬～⑮）。 
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（問９－６）災害等により被害を受けた場合の一般措置に係る雇用確保要件の緩和（２）：被災事由

②の場合 

（問）ＡはＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用を受けているが、経

営贈与承継期間内にＸ株式会社の事業所の一部が災害により滅失したことにより被災事由②

に該当することとなったため、措置法第 70条の７第 31項の届出書を提出している。 

Ａはこの災害の影響により経営贈与承継期間の末日において雇用確保要件を満たすことが

できなかったが、次の各事例のうち納税猶予が継続されるのはどの事例か。 

なお、贈与時における常時使用従業員の数は、被災事業所が 80人、被災事業所以外の事業

所が 100人の合計 180人である。 

事例 
災害発生日以後の従業員数確認期間における常時使用従業員の数の平均 

被災事業所 被災事業所以外の事業所 合計 

① ０ 100 100 

② ０ 80 80 

③ ０ 70 70 
 
 

 

（答） 

 事例①及び②については、納税猶予が継続される。 

 

（解説） 

１ 認定会社が被災事由②に該当した場合には、経営承継期間等の末日において雇用確保要件を満

たさなかったときであっても、災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した事業所

（以下「被災事業所」という。）以外の事業所において災害発生日以後の従業員数確認期間におけ

る常時使用従業員の数の平均が贈与又は相続の開始の時のその事業所における常時使用従業員の

数の８割以上である場合には、納税猶予が継続される（措置法 70の７㉚二、70の７の２㉛二、70

の７の４⑯）。 

 

２ 問の各事例では、被災事業所以外の事業所における贈与時の常時使用従業員の数は 100 人であ

るため、災害発生日以後の従業員数確認期間における当該事業所の常時使用従業員の数の平均が

80 人（＝100 人×80％）以上である場合には、雇用確保要件を満たすことができなかったときで

あっても納税猶予が継続されることとなる。 

 

３ したがって、事例①及び②については、納税猶予が継続されることとなる。 
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（問９－７）災害等により被害を受けた場合の一般措置に係る雇用確保要件の緩和（３）：被災事由

③・④の場合 

（問）Ａは×１年６月に贈与を受けたＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の一般措置」

の適用を受けているが、×３年８月（×３事業年度）に生じた災害の影響により売上金額が大

幅に減少し、被災事由③に該当することとなったため、措置法第 70 条の７第 31 項の届出書

を提出している。 

   このたび経営贈与承継期間の末日（×７年３月 15日）が到来したが、Ⅹ株式会社の売上金

額及び常時使用従業員の数等が次のとおりである場合、納税猶予は継続されるか。なお、贈与

時における常時使用従業員の数は 100人である。   

事業年度 売上金額 
第１種報告基準日（各年３月 15日） 

における常時使用従業員の数 

×１年度（×１年４月～×２年３月） 9,000万円 － 

×２年度（×２年４月～×３年３月） １億円 100人（×３年３月 15 日） 

×３年度（×３年４月～×４年３月） 8,000万円 110人（×４年３月 15 日） 

×４年度（×４年４月～×５年３月） 7,000万円 50人（×５年３月 15 日） 

×５年度（×５年４月～×６年３月） 7,500万円 45人（×６年３月 15 日） 

×６年度（×６年４月～×７年３月） 8,000万円 55人（×７年３月 15 日） 
       
 

 

（答） 

経営贈与承継期間における雇用の平均（72人）は、贈与時の雇用の８割（80 人＝100 人×80％）

を下回っているが、次のとおり、雇用割合の平均値（50％）は 40％（売上割合の平均値（72.5％）

に応じた割合）以上であることから、納税猶予は継続される。 

１ 雇用割合の平均値 

 
45％※１ ＋ 55％※２

２
 ＝ 50％ 

※１ ×６年３月 15 日における雇用割合 

45 人（×６年３月 15 日（雇用判定基準日）における常時使用従業員の数）

100 人（贈与時の常時使用従業員の数）
 ＝ 45％ 

※２ ×７年３月 15 日における雇用割合 

55 人（×７年３月 15 日（雇用判定基準日）における常時使用従業員の数）

100 人（贈与時の常時使用従業員の数）
 ＝ 55％ 

２ 売上割合の平均値 

 
70％※１ ＋ 75％※２

２
 ＝ 72.5％ 

※１ ×４事業年度における売上割合 

7,000 万円（×４事業年度における売上金額）

１億円（特定事業年度（×２事業年度）の売上金額）
 ＝ 70％ 

※２ ×５事業年度における売上割合 

7,500 万円（×５事業年度における売上金額）

１億円（特定事業年度（×２事業年度）の売上金額）
 ＝ 75％ 
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（解説） 

１ 認定会社が被災事由③又は④に該当した場合には、経営承継期間等の末日において雇用確保要

件を満たさなかったときであっても、雇用割合の平均値が次の売上割合の平均値に応じそれぞれ

に定める値以上である場合には、納税猶予は継続される（措置法 70の７㉚三、四、70の７の２㉛

三、四、70の７の４⑯）。 

イ 売上割合の平均値が 70％未満の場合 ・・・・・・・ ０％ 

ロ 売上割合の平均値が 70％以上 100％未満の場合・・・ 40％ 

ハ 売上割合の平均値が 100％以上の場合・・・・・・・  80％ 

 

２ 問の事例では、経営贈与承継期間における雇用の平均（72人）は、贈与時の雇用の８割（80人

＝100人×80％）を下回っているが、雇用割合の平均値は 50％であり、売上割合の平均値（72.5％）

に応じた割合である 40％以上であることから、納税猶予は継続されることとなる。 

 

 

（参考）雇用割合・売上割合の算定の基準となる雇用判定基準日等 
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（問９－８）災害等により被害を受けた場合の一般措置に係る雇用確保要件の緩和（４）：被災事由

③・④の場合で経営承継期間等内に売上判定事業年度がないときの判定 

（問）Ａは×１年６月に贈与を受けたＸ株式会社（３月決算法人）の株式について「贈与税の納税

猶予の一般措置」の適用を受けているが、×６年８月 10日（×６事業年度）に生じた災害の

影響により売上金額が大幅に減少し、被災事由③に該当することとなったため、措置法第 70

条の７第 31項の届出書を提出している。 

このたび経営贈与承継期間の末日（×７年３月 15日）が到来したが、経営贈与承継期間内

には売上判定事業年度に該当する事業年度がない。この場合、被災事由③に係る雇用確保要件

の緩和の適用を受けるための「雇用割合の平均値」及び「売上割合の平均値」はどのように計

算するのか。 

 

（答） 

 次のとおり。 

１ 雇用割合の平均値 

  
経営贈与承継期間の末日（×７年３月 15 日）における常時使用従業員の数

贈与時における常時使用従業員の数
 

 

２ 売上割合の平均値   

  
災害発生日以後６月間（×６年８月 10 日～×７年２月９日）の売上金額

前年同期間（×５年８月 10 日～×６年２月９日）の売上金額
 

 

（解説） 

１ 被災事由③・④に該当した場合において雇用確保要件の緩和の適用を受けるための「雇用割合

の平均値」及び「売上割合の平均値」の算定の基礎となる「売上判定事業年度」は被災事業年度後

の事業年度に限られることから（措置法令 40 の８○57一、40 の８の２○61一、40 の８の４㉕）、問

の事例のように、災害発生日によっては経営承継期間等内に売上判定事業年度が存在しない場合

も生じる。 

 

２ そこで、このような場合における「雇用割合の平均値」及び「売上割合の平均値」については、

それぞれ次の割合によることとされている（措置法令 40の８○55○56○57一、40の８の２○59○60○61一、40

の８の４㉕） 

⑴ 雇用割合の平均値 

   
経営承継期間等の末日における常時使用従業員の数

贈与又は相続開始の時における常時使用従業員の数
 

⑵ 売上割合の平均値   

   
災害発生日以後６月間の売上金額

前年同期間の売上金額
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（問９－９）災害等により被害を受けた場合の資産管理会社非該当要件の緩和（１）：概要 

（問）災害等により被害を受けた場合には、資産管理会社に該当したときであっても納税猶予が継

続される措置があるが、どのような措置か。 

 

（答） 

１ 一般措置及び特例措置では、特例認定承継会社等が次の被災事由（詳細については、（問９－

２）参照。）に該当することとなった場合には、特例経営承継期間等又は（贈与）特定期間(注１、

２)内に資産管理会社に該当することとなったときでも、その被災事由に応じ次の要件を満たすと

きは、納税猶予を継続する措置が講じられている（措置法 70 の７㉚、70 の７の２㉛、70 の７の

４⑯、70の７の５㉕、70の７の６㉖、70の７の８⑭）。 

被災事由 要件 

被災事由①・② 

(資産の被害・

事業所の被災) 

要件なし 

被災事由④ 

(売上の減少) 

雇用割合（注３）が、次の売上割合（注４）に応じ、それぞれに定める値以上であ

ること 

イ 売上割合が 70％未満の場合 ・・・・・・・ ０％ 

ロ 売上割合が 70％以上 100％未満の場合・・・ 40％ 

ハ 売上割合が 100％以上の場合・・・・・・・  80％ 

  (注)１ 「（贈与）特定期間」とは、次の区分に応じ、それぞれに定める期間をいう（措置法 70 の７㉚一、70

の７の２㉛一、70 の７の４⑯）。なお、具体例については（参考）を参照。 

   イ 特例経営承継期間等内に被災事由が生じた場合 

        特例経営承継期間等の末日の翌日からその被災事由が生じた日の直前の第１種報告基準日の翌日

以後 10 年を経過するまでの期間（最初の第１種報告基準日が被災事由が生じた日後に到来する場合

にあっては、当該第１種報告基準日の翌日から同日以後 10年を経過する日までの期間） 

      ロ 特例経営承継期間等の末日の翌日以後に被災事由が生じた場合 

        被災事由が生じた日の直前の特定基準日(特例経営承継期間等の末日から１年を経過するごとの日

をいう。以下同じ。）の翌日から同日以後 10 年を経過する日までの期間（最初の特定基準日が災害

等が発生した日後に到来する場合にあっては、特例経営承継期間等の末日の翌日から同日以後 10 年

を経過する日までの期間）であって、被災事由が生じた日以後の期間 

２ 被災事由④に該当した場合に要件が緩和される期間は、（贈与）特定期間においては、その売上金額が

被災事由④が生じた事業年度（被災事業年度）の直前事業年度（特定事業年度）の売上金額の水準に最初

に回復した事業年度前の事業年度の翌事業年度中にある特定基準日までの期間に限られる。 

３ 「雇用割合」とは、雇用判定基準日（贈与特定期間内においては特定基準日。以下同じ。）における常

時使用従業員の数の贈与又は相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する割合をいう。      

４ 「売上割合」とは、売上判定事業年度における売上金額の特定事業年度における売上金額※に対する割

合をいう。 

 ※ 売上判定事業年度と特定事業年度の月数が異なる場合には、特定事業年度の売上金額に売上判定事業

年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額による。 

 

２ なお、上記１の規定は被災事由が生じた日から 10月を経過する日までにその適用を受けたい旨

等を記載した届出書に円滑化省令に規定する都道府県知事の確認書の写し(注)その他一定の書類

を添付して納税地の所轄税務署長に提出した場合（当該税務署長においてやむを得ない事情があ

ると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。）に限り、適用される（措

置法 70の７㉛、70の７の２㉜、70の７の４⑯、70の７の５㉕、70の７の６㉖、70の７の８⑭）。 
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 (注) 都道府県知事の確認を受けるには、原則として被災事由が生じた日から８月を経過する日までに、その申請

を行う必要がある（円滑化省令 13 の２②③）。 

   

３ また、被災事由④に該当して上記１の規定の適用を受ける場合には、各売上判定事業年度に係

る報告基準日が第１種報告基準日の場合にその翌日から５月を経過する日まで、第２種報告基準

日の場合はその翌日から３月を経過する日まで（継続届出書の提出期限と同じ。）に、上記１の

規定の適用を引き続き受けたい旨等を記載した届出書に円滑化省令に規定する報告書の写し(注)

を添付して納税地の所轄税務署長に提出する必要がある（措置法令 40 の８○60、40 の８の２○64、

40の８の４㉕、40の８の５㊱、40の８の６㊸、40の８の８⑲）。 

 (注) 都道府県知事への報告書の提出は、各売上判定事業年度に係る報告基準日が第１種報告基準日の場合はそ

の翌日から３月、第２種報告基準日の場合はその翌日から２月を経過する日までに行う必要がある（円滑化

省令 13 の３②⑤⑬～⑮）。 

 

 

（参考）（贈与）特定期間の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 被災事由④に該当した場合の「特定基準日」は、その売上金額が特定事業年度の売上金額の水準に最初に回復

した事業年度前の事業年度の翌事業年度中にある特定基準日に限られる。 
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（問９－10）災害等により被害を受けた場合の資産管理会社非該当要件の緩和（２）：被災事由④に

係る要件緩和期間 

（問）ＡはＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受け、特例経営贈

与承継期間の末日（×１年３月 15日）を経過したが、×２年８月１日（×２事業年度）に生

じた災害の影響により売上金額が大幅に減少し、被災事由④に該当することとなったため、措

置法第 70 条の７の５第 25 項において準用する措置法第 70 条の７第 31 項の届出書を提出し

ている。 

   Ⅹ株式会社の×１事業年度（特定事業年度）以後の各事業年度の売上金額が次のとおりであ

る場合、措置法第 70 条の７の５第 25 項において準用する措置法第 70 条の７第 30 項第４号

の規定による資産管理会社非該当要件の緩和を受けることができる期間はいつまでか。 

事業年度 
【事例①】 

売上金額 

【事例②】 

売上金額 

×１年度（×１年４月～×２年３月） 

【特定事業年度】 
１億円 １億円 

×２年度（×２年４月～×３年３月） 

【被災事業年度】 
7,000万円 7,000万円 

×３年度（×３年４月～×４年３月） 6,500万円 6,000万円 

×４年度（×４年４月～×５年３月） 6,500万円 6,500万円 

×５年度（×５年４月～×６年３月） 7,000万円 7,000万円 

×６年度（×６年４月～×７年３月） 7,000万円 8,000万円 

×７年度（×７年４月～×８年３月） 7,500万円 9,000万円 

×８年度（×８年４月～×９年３月） 8,000万円 １億円 

×９年度（×９年４月～×10年３月） 8,000万円 9,500万円 

×10年度（×10 年４月～×11年３月） 8,500万円 １億円 

×11年度（×11 年４月～×12年３月） 8,500万円 1.2億円 

×12年度（×12 年４月～×13年３月） 9,000万円 1.2億円 
       
 

 

（答） 

 次のとおり。 

１ 事例①の場合：×２年８月１日～×12年３月 15日 

２ 事例②の場合：×２年８月１日～×９年３月 15日 

 

（解説） 

１ 特例経営承継期間等の末日の翌日以後に被災事由④に該当した場合、原則として、その該当し

た日の直前の特定基準日の翌日から同日以後 10年を経過する日までの期間（最初の特定基準日が

被災事由④に該当した日後に到来する場合には特例経営承継期間等の末日の翌日から同日以後 10

年を経過する日までの期間）で、被災事由④に該当した日以後の期間（（贈与）特定期間）につい

ては、特例認定承継会社等が資産管理会社に該当したときでも、雇用判定基準日（特定基準日）に

おいて売上割合に応じ一定の雇用割合を確保している場合には、当該雇用判定基準日の直前の特

定基準日の翌日から当該雇用判定基準日までの間は資産管理会社非該当要件が緩和され、納税猶

予が継続される（措置法 70の７㉚四、70の７の２㉛四、70の７の４⑯、70の７の５㉕、70の７
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の６㉖、70の７の８⑭）。 

 

２ ただし、上記１の（贈与）特定期間は、その売上金額が被災事由④に該当した日の属する事業年

度の直前の事業年度（以下「特定事業年度」という。）における売上金額の水準に回復した場合に

は、その回復した事業年度前の事業年度の翌事業年度中にある特定基準日までの期間に限られて

いる（措置法 70の７㉚四ロ、70の７の２㉛四ロ、70の７の４⑯、70の７の５㉕、70の７の６㉖、

70の７の８⑭）。 

 

３ 問の事例では、特例経営贈与承継期間の末日（×１年３月 15日）の翌日以後に被災事由④に該

当したことから、資産管理会社非該当要件が緩和される期間は、原則として被災事由④に該当し

た日（×２年８月１日）から、その該当した日の直前の特定基準日（×２年３月 15日）の翌日以

後 10年を経過する日（×12年３月 15日）までの期間となる。 

 そして、事例①では、その売上金額が特定事業年度（×１事業年度）の水準に回復した事業年度

はないため、要件が緩和される期間は、原則どおり×２年８月１日から×12年３月 15日までとな

る。 

  これに対し、事例②では、×８事業年度において売上金額が特定事業年度の売上金額の水準に

最初に回復しているため、要件が緩和される期間は×２年８月１日から×９年３月 15日（最初に

回復した事業年度（×８事業年度）前の事業年度（×７事業年度）の翌事業年度（×８事業年度）

中にある特定基準日）までとなる。 
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（問９－11）災害等により被害を受けた場合の資産管理会社非該当要件の緩和（３）：被災事由④の

場合 

（問）ＡはＸ株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受け、特例経営贈

与承継期間（×１年３月 15 日）を経過したが、×２年８月１日（×２事業年度）に生じた災

害の影響により売上金額が大幅に減少し、被災事由④に該当することとなったため、措置法第

70条の７の５第 25項において準用する措置法第 70条の７第 31項の届出書を提出している。 

   Ⅹ株式会社は、被災事由に該当した日から×５事業年度の末日（×６年３月 31日）まで資

産管理会社に該当しているが、その売上金額及び特定基準日における常時使用従業員の数は

次のとおりである。 

   この場合、納税猶予は継続されるか。なお、贈与時におけるⅩ株式会社の常時使用従業員の

数は 10人である。   

事業年度 売上金額 
特定基準日（各年３月 15日） 

における常時使用従業員の数 

×１年度（×１年４月～×２年３月） 

【特定事業年度】 
１億円 10人（×２年３月 15 日） 

×２年度（×２年４月～×３年３月） 

【被災事業年度】 
7,000万円 ３人（×３年３月 15 日） 

×３年度（×３年４月～×４年３月） 4,000万円 ３人（×４年３月 15 日） 

×４年度（×４年４月～×５年３月） 5,000万円 ３人（×５年３月 15 日） 

×５年度（×５年４月～×６年３月） 7,000万円 ４人（×６年３月 15 日） 

×６年度（×６年４月～×７年３月） 7,000万円 ４人（×７年３月 15 日） 
       
 

 

（答） 

次のとおり、Ⅹ株式会社が資産管理会社に該当していた期間（×２年８月１日～×６年３月31日）

は資産管理会社非該当要件が緩和される期間に該当するため、納税猶予は継続される。 

１ 期間①（×２年８月１日～×５年３月 15日） 

 ⑴ ×５年３月 15日における雇用割合：30％※ 

   ※ 
３人（×５年３月 15 日（雇用判定基準日）における常時使用従業員の数）

10 人（贈与時の常時使用従業員の数）
 ＝ 30％ 

 ⑵ ×３事業年度における売上割合：40％※ 

※ 
4,000 万円（×３事業年度における売上金額）

１億円（特定事業年度（×１事業年度）の売上金額）
 ＝ 40％ 

  ⑶ 判定  

雇用割合（30％）が、売上割合 40％に応じて満たすべき雇用割合（０％）以上であるため、

期間①においては、資産管理会社非該当要件が緩和される。 

 

２ 期間②（×５年３月 16 日～×６年３月 15日） 

⑴ ×６年３月 15日における雇用割合：40％※ 

   ※ 
４人（×６年３月 15 日（雇用判定基準日）における常時使用従業員の数）

10 人（贈与時の常時使用従業員の数）
 ＝ 40％ 
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 ⑵ ×４事業年度における売上割合：50％※ 

※ 
5,000 万円（×４事業年度における売上金額）

１億円（特定事業年度（×１事業年度）の売上金額）
 ＝ 50％ 

  ⑶ 判定  

雇用割合（40％）が、売上割合 50％に応じて満たすべき雇用割合（０％）以上であるため、

期間②においては、資産管理会社非該当要件が緩和される。 

 

３ 期間③（×６年３月 16日～×７年３月 15日） 

⑴ ×７年３月 15日における雇用割合：40％※ 

   ※ 
４人（×７年３月 15 日（雇用判定基準日）における常時使用従業員の数）

10 人（贈与時の常時使用従業員の数）
 ＝ 40％ 

 ⑵ ×５事業年度における売上割合：70％※ 

※ 
7,000 万円（×5 事業年度における売上金額）

１億円（特定事業年度（×１事業年度）の売上金額）
 ＝ 70％ 

  ⑶ 判定  

雇用割合（40％）が、売上割合 70％に応じて満たすべき雇用割合（40％）以上であるため、

期間③においては、資産管理会社非該当要件が緩和される。 

 

（解説） 

１ 特例認定承継会社等が被災事由④に該当した場合には、特例経営承継期間等又は特定期間内に

資産管理会社に該当することとなったときでも、雇用判定基準日（第１種報告基準日又は特定基

準日）における雇用割合が次の売上割合に応じそれぞれに定める値以上である場合には、当該雇

用判定基準日の直前の雇用判定基準日の翌日から当該雇用判定基準日までの間については資産管

理会社非該当要件が緩和され、納税猶予は継続される（措置法 70の７㉚四、70の７の２㉛四、70

の７の４⑯、70の７の５㉕、70の７の６㉖、70の７の８⑭）。 

イ 売上割合の平均値が 70％未満の場合 ・・・・・・・ ０％ 

ロ 売上割合の平均値が 70％以上 100％未満の場合・・・ 40％ 

ハ 売上割合の平均値が 100％以上の場合・・・・・・・  80％ 

 

２ 問の事例では、Ⅹ株式会社が資産管理会社に該当していた期間（×２年８月１日～×６年３月

31日）については、各雇用判定基準日において売上割合に応じた雇用割合が確保されているため、

資産管理会社非該当要件が緩和される期間に該当し、納税猶予は継続されることとなる。 
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（参考）雇用割合・売上割合の算定の基準となる雇用判定基準日等 
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（問９－12）災害等により被害を受けた場合の相続税の納税猶予に係る適用要件の緩和 

（問）災害等により被害を受けた場合には、相続税に係る「相続税の納税猶予の一般措置」等の適

用を受けるに当たり、その適用要件を緩和する措置が講じられているが、どのような措置か。 

 

（答） 

１ 災害等が発生した日から同日以後１年を経過する日までの間に相続等により取得したその会社

の非上場株式等について「相続税の納税猶予の一般措置」又は「相続税の納税猶予の特例措置」の

適用を受ける場合において、その会社が被災事由①、②又は④のいずれかに該当するときは、そ

の適用要件のうち次の要件が不要とされる（措置法 70の７の２㉟㊲、70の７の６㉖）。 

 ⑴ その会社が相続開始の時において資産管理会社に該当しないこと 

 ⑵ 相続人等が相続開始の直前においてその会社の役員であったこと 

 

２ また、「贈与税の納税猶予の一般措置」又は「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けてい

た者に係る贈与者が災害等の発生した日から同日以後１年を経過する日までの間に死亡したこと

により「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の一般措置」又は「贈与者が死亡した場合の

相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける場合において、対象受贈非上場株式等又は特例対

象受贈非上場株式等に係る会社が被災事由①、②又は④のいずれかに該当するときは、その適用

要件のうち、「その会社が相続開始の時において資産管理会社に該当しないこと」が不要とされる

（措置法 70の７の４⑱、70の７の８⑭）。 

 

３ なお、上記１又は２の規定は、相続税の申告書に円滑化省令に規定する都道府県知事の確認書

の写し(注)その他一定の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用される

（措置法 70の７の２㊱㊳、70の７の４⑲、70 の７の６㉖、70の７の８⑭）。 

 (注) 都道府県知事の確認を受けるには、原則として被災事由が生じた日から８月を経過する日までに、その申請

を行う必要がある（円滑化省令 13 の２②③）。 
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Ⅹ 相続時精算課税の特例関係 

 

（問 10－１）相続時精算課税の特例の概要 

（問）「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受ける者については相続時精算課税の適用につい

て特例が設けられているが、どのような措置か。 

 

（答） 

  受贈者（その年１月１日において 18 歳以上の者に限る。）が「贈与税の納税猶予の特例措置」

の適用を受ける場合には、その者が贈与者（同日において 60 歳以上の者に限る。）の直系卑属で

ある推定相続人又は孫以外の者であるときであっても、相続時精算課税制度の適用を受けること

ができる。 

 

（解説） 

１ 相続時精算課税制度の適用を受けることができる者は、原則として贈与者（その年１月１日に

おいて 60 歳以上である者に限る。）の直系卑属である推定相続人又は孫（同日において 18 歳以

上である者に限る。）に限られている（相法 21の９①、措置法 70の２の６）。 

  

２ ただし、贈与により特例対象受贈非上場株式等を取得した「贈与税の納税猶予の特例措置」の

適用を受ける特例経営承継受贈者（その年１月１日において 18歳以上の者に限る。）については、

その贈与をした特例贈与者（同日において 60歳以上の者に限る。）の直系卑属である推定相続人

又は孫以外の者であっても、相続時精算課税制度の適用を受けることができることとされている

（措置法 70の２の８、70の２の７①）。 

  

３ なお、上記２の適用を受ける特例経営承継受贈者がその特例対象受贈非上場株式等の取得の時

前にその特例贈与者から贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度は適用されな

い（措置法 70の２の８、70の２の７②）。 

 

４ また、上記２の適用を受けた特例経営承継受贈者に係る猶予中贈与税額に相当する贈与税の全

てについて納税の猶予の期限が確定した場合又は免除された場合においても、その特例贈与者か

らの贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度が適用される（措置法70の２の８、

70の２の７③）。 
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（問 10－２）納税猶予分の贈与税額が算出されない場合 

（問）Ａは、叔父である甲からＸ株式会社の株式の贈与を受けたが、当該株式の価額は 2,000万円

であった。 

Ａは当該贈与について、措置法第 70条の２の８の規定に基づき相続時精算課税制度を選択

することができるか。 

 

（答） 

 Ａは、相続時精算課税制度を選択することができない。 

 

（解説） 

１ 相続時精算課税適用者に係る特例である措置法第 70条の２の８は、その適用を受けることがで

きる者について「贈与により第 70条の７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得

した同項の規定の適用を受ける同条第２項第６号に規定する特例経営承継受贈者」と規定してい

る。 

  つまり、措置法第 70 条の２の８の規定は、措置法第 70 条の７の５第１項の規定の適用を受け

ることが前提とされているものである。 

 

２ 問の事例の場合、Ａが贈与により取得した株式の価額（2,000万円）は相続時精算課税の特別控

除額（2,500万円）以下であるため、相続時精算課税制度の適用を受けたものとして計算した場合

の納税猶予分の贈与税額は「ゼロ」となり、猶予される税額は算出されず、Ａは措置法第 70条の

７の５第１項の規定の適用を受けることはできない。 

したがって、この場合には、Ａは措置法第 70条の２の８の規定の適用を受けることができない

こととなる。 

 

３ なお、Ａは、措置法第 70条の２の８の規定による相続時精算課税の適用を受けることができな

いだけであり、暦年課税により計算した納税猶予分の贈与税額が算出される場合には、所要の要

件を満たすことで措置法第 70条の７の５第１項の規定の適用を受けることができる。 

 

 

 


